
平成19年６月宮崎県定例県議会

商工建設常任委員会会議録

平成19年６月20日～22日

場 所 第５委員会室



- 1 -

平成19年６月20日（水曜日）

午前10時３分開会

会議に付託された議案等

○議案第１号 平成19年度宮崎県一般会計補正

予算（第１号）

○議案第２号 平成19年度宮崎県公共用地取得

（ ）事業特別会計補正予算 第１号

○議案第８号 使用料及び手数料徴収条例の一

部を改正する条例

○議案第12号 宮崎県における事務処理の特例

に関する条例の一部を改正する

条例

○議案第15号 国土交通省所管公共用財産管理

条例の一部を改正する条例

○議案第18号 県道の路線認定について

○報告事項

・損害賠償額を定めたことについて（別紙１）

・県が出資している法人の経営状況について

宮崎県住宅供給公社（別紙２）

宮崎県道路公社（別紙３）

宮崎県土地開発公社（別紙４）

（ ）財団法人宮崎県機械技術振興協会 別紙11

財団法人宮崎県産業支援財団（別紙12）

（ ）財団法人宮崎県建設技術推進機構 別紙16

・平成18年度宮崎県繰越明許費繰越計算書

（別紙18）

・平成18年度宮崎県事故繰越し繰越計算書

（別紙19）

○商工観光振興対策及び土木行政の推進に関す

る調査

○その他報告事項

・企業立地促進補助金の見直しについて

・県物産振興センター会員企業の鶏肉加工品の

取扱状況について

・みやざきフラワーフェスタ２００７開催結果

について

出席委員（９人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 坂 元 裕 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 水 間 篤 典

委 員 濵 砂 守

委 員 萩 原 耕 三

委 員 外 山 良 治

委 員 武 井 俊 輔

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

商工観光労働部

商工観光労働部長 高 山 幹 男

商工観光労働部次長
河 野 富二喜

（ 商 工 担 当 ）

商工観光労働部次長
後 藤 厚 一

（観光・労働担当）

部参事兼商工政策課長 内枦保 博 秋

新産業支援課長 矢 野 好 孝

企業立地対策監 森 幸 男

地域産業振興課長 工 藤 良 長

経 営 金 融 課 長 古 賀 孝 士

観光・リゾート課長 橋 口 貴 至

労 働 政 策 課 長 西 盾 夫

地域雇用対策監 金 丸 裕 一

工業技術センター所長 河 野 雄 三

食品開発センター所長 青 山 好 文

県立産業技術専門校長 坂 口 正 紀
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事務局職員出席者

総務課主任主事 児 玉 直 樹

議事課主任主事 古 谷 信 人

ただいまから商工建設常任委員○横田委員長

会を開会いたします。

まず、本日からの委員会の日程であります。

お手元に「委員会日程（案 」及び「委員会審）

査の進め方（案 」を配付しておりますので、ご）

らんください。今回は、補正予算関連議案の審

議を尽くす観点から 「委員会審査の進め方、

（案 」のとおり 「補正予算関連議案」と「そ） 、

の他の議案等」に分けて審査を行いたいと考え

ております。委員会の日程につきまして、御異

議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○横田委員長

します。

執行部入室のため、暫時休憩いたします。

午前10時４分休憩

午前10時５分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

、 。商工労働部の皆さん方 おはようございます

御苦労さまでございます。

本委員会に付託されました議案等のうち 「補、

正予算関連議案」以外の議案等について説明を

求めます。なお、委員の質疑は執行部の説明が

すべて終了した後にお願いいたします。

商工観光労働部でご○高山商工観光労働部長

ざいます。

説明に入ります前に、一言おわびを申し上げ

たいと存じます。先日発表されました「不適正

な事務処理に関する自主申告」に関しまして、

商工観光労働部におきましては、いわゆる「預

け」はありませんでしたが、県立産業技術専門

校高鍋校におきまして、ジュースの自動販売機

設置業者から 売り上げの１割を利用者への 還、 「

元金」として受け取りまして、清掃時におきま

す訓練生へのジュース代等に充てていたという

事実がございました。学校がこのような還元金

を後援会名義の口座で管理しますことは、公金

を取り扱っているかのような誤解を招きやすい

事務処理であり、適当ではなかったと考えてお

ります。現在は改善されておりますけれども、

このような事実が確認されましたことは、議会

の皆様、県民の皆様に申しわけなく存じ、おわ

び申し上げたいと存じます。商工観光労働部と

いたしましては、現在行われております全庁的

な調査におきまして、徹底的な実態把握に努め

ますとともに、適切な事務処理がなされるよう

取り組んでまいりたいと存じますので、どうぞ

御理解を賜りますようお願い申し上げます。

それでは、座って、御説明に移らせていただ

きます。

、先ほど委員長からお話がございましたように

まず、補正予算案以外の議案につきまして御説

明を申し上げたいと存じます。

お手元にお配りしております「商工建設常任

委員会資料」の表紙の下の目次をごらんいただ

きたいと存じます。まず、２つ目の丸ですけれ

ども、議案第８号「使用料及び手数料徴収条例

の一部を改正する条例 、３つ目の丸の「平成19」

年６月定例県議会提出報告書」として、財団法

人機械技術振興協会など県が出資しております

２つの法人の経営状況等の御報告、さらに４つ

「 」目の丸の 商工観光労働部をめぐる最近の動き

、「 」といたしまして 企業立地促進補助金の見直し

ほか２項目につきまして、御説明をしたいと存
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じます。

詳細につきましては、担当課長等から御説明

をさせますので、どうぞよろしくお願いいたし

ます。

それでは 議案第８号 使○古賀経営金融課長 、 「

」用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例

について御説明させていただきます。

議案書では「平成19年６月定例県議会提出議

案書 、27ページになりますけれども、委員会資」

料を使って説明をさせていただきたいと思いま

す。

常任委員会資料14ページをお開きいただきた

いと思います。まず、１の改正の理由でござい

ます 「貸金業の規制等に関する法律」が平成18。

年12月に一部改正され、法律名が変更になりま

すことから、本条例の改正を行うものでありま

す。

２の改正の内容でございますが、本条例第３

条第１項第281号中の「貸金業の規制等に関する

」 「 」 。法律 を 貸金業法 に改めるものであります

３の施行期日でございますが、公布の日から

起算して６月を超えない範囲内において規則で

定める日から施行することとしております。

説明は以上でございます。

「平成19年６月定例県○矢野新産業支援課長

議会提出報告書」の中の県が出資している法人

の経営状況についてでございますけれども きょ、

うの委員会資料の中に写しが入っておりますの

で、委員会資料の15ページのほうをお開きくだ

さい。こちらのほうからお話しさせていただき

ます。

まず、県が出資しております法人の経営状況

についてでございますが 「財団法人宮崎県機械、

技術振興協会の概要」について最初に説明させ

ていただきます。

まず、１の役割等でございます。財団法人宮

崎県機械技術振興協会は、機械金属工業の技術

指導、調査研究等を行うことによりまして、本

県の機械金属工業の振興に寄与することを目的

としまして、昭和54年２月17日に設立された法

人でございます。基本財産は300万円で、うち県

の出資額が150万円、出資割合が50％となってお

ります。

、 。 、次に ２の事業内容でございます 当協会は

宮崎県機械技術センターの管理運営業務を受託

しておりまして、主として県北地域を中心とす

る機械金属関連中小企業を対象に、試験研究、

技術指導、依頼試験等の業務を実施していると

ころでございます。

次に、３の組織等でございます。理事長が延

岡市長、副理事長が延岡鐵工団地協同組合理事

長となっておりまして、県ＯＢの常務理事が１

名、理事が11名、監事が２名、計16名の役員で

構成されております。また、職員は、常務理事

兼務の宮崎県機械技術センターの所長以下６名

でございまして、この中に県派遣職員が１名お

ります。

それでは、県が出資しております法人の経営

状況について説明いたします。16ページをお開

。「 」きください 財団法人宮崎県機械技術振興協会

についてでございます。

まず、１の事業概要でございますが、先ほど

説明しましたとおり、県が設置しました宮崎県

機械技術センターの管理運営業務を受託してお

りまして、技術指導、調査研究等を実施してい

るところでございます。

次に、２の事業実績でございます。平成18年

度におきましては、表の各事業を実施いたしま

。 、 、した このうち ②の技術指導についてですが

従来の技術研修や技術相談に加えまして、企業
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の経営者や技術者を対象に、物づくり意識の高

、揚と技術力の向上を図ることを目的としました

オの「県北モノづくりセミナー 、それから技能」

者が有しますすぐれた高度技術の継承等、若手

技術者の育成を行うための、カに示しておりま

す「テクニカルフェローシップ制度」を新たに

実施しているところでございます。

次に、17ページをお開きください。昨年度ま

では収支決算書によりまして報告しておりまし

たが、国の公益法人会計基準の改正に伴いまし

て、平成18年度事業から新会計基準に基づく財

務諸表を適用しているところでございます。ま

ず、３の貸借対照表でございますけれども、平

成18年度末のすべての資産、負債及び正味財産

の状態を表示しているところでございます。最

初のⅠの資産の部ですが、１の流動資産が普通

預金など420万円余、２の固定資産が（１）の基

本財産 （２）の特定資産などで2,134万6,000円、

余でございまして、表の中ほどの資産合計2,554

万7,000円余となっております。次に、Ⅱの負債

の部ですが、１の流動負債が未払金など290

万1,000円余、２の固定負債が退職給与引当

金1,683万円で、負債合計は1,973万6,000円余で

あります なお 未払金につきましては 平成19。 、 、

年４月末ですべて支払いが完了しております。

Ⅲの正味財産につきましては、２の一般正味財

産が581万円余でありまして、表の一番下の負債

及び正味財産合計は、資産合計と同額の2,554

万7,000円余となっております。

次に、18ページの正味財産増減計算書につい

て説明いたします。この計算書は正味財産の変

動状況を示すものでございますけれども、18年

度は新会計基準を適用した初年度でありますた

め、当年度のみ表示されております。まず、上

から３段目の（１）の経常収益の主なものでご

ざいますけれども、県からの受託事業収益

の5,400万5,000円と地元の企業や団体からの寄

附金140万円であります （２）の経常費用でご。

ざいますけれども、受託事業費の機械技術セン

ター管理運営受託事業費が5,400万5,000円と表

の中ほどの管理費の法人管理費の161万4,000円

余となっております。経常費用計の下の方、当

期経常増減額は、マイナス９万8,897円となって

おりますけれども、正味財産の期末残高は581万

円余であります。

次に、19ページの財産目録でありますが、貸

借対照表の内容と重複しますので、割愛させて

いただきます。

以上が18年度の事業報告でございます。

次に、20ページをお開きください。19年度の

事業計画について説明いたします。

まず、２の事業計画でございますけれども、

①の試験研究につきましては、今年度は三次元

測定機と測定対象物の温度環境に関する研究を

行うこととしております。次に、②の技術指導

のうち、エの技術講習会につきましては、放電

加工技術講習会など、企業のニーズが高いもの

。を反映させて企画しているところでございます

そのほか、技術指導では、平成18年度に引き続

きましてオの県北モノづくりセミナーやカのテ

クニカルフェローシップ制度などを実施するこ

ととしております。また、⑥の企業の巡回訪問

でございますけれども、昨年度に県北地域の機

械金属関連企業を対象に実施いたしましたアン

ケート調査の結果を踏まえまして、現場が抱え

る技術的問題や企業ニーズを把握することを目

、 。的に 企業訪問を実施することとしております

このほか、③の依頼試験、④の設備利用、⑤の

調査についても、18年度に引き続き取り組むこ

ととしております。



- 5 -

、 、次に 21ページの収支予算書でございますが

まず、Ⅰの事業活動収支の部でございます。１

の事業活動収入は、機械技術センター管理運営

受託事業収入5,434万1,000円や寄附金収入145万

円を計上しております。２の事業活動支出につ

きましては、ほとんどが昨年度と同様の項目で

計上しておりますが、協会職員１名が平成19年

、 、度末 来年の３月末で退職予定でありますため

ページ中ほどに法人管理費の中で退職給付1,531

万5,000円を計上しております。そのために、次

の22ページの上から10行目でございますけれど

も、事業活動収支差額がマイナス1,561万8,000

円となっております。退職給付の支出による収

支差額につきましては、Ⅱの投資活動収支の部

におきまして、退職給付引当資産取崩収入を計

上して充当しておるところでございます。Ⅲの

財務活動収支の部については、借入金等の増減

取引によって生じた収入・支出の状況を明らか

にする区分でございますけれども、当該取引の

該当はございません。また、Ⅳの予備費支出と

して49万5,000円余を計上しておりますが、すべ

ての区分の収支差額を示す、下から３行目の当

期収支差額はマイナス129万8,606円となってお

りますが、前期繰越収支差額が129万8,606円で

ございまして、一番下の次期繰越収支差額はゼ

ロ円となっております。

以上が平成19年度の事業計画でございます。

これで 「財団法人宮崎県機械技術振興協会」、

の報告は終わります。

次に 「財団法人宮崎県産業支援財団」につい、

て説明いたします。

当財団の事業でございますが、これは新産業

支援課だけではなくて、地域産業振興課、経営

金融課所管事業もございますが、一括して私の

ほうから説明させていただきます。なお、所管

事業に対する質問については、関係課から回答

いたします。

資料の23ページをお開きください。産業支援

財団の概要についてでありますが、１の（１）

の目的をごらんください。当財団は、新事業・

新産業の創出によります本県産業の活性化を図

るために、産学官連携による研究開発の推進を

初め、創業、新商品、新技術の開発等を行おう

とする事業者への支援を総合的に行います中核

的支援機関として、県内のほかの支援機関など

と連携しまして、計画段階から事業化段階まで

の資金、販路開拓などの支援及び設備導入や取

引のあっせん、地域商業の活性化や建設業者の

新分野進出の支援を行っているところでござい

ます （３）の出資状況でございますけれども、。

基金等を含めました②の出資総額が13億3,452

万9,000円、このうち、国庫を含めた数字でござ

いますけれども、県が85.6％を出資していると

ころでございます。

２の組織等でございますけれども、平成12年

に２つの団体が統合されて誕生しましたことか

ら、創業支援、産学官連携推進、情報部門が佐

土原の県工業技術センターの中に、また、設備

資金と取引振興部門は県中小企業会館内に事務

所があります。また、宮崎市内のアゲインビル

内にありました商業支援センターにつきまして

は、昨年度末をもって終了いたしております。

次の24ページをお開きください。こちらは平

成19年６月定例県議会提出報告書の当財団の報

告部分の写しでございますけれども、２の事業

実績でございますが、当財団の事業内容は主に

３つに分類されます。まず （１）の新事業・新、

産業の創出でありますが、これは、産学官連携

によります研究開発を推進することによりまし

て、新たな技術シーズを生み出して新事業・新
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産業の創出を図るものであります （２）の挑戦。

する中小企業の支援でありますが、県内中小企

業の経営革新や製品開発などの事業活動に対す

る支援を行うものでございます ３ 地域商業・。（ ）

サービス業の活性化でありますが、中心市街地

における中小商業活性化等に関する事業を行う

ことにより、県内中小企業の活性化を図るもの

でございます。この３つであります。

次に、平成18年度に実施しました主な事業に

ついて説明させていただきます。下の表をごら

んください。なお、事業費の欄には事業ごとの

。 、（ ）事業費を手書きで記載しております まず １

の新事業・新産業の創出であります。①の地域

結集型共同研究事業でありますが、現在、産業

支援財団が中核機関としまして、宮崎大学、鹿

児島大学など産学官が結集いたしまして 「食の、

機能を中心としたがん予防基盤技術創出」に関

する共同研究を実施しているところでございま

す。平成18年度は13件の特許を出願したところ

でございます。次の25ページの④から⑥までの

事業でございますが、これらは、それぞれ県内

におきまして新技術・新産業につながる研究開

発を支援するものでございまして、④の戦略的

地域科学技術振興事業は、大学や企業等の基礎

研究に対しまして支援を行います。また、⑤の

産学官連携新技術実用化共同研究推進事業です

が、これは、県内の有望な研究グループに対し

まして共同研究を委託したものでございます。

⑥のみやざき産業クラスター創出促進事業です

が、これは、本県が推進しておりますＩＴ分野

とバイオ分野の産業集積を図るために、ＩＴと

。バイオの研究開発を推進したものでございます

⑦都市エリア産学官連携促進事業であります。

これは、文部科学省から地域指定を受けました

研究開発事業でございまして、都城盆地地区で

「バイオマスの高度徹底活用による環境調和型

産業の創出」というテーマで、豚ぷんと間伐材

等を利用した木炭の混合燃料の研究、また、木

材乾燥から回収される精油の製品化についての

研究を行ったところでございます。また、延岡

市を中心とする魚のあらなどの海洋性バイオマ

スを活用しまして、認知症、不眠などの高齢者

の疾病の改善予防につながる機能性物質の抽出

についての研究を行ったところでございます。

⑨環境リサイクル技術開発支援事業につきまし

ては、産業廃棄物の減少につながる共同研究に

ついて支援を行ったところでございます。

次の26ページのほうに移っていただきたいと

思いますが （２）の挑戦する中小企業への支援、

についてでございます。①の総合相談窓口開設

事業ですが、これは、佐土原の創業支援等部門

に企業の研究開発、営業販売等の経験のある専

、 、門家 コーディネーター等を６名配置しまして

県内中小企業からの相談に対応したところでご

。 、ざいます ③の経営相談・助言指導事業ですが

これは、県土整備部からの委託を受けまして、

新分野へ進出する建設業者のためのセミナーの

開催、計画策定の支援を行ったところでござい

ます。⑤の中小企業経営基盤強化対策事業でご

ざいますけれども、これは、産業支援財団に設

置しております中小企業経営基盤強化基金とい

うのがありますが、これを取り崩しまして、中

小企業の製品開発や販路開拓を支援したところ

でございます。なお、この基金は18年度末で取

り崩しを終了しましたため、６月の補正予算

で2,000万円の積み増しをお願いしているところ

。 。でございます 次の27ページにお移りください

。⑩の設備資金貸付及び設備貸与事業であります

中小企業の経営基盤強化に必要な設備資金の貸

付や設備の貸与を行ったところでございます。
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⑪の取引振興事業でございますが、発注企業と

県内の受注企業の取引のあっせん、県外の見本

市等への出展企業に対する支援を行ったところ

でございます。

次に、ページ下のほうの（３）の地域商業・

サービス業の活性化についてでございますが、

①の中心市街地商業活性化基金事業ですが、街

づくり機関が行います中心市街地における活性

化事業に対する助成を行ったところでございま

す。次に、28ページにお移りいただきたいと思

います。③の商業フロンティア支援事業であり

ますが、意欲ある創業予定者を対象としたセミ

ナーの開催や情報の提供を行ったところでござ

います。

次の29ページのほうにお移りください。当財

団の財務状況につきましては、まず、貸借対照

表を説明申し上げます これにつきましては 31。 、

ページの財産目録と内容的に補完関係にありま

すので、一緒に説明させていただきます。

まず、29ページ、Ⅰの資産の部の流動資産で

ありますけれども、流動資産が29億9,076万円余

でありまして、内訳は31ページの財産目録に記

載しておりますように、現金預金、割賦設備、

未収金等となっております。29ページ、貸借対

照表にお戻りください。次に、固定資産であり

ますが （１）の基本財産、基金や引当金などの、

使途が制限されております（２）の特定資産、

（３）のその他の固定資産を合わせまして48

億2,522万円余であります。流動資産と固定資産

の資産合計は、78億1,599万円余となっておりま

す。

次に、Ⅱの負債の部でございますが、流動負

債が27億7,912万円余、固定負債が40億4,537万

円余でありまして、負債合計が68億2,450万円余

となります。これらの内訳につきましては、31

ページの財産目録に記載しておりますように、

流動負債は短期借入金と未払金等、また固定負

債は主に設備貸与事業に係る県からの長期借入

金、各種引当金等となっております。

再び29ページにお戻りください。Ⅲの正味財

産の部についてでありますが、下から２行目の

正味財産合計の欄をごらんください。資産合計

から負債合計を差し引いた平成18年度末の正味

財産は、９億9,148万円余であります。上のほう

の欄をごらんいただきたいと思います。この正

味財産のうち、使途が指定もしくは制限されて

いる部分は指定正味財産に分類されておりまし

て、８億1,952万円余であります。また、それ以

外は一般正味財産に分類されておりまして、１

億7,195万円余となっております。なお、括弧内

の金額ですが、指定正味財産及び一般正味財産

それぞれにつきまして、基本財産と特定資産に

充当した金額の内訳を記載しておるところであ

ります。

30ページをお開きいただきたいと思います。

正味財産増減計算書であります これは 平成18。 、

年度の事業期間におきまして、どのような収入

や支出によって正味財産の増減が生じたかにつ

いて記載しているところであります。

まず、Ⅰの一般正味財産増減の部についてで

あります。一般正味財産につきましては、通常

の事業活動であります経常活動とそれ以外の経

常外活動別に区分しております。１の経常増減

の部であります （１）の経常収益についてであ。

りますが、主なものについて御説明いたします

と、４番目の受取補助金、これは国や県からの

補助金でありまして、５億4,000万円余、３つ下

の事業収益でございますが、設備貸与事業に係

、 、る割賦販売収益などの収入で ７億7,593万円余

また、その下の受託事業収益は、研究開発事業



- 8 -

の国や県からの受託事業収入等の３億3,732万円

余であります。それで、経常収益の合計は、20

億2,614万円余となっております。次に （２）、

の経常費用についてでありますが、事業費は、

佐土原事務所の創業支援等部門と宮崎事務所の

設備資金・取引振興部門別に区分しておりまし

て、合わせまして12億9,400万円余であります。

また、引当金繰入額は、各種引き当てを行った

もので、経常費用の合計は19億6,562万円余であ

ります。すぐ下の当期経常増減額の欄ですが、

これは、経常収益計から経常費用計を差し引い

たもので、6,051万円余となっております。

次に、２の経常外増減の部の経常外収益でご

ざいますけれども、受取補助金6,950万円余につ

きましては、産業支援財団に設置しております

基金を取り崩し、原資にしている補助金であり

まして、会計年度の制約がないために経常外に

分類しているものであります。また、経常外費

用につきましては、雑損失は、設備貸与事業で

発生しました貸し倒れ損失7,931万円余などで、

経常外費用の合計が8,735万円余となります。す

ぐ下の当期経常外増減額は、経常外収益計から

経常外費用計を差し引いたもので、マイナ

ス1,785万円余であります。その結果、当期経常

増減額と当期経常外増減額の合計となる当期一

、 、般正味財産増減額は 4,266万円余となりまして

その下の一般正味財産期首残高に当期の増加額

を加えたものがその下の一般正味財産期末残高

となっております。

次に、Ⅱの指定正味財産増減の部についてで

あります。一番上の受取出資金は、県からの大

学等の基礎研究を支援します戦略的地域科学振

興技術基金へ5,000万円の増資をしたものであり

ます。それから、３つ下の一般正味財産への振

替額の主なものですが、中小企業の製品開発等

を支援する基金などを取り崩して事業費として

支出するために、使途の制限のあります指定正

味財産から一般正味財産へ振りかえたものであ

ります。受取出資金、基本財産運用益、特定資

産運用益の計5,201万円余が指定正味財産の増加

分でございまして、一般正味財産への振替額が

指定正味財産の減少分でありますので、その結

果、当期指定正味財産増減額が4,706万円余のマ

イナスとなっております。その下の指定正味財

産期首残高からその当期の減少額を除したもの

がその下の指定正味財産期末残高となっており

ます。そして、この指定正味財産期末残高８

億1,952万円余とⅡの指定正味財産増減の部のす

ぐ上の一般正味財産期末残高１億7,195万円余を

足したものが、一番下のⅢの正味財産期末残高

９億9,148万円余となります。

次に、32ページをお開きください。平成19年

度の事業計画書について説明いたします。

２の事業計画をごらんください。19年度にお

きましても、平成18年度に終了しました一部の

事業を除きまして、引き続き各事業に取り組む

こととしておりますが、事業の内容は18年度事

業報告で御説明申し上げましたので、ここでは

。 、新規事業のみを説明させていただきます 今回

６月補正でお願いしている事業については含ま

れておりません。

（１）の新事業・新産業の創出の④でござい

ますが 「知的財産活用支援機能強化事業」でご、

ざいます。これは、特許流通にかかわる専門人

材の育成をし、中小企業等が有する知的財産の

活用、流通を促進するものであります。

次に、35ページをお開きください。３の収支

予算書であります。平成18年度の最終予算との

比較で各項目ごとに増減を記載しているところ

であります。収支予算書でございますが、Ⅰの
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事業活動収支の部、Ⅱの投資活動収支の部、Ⅲ

の財務活動収支の部に区分されております。

まず、Ⅰの事業活動収支の部ですが、財団の

事業取引によって生じた収入・支出の状況を明

らかにしております。１の事業活動収入の３番

目の補助金収入ですが、約２億700万円が減少し

ております。これは、都市エリア産学官連携促

進事業の都城盆地エリアの事業が18年度で終了

したことなどによるものであります。次に、３

つ下の事業収入が２億2,000万円余減少しており

ますが、これは、設備貸与事業の規模の減少に

よりまして、割賦償還金収入が減少するためで

あります。次に、２つ下の受託事業収入が8,700

万円余減少しておりますが、これは、前年度予

算額が財団が年度中途で開始しました国等の委

託事業等が含まれた最終予算であるために生じ

た差でございます。

次に、事業活動支出の部の事業費支出が８

億3,700万円余減少しておりますが、これは、平

成18年度に創造的な事業活動を行います県内中

小企業を支援する事業について、基金の償還期

限を迎えましたため、原資８億円を県に償還し

たことによるものであります。

次に、基金や引当金という特定資産等の取引

によって生じた収入・支出の状況を明らかにし

ます投資活動収入の部であります。投資活動収

入の２つ目、特定資産取崩収入等が２億2,400万

円余減少しておりますが、これは、平成18年度

に代位弁済引当金等の引当額の見直しに伴いま

して、全額引当金を一たん取り崩しまして収入

に計上したことによるものであります。次に、

その下の基金取崩収入が８億6,200万円余減少し

ておりますけれども、これは、先ほど説明いた

しましたが、平成18年度は基金８億円を県に返

還するため、基金を取り崩して一たん収入に計

上したことによるものであります。

次に、２の投資活動支出の部の特定資産取得

支出が１億9,700万円余減少しておりますが、こ

れは、先ほどの特定資産取崩収入等の関連であ

りまして、平成18年度に代位弁済引当金等の引

当額の見直しによりまして、見直し後の額を改

めて計上したことによるものであります。

次に、金融機関等の借入金の取引等によって

生じました収入・支出を明らかにする財務活動

収支の部についてであります。財務活動支出の

借入金返済支出が７億7,600万円余減少しており

ますが、これは、平成18年度に事業終了に伴い

まして、商店街競争力強化基金事業ですが、こ

の基金の５億円を県に返還したことに伴うもの

であります。

Ⅳの予備費支出は、予備費を計上しておりま

す。その下の当期収支差額でありますが、これ

は、以上の事業、投資、財務の各収支の部の収

支差額の合計から予備費支出を除したものであ

ります。これに、すぐ下の前期繰越収支差額を

加えたものが次期繰越収支差額となります。

以上が平成19年度の事業計画であります。

これで「財団法人宮崎県産業支援財団」の報

告を終わります。

それでは、常任委員会資○森企業立地対策監

。料の36ページをお開きいただきたいと思います

企業立地促進補助金の見直しの主な内容でござ

います。今回の補助金の見直しに当たりまして

は、大型投資案件の誘致の促進、あるいは宮崎

フリーウェイ工業団地の分譲促進、こういった

ような課題に対応し、地域経済の振興と雇用の

拡大を図るため、極めて厳しい財政状況の中で

はありましたけれども、選択と集中の観点で見

直しを行うものでございます。

主な内容でございますが、まず、１の誘致企
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業等認定制度の新設でございます。これまでは

補助金の交付要件でございます新規県内常用雇

用者数を満たす企業だけを県の誘致企業という

ことにしておりました つまり 誘致企業イコー。 、

ル補助金の交付企業という制度でございました

けれども、今回、企業あるいは市町村からの要

望もございまして、補助金の交付要件を満たさ

ない企業であっても、一定の要件を満たす小規

模の投資を行うような企業、例えば、一般製造

業の場合、５人以上の雇用が見込め、かつ市町

村の誘致企業などとして指定された企業、こう

いったものについても県の誘致企業として認定

し、金融相談あるいは情報提供など各種の支援

を行いまして、誘致企業の育成支援を図ってい

くこととしております。なお、認定を受けた企

業で、さらに２以下に掲げてございますけれど

も、新規雇用などの要件を満たすものにつきま

しては、２の企業立地促進補助金を交付すると

いうことにいたしております。

次に、２の①の一般案件でございます。補助

内容でございますけれども、県外誘致企業の区

分につきましては、県外から新規に誘致した場

合の補助内容でございます。現行の補助金交付

要綱の新設の補助内容とほぼ同じものでござい

ます。その下の県内立地企業の区分につきまし

ては、厳しい財政状況であることを踏まえまし

て、地場企業の新設・増設につきましては、雇

用割補助のみとするほか、既に誘致した企業の

増設を含めて補助金の交付額を現行制度より低

くするなどによりまして、歳出抑制も図ること

といたしております。

次に、２の②の大型案件の補助内容でござい

ます。これまで補助金最高限度額は５億円で、

九州で一番低い金額でございましたけれども、

これを情報サービス業の場合は８億円、製造業

の場合は、九州最高額となる最大50億円に増額

をいたしまして、大量の新規雇用や大きな経済

波及効果が見込める大型投資案件の誘致促進に

対応していくこととしております。

次に、２の③の宮崎フリーウェイ工業団地に

。 、限定した補助制度の新設でございます これは

宮崎フリーウェイ工業団地に立地する企業に対

しましては、投資割補助を２％高く設定いたし

ております。これによりまして、他地区への立

地へ比べて優遇した補助を行うことにより、当

該工業団地への立地を促進するものでございま

す。

補助金の制度の内容は以上でございます。

次の37ページ 「県物○工藤地域産業振興課長 、

産振興センター会員企業の鶏肉加工品の状況に

ついて」でございます。これは、県物産振興セ

ンターが、鶏の炭火焼きを製造販売している会

員企業に対しまして、商品の加工状況等につい

て文書で調査を行い、その結果が県に報告され

たものであります。

２の調査結果でございますが、調査対象事業

者は16社、回答者が16社で回答率100％でござい

ます。商品数は32品目で、このうち自社で製造

しているところが９社の19品目、ほかの企業に

製造を任せているというところが７社の13品目

ということになっております。次に （３）の製、

品名に記載されている鶏肉の表示別商品数です

が、これは記載内容の横の欄を見ていただきま

すとわかりますように 「地鶏」とか「赤鶏」と、

、 「 」書いていますけど 商品名に 地鶏の炭火焼き

とか「みやざき地頭鶏の炭火焼き 「赤鶏の炭火」

焼き 「若鶏の炭火焼き」と、そういうふうな分」

類で横に並べております。その品目数ですが、

「地鶏」または「みやざき地頭鶏」と書いてあ

る商品数が８品目です。それから 「赤鶏の炭火、
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」 、焼き というような表記になっているものが９

「若鶏」が１、ただ単に「鶏の炭火焼き」と書

、 。いてあるものが13 その他が１でございました

このうち「地鶏」または「みやざき地頭鶏」と

表記がなっているものにつきましては、その原

料肉について、この一番下の表にあります特定

ＪＡＳ、みやざき地頭鶏の基準に合致している

ものということで定義をいたしまして調査いた

しました。そして産地がどこだということも求

めました。結果は、すべて県内産の地鶏、みや

ざき地頭鶏ということでございました。以上で

ございます。

委員会資料の38○橋口観光・リゾート課長

ページ、一番最後のページでございますが、ご

らんいただきたいと思います 「みやざきフラ。

ワーフェスタ2007の開催結果について」でござ

います。

第40回目となりました今回でありますが、３

月17日から５月13日までの58日間の日程で開催

されたところでございます。

３の会場でございますが、今回は40回という

こともありまして、メーン会場の「こどものく

」 、に を初めとしますフラワーフェスタの９会場

また、昨年より22会場をふやしました64会場と

、 、なっております協賛イベント会場 このほかに

、 、新たに 個人の庭園など31のガーデン装飾会場

さらには、春の美しい花々が見渡せる７カ所の

ビューポイントなども新たに加わりまして、昨

年の51会場を大きく上回ります122の会場で実施

されました。

４の開催概要等でございますけれども （２）、

にありますように、40回記念行事といたしまし

て、著名な華道家でもございます假屋崎省吾氏

によります講演会、それから宮崎市の中心市街

地におきます前夜祭、こういったものを開催い

たしまして、フラワーフェスタの盛り上げが図

られたところでございます。また （３）にござ、

いますけれども、会場数が大幅に増加いたしま

して、フラワーラリーによります周遊の促進が

図られたところでございます。こうした取り組

みの結果、フラワーフェスタ９会場の入場者数

は ５の下のほうに挙げておりますけれども 82、 、

万7,645人ということで、昨年よりも6.6％、５

万1,000人の増となったところでございます。

ことしで40回を迎えましたフラワーフェスタ

でありますけれども、キャンプ終了後の春のイ

ベントとして定着しておるところでございます

が、こうしたフラワーフェスタの開催によりま

して、本県への誘客、県内の交流人口の拡大が

図られたものと考えております。また、これま

での取り組みに加えまして、個人の庭園を会場

とするなど、県民参加型のイベントといたしま

したことで、来訪者との交流を通じた「おもて

なしの心」がはぐくまれるとともに 「花とみど、

りにあふれる観光みやざき」の推進が図られた

ものというふうに考えておるところでございま

す。

観光・リゾート課からは以上でございます。

執行部の説明が終了しました。○横田委員長

委員の皆さん方、質疑がありましたらどうぞ。

機械技術振興協会、いろいろ技術○坂元委員

指導をするということですが、６名、どういう

ことをするんですか。

指導につきましては、○矢野新産業支援課長

技術相談とか技術講習会等をやっているところ

であります。

どういう指導をするの。○坂元委員

基礎技術の研修という○矢野新産業支援課長

ことで、例えば、昨年度は14コース、38人やっ

、 、ておりますが ワイヤーカットの放電加工研修
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形彫り放電加工研修とか、真空熱の処理研修、

三次元測定機の使い方の研修とかをやっており

ます。それから、専門技術研修としまして、Ｎ

Ｃプログラムの作成技術、加工技術、研削加工

技術、熱処理の技術、顕微鏡検査技術、材料の

強度測定技術、精密寸法形状測定技術、それと

エックス線による欠陥検査技術等をやっており

ます。件数としては569件で人数が650人、これ

は延べの数字でございますけれども、こういう

実績があります。

例えば、コンクリートの強度試験○坂元委員

なんかやっていますよね。これは普通の生コン

、 。の試験室がありますが これと同じことですか

依頼試験のほうはコン○矢野新産業支援課長

クリート強度試験、鋼材の強度試験の２種類ご

ざいます。コンクリートのほうはまさに民間で

もやっておられますので、できるだけ民間のほ

うの御利用を優先的にやっておりますが、どう

しても時間的にやってほしいとかいう要望が

あった場合を含めまして、ここでやっていると

ころでございます。

厳密に言えばなきゃならない組織○坂元委員

だということですかね。民間でできない、どう

。しても協会がなきゃならないという組織ですか

協会につきましては、○矢野新産業支援課長

以前、あり方検討会、いろいろ特別委員会等も

経緯がありまして、議論したところでございま

す。県北の機械技術振興のためにはぜひ必要だ

ということで、結論的には残すことにしており

。 、 、ます 18年度から指定管理者ということで 今

県から委託した形で運営しておりますが、私ど

もでお願いしております県北地域、要するに延

岡、門川、日向、こういうところで合併があり

まして、産業振興という形でビジョンづくりを

お願いしまして、延岡市が今の新しいビジョン

をことしの春につくったところでございます。

そういう中で機械技術センターの位置づけとい

うことで、今後、延岡市が工業の振興をしてい

く上で非常に重要な存在だということでこちら

でも位置づけしております。将来、東九州自動

車道とかができた暁には、ここの存在というの

ももっと高くなるんじゃないかということで、

地元の声も高いもんですから、そういうことで

私どもももっと応援したいと思っています。

支援財団ですが、貸借対照表とか○坂元委員

数字の説明がなされましたよね。問題は、今ま

で出願した特許の数、その特許が生んだ特許料

の部分、いろいろ書いていますね。どういう効

果があったのか、その部分を教えてもらえませ

んか。あれだけの莫大な金を突っ込んでいるわ

けだから。

特許につきましては、○矢野新産業支援課長

、 、県有特許 工業技術センターとか食開センター

また産業支援財団の中にもあるものでございま

す。産業支援財団は、12年度に今の組織になっ

、 、た後に産学官連携の中核的機関としまして 今

いろいろ共同研究等をやっているところでござ

います。この中で地域結集型事業とか都市エリ

ア事業、こういう中で特許が生まれてきており

ますが、今の段階で基礎研究が大体進んでおる

ところであります。今後、商品化に向けた形で

県内の農産物等を生かしたようなバイオとか、

そういう面の産業を振興していく上で重要と考

えておりますが、実際商品化されたものは、エ

、 、マルション技術とか 農業分野でシロニガウリ

こういうのを商品化されたもの、それから実用

化されたものが数件ということであります。ま

だ今から伸ばしていきたいという分野でござい

ます。

平成12年に合体しましたよね。そ○坂元委員
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れまでの部分もあるでしょう。がん予防の食の

何とかを開発しているとか、その成果が出るか

どうかわかりませんが、つまり、今までいろい

ろ金を入れてきた、問題は県内産業にどれだけ

経済効果を及ぼしたかというのをつかんでませ

んか。例えばこの分野でこれだけ売り上げを上

げているんですよ だから税金なんてほんの微々、

たるもんですよというぐらいの例えば特許料が

年間に何ぼ入ってくるとか。

経済効果というのはま○矢野新産業支援課長

だそんなに出ていないんですが、商品化した先

ほどの２件も含めまして、今のところ12件、財

団から発したものはあります。さっきのは結集

型の２件ですけれども。これで売上高が３

億8,500万、それから国等の研究成果、開発試験

で６件、６億3,300万であります。あと、ベン

チャー企業が今のところ３社設立されていると

ころです。今、緒についた段階でありまして、

これから伸びていくものと期待しているところ

であります。

平成12年に合体する前からずっと○坂元委員

あるわけですよね。技術情報センターとかずっ

とあるわけだから、かなりの技術蓄積というの

があって、それで県内で相当数の企業が起きて

いるというような成果があるかどうかを今聞い

ているわけですよ。県内にまだ埋もれている製

品もいっぱいあるわけですね、アイデア商品で

も何でも。しかし、官がこれだけかんでも企業

として生まれ変わることができない、はっきり

言えば明確な効果がないということですよね。

例えば、建設業者の新分野進出支援を行ったと

いうことが書いてありますが、何社ぐらい、ど

の分野に行ったか。

、○矢野新産業支援課長 建設業につきましては

出張相談窓口の開設、セミナー開催、建設業の

経営革新プランの策定、それから経営基盤強化

対策基金ということで事業をやっております。

何社、どの分野に進出したか。○坂元委員

実績ですが、今のとこ○矢野新産業支援課長

ろ数字的には14社挙がっております。多数の建

設業者がおりますけれども、新分野進出で財団

が把握している事例は14社挙げております。

どこに。○坂元委員

田野町の建設業者さん○矢野新産業支援課長

が農業分野に進出、宮崎の建設業者さんがデイ

サービス業、都城の高城町の建設業者さんが農

業、五ヶ瀬町の建設業者さんが農業、都城の建

設業者さんがレストラン経営 これが17年度 18、 、

年度で15社ですが、16年度以前は９社ございま

して、宮崎市の建設業者さんがデイサービス事

業、日向市の建設事業者さんが農業、都城市の

建設業者さんが有料老人ホームを開設されたと

ころです。都城がもう一つ、福祉用品のレンタ

ル業、北浦町の建設業者さんが農業、日向市の

建設業者さん、御存じかもしれませんが、焼酎

製造を開始されたところでございます。それか

ら、同じく日向市の建設業者さんが土地改良材

の販売、宮崎市があと２つ、環境リサイクルの

舗装材、ミネラルウオーターの分野に進出した

事例があります。

建設業を廃業しようと、そしてほ○坂元委員

かの業種に転業しようと、支援財団に行けば何

をしてくれるの。

相談事業の中でいろん○矢野新産業支援課長

な提案を持ってきます。去年は124社、建設業の

、免許を持った方が相談事業に来られていますが

そこにコーディネーターの方がそれを担当され

て、いろんな経営のノウハウとか、それから調

査も行ったり、現地に行きまして、そこでノウ

ハウをいろいろ指導するとかいうことをやって
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います。新産業支援課にもいろいろ相談事業が

来ますけれども、財団と一緒になってやってい

。 、るところでございます 事例を１つ挙げますと

高千穂あたりからも１つ、今週ありましたけれ

ども、そこには地元の商工会と産業支援財団の

担当が行きまして、その事業者さんの構想をい

ろいろお伺いしながら、そこで新分野進出をす

るときの組み立て方を指導したところでござい

ます。その後、またコーディネーターが行きま

して、専門的なノウハウの指導をやったところ

でございます。また、私も地元に行きまして、

そういうお話を聞いたりして、協力機関との連

携の仕方とか、そういうところをやったりして

いるところでございます。こういうぐあいに、

窓口で聞いて、こうしなさいと言うよりも、む

、 、しろ今 現地まで出かけていって指導するとか

。そういうことでやっているところでございます

恐らく1,800から2,000社ぐらいは○坂元委員

つぶれるだろうと。支援財団はその建設業者の

駆け込み寺となり得るのか。

財団としましては、建○矢野新産業支援課長

設業者関連につきましては、３つの段階が考え

られると思います。まず、倒産をされた方につ

いてどうするか、それと、倒産をしかかってい

る人をどう助けるか、これは金融の問題であり

ます。それから、経営危機に陥る前に新しい分

野に取り組む方、むしろ、その経営危機に入る

前に新しい分野に入る方法等、こういうのを中

心に考えているところであります。その３つの

段階につきましては、財団一つではなくて、県

庁全体でそういう取り組みはしていかなくては

ならないと考えております。また、今後、夏以

降にそういう建設業者さんの厳しい局面が出て

くるんじゃないかということは私どもいろいろ

想定しておりまして、この議会終了後になりま

すけれども、ほかの県の構造不況とか、そうい

う事例等も含めて調査して、いろんな施策を考

えたいと思っております。以上です。

それから、地鶏ですが、ＤＮＡ鑑○坂元委員

定はやっているんですか。

やっているかどうか○工藤地域産業振興課長

は調べておりません。

あなたたちは聞き取り調査は業者○坂元委員

の言い分を聞いているだけだから、ただ農政水

産部の畜産課に行って、ＤＮＡ鑑定をちゃんと

やって、県内のものか県外のものかとかきちっ

とやるという考えはないんですか。

みやざき地頭鶏の場○工藤地域産業振興課長

合は完璧に協議会通しで来ていますので、調べ

。る必要はないんじゃないかなと思っております

商工観光労働部所管の中に工業技○坂元委員

術センターがあるけれども、例えば、炭火焼き

の炭、これは炭なのか、すすなのか、わかりま

すか。

よくわからないんで○工藤地域産業振興課長

すけど、私も炭火焼きをイベントなんかでやっ

たことはあるんですが、多分、あれは焦げて黒

くなると思います。

ならば、すすなんですか。○坂元委員

そこまでは専門家○工藤地域産業振興課長

じゃないんで、わかりません。

油が落ちて煙が出る、だから、す○坂元委員

すがつくわけでしょう。つまり、地鶏というの

は油が余りないわけですよね。だから、万遍な

くああやってすすがつくということはないわけ

よ。そこ辺、ちょっと調べたらどうですか。す

すなのか、炭なのかということで。

炭火で焼いています○工藤地域産業振興課長

ので、炭の色がつくということは考えられない

んで、要するにすすだと思います。それで、色
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が余り黒くないのもありますし、黒いのもある

んで、それはテクニックで焦がしていると思い

ます。

炭火焼きをつくっている工場を見○坂元委員

たことがありますか。

まだ工場は見ており○工藤地域産業振興課長

ませんが 工場の施設は どういうことでつくっ、 、

ているかというのは聞きました。

地鶏の現場は見たことがあります○坂元委員

か。

地鶏をつくっている○工藤地域産業振興課長

。メーカーの工場に行ったことはまだありません

飼養している現場は見たことがあ○坂元委員

りますか。

それは見学させてい○工藤地域産業振興課長

ただきました。自分ちでも昔、庭で飼っていま

したので。

一ツ葉のところに宮崎中央市場が○坂元委員

あるんですね。あそこに電話すると廃鶏の細切

れをいっぱい売ってくれます 何十キロでも売っ。

。 。てくれる それをイベントで炭火焼きするのよ

そのかわり廃鶏で油はほとんどないから、すす

は出ないよ。だけど、味の素をまぜるわけよ。

そうしたら本当に地鶏の味になるわけよ。例え

ば、ニシタチの「丸万 、あれは地鶏だと思いま」

すか。

それはわかりません○工藤地域産業振興課長

けど、私も自分ちで廃鶏に味をつけて食べてい

ますので、そのつくり方はわかります。

ほかにありませんか。○横田委員長

ちょっと考え方だけ教えてくださ○濵砂委員

い。貸借対照表と財産目録の見方なんですが、

宮崎県産業支援財団のほうが金額が大きいから

こっちで教えてください。というのが、流動資

産合計が29億9,000万 流動負債合計が27億7,900、

万、この中で正味財産増減計算書と財産目録、

財産目録の中の現金預金が18億2,300万あります

よね。固定資産のうち特定資産（基金等）が15

億5,664万2,615円。左の正味財産増減計算書の

中の基金運用益が260万円、これは、特定資産の

運用益が260万円上がったということなんですか

ね。

。○矢野新産業支援課長 お見込みのとおりです

現金預金が18億2,303万8,245円あ○濵砂委員

りますが、流動負債の中に短期借入金が21

億1,500万円発生をしております。これは、事業

年度が３月31日の決算内容でしょうから、この

因果関係というのは 21億1,500万円と18億2,300、

万円の差額がここに残っていいというのではな

いんですか。

それから、もう一つなんですが、長期借入金

の借入金利息、これはどこに出ているんですか

ね。

財産目録の短期借入金○矢野新産業支援課長

が21億ありますけれども、このうちの20億は年

度末に県に返すために、一回銀行から借りて、

それから年度初めに銀行にまた返すもので、非

常に短期であります。そういう超短期間でやっ

ておりまして、その分を含んでおります。21

億1,500万につきましては、今、申し上げた中小

企業等の支援ファンドの20億円と新事業の支援

ファンドが１億、それと国の清算払いの事業対

応のための運転資金の借り入れを短期でやって

おりまして、すぐまた１日で返してしまうよう

なものであります。ですから、ここに上げてい

るのはそういう金額であります。

だから言っているんですが、一回○濵砂委員

ゼロにしてしまって、翌月にまたもとに戻すと

いうものであれば ３月31日現在で現金預金が18、

億も残さなくていいんじゃないかということな
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んですよ。預金利息が幾らの収入になっている

かわからないんですが、短期借入金利息、それ

ぞれ幾らになっていますか。わからなけりゃい

いですが、短期はそう差額は出ないだろうと思

うんですよ。借入金利息も短期利息なら、何日

かの問題であれば大して多くはないだろうと、

繰り入れでしょうから。

ところが、長期借入金の30億円と基金等の15

億円、その他の固定資産というのはそれぞれで

しょうから、ここ辺になると年間で260万円しか

基金運用益は出ていないのに、長期借入金が30

億円発生しているというのは、長期借入金利息

と基金運用益との差額がどのぐらい出ているの

かと思ったもんですから、わかっていれば教え

てください。

31ページの財産目録、現○古賀経営金融課長

金預金18億2,300万でございますけれども、この

大半が設備の貸与関係の現金預金でございまし

て、県に償還する分、もしくは、契約をしたけ

れども、業者のほうに設備代金をまだ支払って

いない分というのがございますので、大半はそ

ういった使途が決まっている金でございます。

考え方なんですが、そういう決算○濵砂委員

をされているんですね。一回ゼロに戻して、ま

た翌日もとに戻すという分じゃないんですね。

そのまま継続でいくと。企業会計はこうじゃな

いもんですからね。

それはわかりましたが、長期借入金と基金の

関係。

長期借入金の大半も貸与○古賀経営金融課長

関係、県から貸し付けている金が24億6,153

万3,000円ございます。そのほかに、中小公庫か

ら設備代金の一部といたしまして３億1,947

万3,000円ございます。これにつきましては、設

備を一たん、財団のほうで買いまして、そして

企業さんのほうから割賦もしくはリース損料と

いう格好で返していただくという格好になりま

す。

考え方はわかるんですが、長期借○濵砂委員

入金の期間というのは、一般的には１年以上で

すよね。長期借入金の負担分、負担していなけ

ればいいんです。ここに出ていないもんですか

ら負担していないのかなと思ったんですよ。借

入金利息がゼロであればこれでいいと思うんで

すが、基金の運用益が年間に260万円出ています

ので、しかし、長期借入金利息は幾らになって

いるんですかという話なんです。長期借入金利

息のほうが260万を上回っておるとすれば、ここ

の因果関係をちゃんと証明をすべきかなという

考えなんですが、どうでしょうか。

まず、基金の20億円、こ○古賀経営金融課長

れはファンドでございますけれども、これにつ

いては 県から無利子で貸し付けて そしてファ、 、

ンドから投資組合のほうに出しているというも

のでございます。ですから、これはファンド事

業だけで独立した会計をつくっております。そ

して、貸与事業につきましても、同様に、独立

した会計をつくっておりまして、借り入れた金

につきましては、設備を買いまして、そして設

、備代金に無利子の貸付金もございますけれども

利息をいただきながら事業収入という形でそれ

ぞれ中小企業の方から返していただきます。そ

して、返してきた中から金利と元金をそれぞれ

返していくという制度です。ですから、別々に

貸与事業は貸与事業というので独立した格好で

やっております。

長くなるからあれなんですが、そ○濵砂委員

ういう話じゃないんです。長期借入金の利息が

発生しているのかしていないのかなんですよ。

発生しているものと発生○古賀経営金融課長
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していないものとございます。発生しているも

のは、貸与事業の場合は、国の貸与事業と県の

貸与事業と２つございます。国の貸与事業につ

いては無利息です。県単の貸与事業というのが

ございますけれども、これは0.01％取っていま

す。ほとんど無利子に近いです。それと、中小

公庫から借り入れている金がございます。これ

については中小公庫に利息を払っています。

だから、260万円と長期借入金の利○濵砂委員

息の差額はどうなっているんですかということ

なんです。長くなるから後から資料があったら

教えてください。

基金は特別会計、いろ○矢野新産業支援課長

いろ分かれておりますので、午後にちょっと整

理させていただきます。

確認なんですが、これは転貸なん○濵砂委員

ですか。国から県が借りて、県がここに出資し

ている、あるいは県の基金からここに転貸して

いるということなんですか。

20億円については県の一○古賀経営金融課長

般会計です。

それなら、県の借入金が9,000億も○濵砂委員

発生をしていますよね。結局はそこと因果関係

が出てくるわけです。だから、私もこういうの

を今までずっと見ておったんですけど、こうい

う発言をしたことはなかったんですが、非常に

枯渇している状態の中で、支援財団等に県から

も転貸を回しているというのが本当の基金運用

の中でずっとほかのものにも回っているんだろ

うと思うんですよ。こういうものが実際に県の

財政を圧迫させてなければいいんですが、20億

もという金額は相当な金額ですから、ここはど

うなっているのかなというのがちょっとわから

なかったもんですから。また詳しく教えてくだ

さい。

基金運用益の260万に○工藤地域産業振興課長

つきましては……。

運用益はわかっているんですよ。○濵砂委員

借入金の負担額が出てきていないからわからな

いというんです。運用益は出ていますから、わ

かっています。

これは５億円の中心○工藤地域産業振興課長

市街地活性化基金でございます。

ファンドの20億円、これ○古賀経営金融課長

は確かに、一般会計のほうから出ているわけで

ございますけれども 投資組合 ベンチャーキャ、 、

ピタルを通じて、県内の企業に社債もしくは株

式という格好で今、投資をさせていただいてお

ります。期間が平成26年までということになっ

ておりまして、そのときに利息が返ってくる、

もしくは株式上場すればキャピタルゲインが得

られるというような格好にもございますので、

今の時点ではちょっと判断はできないのかと。

一応、投資としてそういった格好で使わせてい

ただいているということです。

後から教えてください。○濵砂委員

それでは、午後からでもお願い○横田委員長

します。

矢野課長、26ページ、専門家派遣○萩原委員

事業というのがありますよね 「中小企業者等が。

抱える課題解決のため、専門家の派遣 、これは」

具体的にはどんなことをやっているんですか。

これは、中小企業等の○矢野新産業支援課長

いろんな課題がありますけれども、経営課題や

技術とか、そういう専門家とか企業ＯＢが148名

、 、登録しておりまして 企業のほうにお伺いして

技術の相談とか、そういうものを行うものでご

ざいます。派遣件数が18年度は53件、その前の

、 。 、年が156件 16年度が209件であります これは

主にＩＳＯ取得のコンサルティングとか、異物
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混入の鑑定、再発防止支援、それから、財団に

コーディネーターが別におりますけれども、こ

のコーディネーターで対応できない専門的な技

術とかを企業にお伺いして指導するものであり

ます。

企業の皆さんからたまには感謝の○萩原委員

言葉はあるんですか 「おかげさまで助かりまし。

たが」とか。

感謝については、直接○矢野新産業支援課長

は私どもは聞いておりませんけれども、ＩＳＯ

取得等については、数字は持っていませんけれ

ども、指導をよくしているということで聞いて

おります。

先ほど、坂元委員からもありまし○萩原委員

たが、建設業の新分野への移動というか、スタ

ンスの変え方ですよね、都城の件も何件かおっ

しゃいましたけど、建設業はほとんど特Ａとか

Ａクラスの一番力のある建設業なんですよ。余

裕があるから農業分野だとか福祉とかの分野に

行けるんですよ。ところが、その下のランクの

人たち、いわゆるやむなく倒産だとか、廃業と

か 廃業できればいいほうなんですよ、今、―

建設業は。あなたに言ったってしようがないけ

れども、廃業しようにも負債を多く抱えている

からできないわけですよ。新産業の機構で駆け

込み寺とは言わんけれども、そういうものの体

。制をつくってみようかという話はないんですか

これは財団だけという○矢野新産業支援課長

わけにはいかないと思っております。新分野に

進出するとか、そういう事業についての支援は

できると思いますが、今の問題は県庁全体で取

り組むべきものと認識しております。私どもも

中小零細、それ以外の中堅クラスも厳しい状況

に陥るんじゃないかというようなことも実際、

企業の方から聞いておりますので、やはりこう

いう構造的な問題については、県全体で取り組

んでいかなくちゃいけないと思っています。以

上です。

建設業から言えば新しいところは○萩原委員

新分野なんですよね。既存の業界からいうと新

しい参入者になるわけですよね。意味はわかり

ますか。だから、その分野の人たちが非常に不

満を言っていることも実際なんですよ。その辺

も十分理解しながら対応してもらわなきゃいか

んなというふうに思います。それはもう返事は

要りません。

それから、27ページの「受発注情報等収集提

供事業 、取引のあっせん等を実施していると、」

具体的にはどんなことをするわけですか。

これは、受注を希望○工藤地域産業振興課長

する企業と発注をする企業がありまして、その

間の仲立ちをしているということです。

商取引ですからね。仲立ちは最近○萩原委員

少なくなったんですわね。全くノーマージンで

すか。

これは事業として○工藤地域産業振興課長

やっていますので、無料で地場企業の振興のた

めにやっております。

それで非常に大きな成果を得られ○萩原委員

た例がたくさんありますか。

この１年間であっせ○工藤地域産業振興課長

ん件数が441件なんですけど、このうち成立が50

件ありまして、県外に発注したものが33件、県

内が17件ということになっております。

同じく、27ページの「中心市街地○萩原委員

商業活性化基金事業 、街づくり機関が行う活性」

化事業の助成ですが、こういうことを財団法人

宮崎県産業支援財団がやらなきゃいけない仕事

なんですか、どうなんですか。

これは基金事業であ○工藤地域産業振興課長
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りまして、基金を運用してもらわなきゃいけな

いということで、ずっと財団になる前からお願

いしております。

本来、商店街の活性化のためにや○萩原委員

る主管課はどこですか。

地域産業振興課でご○工藤地域産業振興課長

ざいます。

それでは、具体的に事例を挙げて○萩原委員

いただくとありがたいんですけど、どんなこと

に対して助成していったんですか。

昨年は、宮崎商工会○工藤地域産業振興課長

議所と川南町商工会のほうに助成しまして、宮

崎商工会議所は、橘通りを含む中心商店街の駐

車場のシステム、要するに有料駐車場がたくさ

んありますから、それを利用したときに、買い

物をされた商店が駐車料金をどういうふうにし

て負担していくかというのを１つ、川南町商工

会は 「軽トラ市」というのをやっているんだそ、

うですけど、それのイベントの費用として助成

しております。

そしたら課長、各市町村もこうい○萩原委員

う事業をやっていると思うんですよね。県のこ

ういう事業に乗っけてもらおうと思ったら、市

役所の商工振興課を経由してやらなきゃいけな

いのか、あるいは商工会議所が窓口なのか、あ

るいはそれぞれの商店街の皆さん方、振興組合

やら、通り会やらたくさんありますよね、個人

ではだめ、法人でなければ、例えば、商店街振

興組合の組織がなきゃいけないのか、そういう

のは各市町村には関係なく直接あなたの課のと

ころに行けば話には乗ってくれるのか、その辺

はどうなんですか。

商店街の活性化事業○工藤地域産業振興課長

はいろんな窓口があって、皆さん、混乱してい

ると思います。県が直接やるというのもありま

すし、国がまた直接やる、商工会議所を通して

やる、同じように、ここにあります支援財団を

通してやるということなんで、まず一義的には

私らはこういう文書は地元の市役所とか市町村

役場の商工担当のほうに回しております。

そのほか、ありませんか。○横田委員長

、 、○水間委員 中心市街地の今の問題ですが 今

商工会議所は県内に幾つあるんですか。

９つだと思います。○古賀経営金融課長

思うですか。○水間委員

高鍋が商工会議所でござ○古賀経営金融課長

います。

28ページ、商工会議所への委託に○水間委員

よりフロンティアサポート事業を実施（１商工

会議所273万 、ほとんどこの９商工会議所にこ）

のような状況で出ているんですかね。

また、フロンティアサポート事業とはどんな

事業なのか御説明いただきたいんですが。

この事業は昨年で終○工藤地域産業振興課長

わった事業で、ここの１事業所というのは宮崎

商工会議所のことで、アゲインビルの２階で参

加候補地に対して実験店舗を一般の人からやっ

てもらったというような事業でございます。

19年度の事業になかったから、あ○水間委員

あと思ったら、このことがアゲインビルの問題

だったんですか。

別の事業があるんで○工藤地域産業振興課長

すけど、これはまだ補正予算前ということで載

せておりません。

先ほどもちょっと質問に出たんで○水間委員

すが、中小企業の支援ファンド、20億の６件、

このことについては今、どうなんでしょう。も

うちょっと詳しく説明いただけませんか。

この支援ファンドは平○古賀経営金融課長

成15年に組成をしたものでございまして、県か
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ら20億円、そして県内の銀行、宮崎銀行が３億

円、宮崎太陽銀行が２億円、そしてそれぞれの

銀行がつくっておりますベンチャーキャピタル

というのがそれぞれ100万円出しまして 25億200、

万の資金を組成いたしまして、これからそれぞ

れの銀行が設立しております投資ファンドを通

じて県内の企業に投資を行っております。具体

、 、 、的に申し上げますと 青島リゾート 多田産業

これは現在西都にございますけれども、剣道具

の製造をやっております。それと日米商会、ス

カイネットアジア航空、イチマル産業、これは

門川でございます。そして宮崎交通に、合計22

億2,000万の投資を行っております。

投資をする期間と申しますのが10年間の期間

で、新たに投資をするのは、投資してある一定

の期間が必要ということで、18年９月までが投

資をする期間ということにしておりますので、

この22億2,000万円での投資でずっと今後いく

と。この投資期間といたしましては、宮崎県中

小企業等支援ファンド投資事業有限責任組合と

いうのをつくっておりまして、存続期間といた

しましては、私、先ほど平成26年と申し上げま

したけれども、平成25年９月３日までというこ

とでございます。以上です。

そのファンド投資をしたところで○水間委員

。業績が悪いとかいうようなことはありませんか

もともと投資をしました○古賀経営金融課長

６社と申しますのが、御存じのとおり、状況が

悪いというところで投資をさせていただいたわ

けでございますが、昨年度の決算、例えば宮交

とかＳＮＡについては報道等にあるとおりで、

随分よくなってきております。また、報道され

なかったところにつきましても、以前の決算に

比べれば好転をしているという状況です。さら

に、４月以降の業況を見ましても、確実に回復

傾向をたどっているというふうに判断しており

ます。

それと、32ページ 「地域結集型共○水間委員 、

同研究事業 、食の機能を中心としたがん予防基」

盤技術創出ということですが、これは18年度も

出ていますよね。食の機能とは「食」だけです

か 「産学官が結集して食の機能を中心としたが。

ん予防機能基盤技術創出」ということですけれ

ども、ちょっと説明してください。

この事業は、平成15年○矢野新産業支援課長

１月から20年12月までの５年間の事業で、研究

テーマは食の機能を中心とした予防基盤技術創

出ということですが、宮崎県の農産物、宮崎県

にあってよそに余りないものとか、そういう宮

崎県の特産物の中からウイルス発がんの予防・

治療法の創出とか、それから食の機能性活用の

ための基盤技術の創出ということであります。

お聞きと思いますけど、ブルーベリーとか、い

ろいろ種類はありますけれども、宮崎県でとれ

るブルーベリーから新しい機能性を見つけよう

というものでございます。中心は白血病とか肝

臓がん関連、これらについて今、特に研究をし

ているところであります。

今のがんの予防対策、県立宮崎病○水間委員

院にがんセンターができましよね。そういう皆

さん方とも連携してやっておられるんですか。

そんなことはないんですか。

今のところはまだ直接○矢野新産業支援課長

的な人間に対する効果とか、まだ行き着いてお

りません。宮崎大学の医学部、京都府立大学と

か京都大学の医学部、岡山大学、鹿児島大学、

県内の企業とか一緒になって今、研究段階で、

試験管の段階、それから、マウスでそういう研

究をしている基礎段階であります。この事業で

商品化されたというのは、農業部門で抗酸化活
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、性の機能を持っているシロニガウリの開発とか

エマルション技術の開発とか、農業、工業、あ

るいは食品産業、医学も含めた形で新しい産業

を興していこうということで今、継続して研究

を進めているところであります。

すみません。今、特許出願してい○水間委員

、 。る13件について また資料でいただけませんか

。○矢野新産業支援課長 午後お持ちいたします

ほかにありませんか。○横田委員長

今、あそこに水間委員と濵砂委員○蓬原委員

が並んでいらっしゃいますけど、前、私、１回

質問したことがあるんだけど、胃がんが全国一

少ないのが小林市、西都もたしか少ないという

ようなのがあって、その原因について何かある

のかというようなことを福祉保健部に質問した

ことがあったんですよ 「ＡＥＲＡ」に載ってっ。

ていまして、全国の統計がずっと病気別に載っ

ていて、なぜか小林市は胃がんが少ないと、あ

そこは水がいいからかなとひとりで思ったこと

があるんですが。そういう基礎的研究をするん

であればそういうことも参考にと思ったんで参

考までに言いました。

さっきのファンドですが、スカイネット、あ

のときもたしか古賀課長が何かで、部長が中馬

部長で、これをつくるときに私も一般質問をし

て、もしかするとスカイネットへの投入を目的

にやるんじゃないかと言って、当時、山口議員

もおりまして、彼のほうが先に登壇してこの質

問をしたことがありました。そうじゃないよと

いうことで、かなりの事前答弁をいただきまし

たが、これ、スカイネットに幾ら投入されたん

ですか。

スカイネットには投資額○古賀経営金融課長

が２億円でございます。

ということは、最初の８億円を入○蓬原委員

れると、結果としては、県費が入ったのがトー

タルで10億円というふうに理解していいという

ことですね。わかりました。

産業技術振興協会の件でちょっと○武井委員

お伺いしたいんですが、これ、見てみますと、

実質的には協会というのは機械技術センターと

いうのの運営というのがほとんどの業務のよう

なんですが、１つはまず確認なんですが、これ

が財団を組まねばならない理由というか、実質

的には技術センターがあれば事足るんじゃない

かと思うんですが、これが財団である一番の理

由というのはどういうところにあるんですか。

54年の設立当時にいろ○矢野新産業支援課長

いろ協議したんですが、県の機関で機械技術セ

ンターということになっておりますが、それを

直接運営するか、委託するかという協議が当時

なされまして、結果的には協会をつくっていた

だいて、それで運営していくという方針で決め

られた経緯があります。

県のＯＢ職員１名、常務理事兼所○武井委員

長さんというのがいらっしゃるわけなんですけ

れども、この方というのは県を定年退職をして

こちらのほうにいらっしゃるということでしょ

うか。

県ＯＢ職員は、３月ま○矢野新産業支援課長

で食品開発センターの所長をされていた方であ

ります その前任者は やはり工業技術センター。 、

の所長、それから財団の常務理事を経てこちら

のセンターの所長になられた方であります。そ

れと、派遣職員は現役の職員を今、１名、派遣

しているところであります。

今、蓬原委員からもこれを入れて○武井委員

いただいたところだったんですが、この方とい

うのは特別な何か資格を持っているとか、志望

、 、があるとか今 ちょっとお話を伺ったんですが
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そういう方なのか、それとも県の技術系の職員

でいらっしゃったのか。

ここのセンターの所長○矢野新産業支援課長

には技術系の方を多く派遣しておりますが、途

中、事務系の方もＯＢとして所長になられた経

緯もあります。この辺は、できれば私どももこ

ういう技術系の人が定着するようにしていただ

きたいとは思っているんですが、組織上の問題

もいろいろありますので、何とも言えないんで

すけれども、この方は、食品開発、焼酎の酵母

の研究とか、いろんな技術系の方であります。

規模的に見ますと、職員の方、理○武井委員

事さんとかは別として、実質的にこのセンター

はこの５人程度で運営されているということな

んですが、こういうところであれば、例えば、

、 、これを県が直轄して 財団という形をとらずに

県のほうの本課の課長さんあたりが兼務してこ

のセンターを運営するというようなことという

のはできないものなんでしょうか。

これは、18年度から指○矢野新産業支援課長

。定管理者制度で３年間の約束で今やっています

今のところ、それなりの効果とかコスト的には

成功していると思っておりますが、将来、ここ

をどうするかということについては、今、部内

でも議論はしております。ただ、その中で、延

岡地域はいろんなすばらしい技術を持った企業

さんが集積しておりますので、ここの存在意義

。というのは高いんじゃないかと思っております

この辺につきましては、県庁だけでなくて、地

元の市町を含めてよく協議しながら、次のこと

は考えていきたいと思っております。

存在意義については非常に高く評○武井委員

価できると思いますので、ぜひ御検討をお願い

したいと思います。

続いて 一番最後にありました フラワーフェ、 「

スタ」の件について御質問申し上げたいと思い

ます。概要等についてはここに書いてあるとお

り、私も以前から担当者でこういう仕事をして

いましたので、概要等についてはよくわかって

おりますが、実際にこれによって特に県外客、

例えばツアーでありますとか またはこれによっ、

て宿泊に結びついたであるとか、実際にこれを

やることで県外客の数であるとか経済効果とい

うのはどれぐらいあったのかということについ

てお伺いをしたいと思います。

ここに挙げており○橋口観光・リゾート課長

ますけど、82万7,000人というのは、県外者、県

内者というのを１人ずつ聞くわけにもいきませ

んので、そういったものは数字のデータとして

は持っておりません。ただ、一方で県内の宿泊

者数でございますけれども、ことしのフェスタ

の始まりました３月、４月の状況を見てみます

と、これはあくまでも限定でございますが、宮

崎市内のホテル旅館、２０社を調べてみたとこ

ろが、３月が11万6,000人ということで、前年よ

り1.4％の増、４月が９万4,000人というふうな

ことで、これが16.3％の増と、５月はまだデー

タがそろっておりませんけど、そういったこと

で、県外からのツアーの誘客といいますか、そ

ういったものに結びついているんじゃないかと

いうふうに考えております。これについては、

ちょうどこの時期に別途 ぽかぽか！宮崎 キャ「 」

ンペーンという春のキャンペーン、いろんな旅

行会社等とも提携して実施しておりますので、

そういったことで誘客は図られているんではな

いかと、一定の効果をもたらしているんではな

いかというふうに考えております。

ありがとうございました。その中○武井委員

で、これは県庁のツアーなんかでもわかると思

いますので、数字があると思うんですが、いわ
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ゆる団体のツアーでフラワーフェスタを組み込

んで「こどものくに」に来た団体の数みたいな

ものというのは ある程度把握されていらっしゃ、

いますでしょうか。

ツアーも県庁見学○橋口観光・リゾート課長

ツアー、これまで19社、大体3,000人ぐらいを案

内しているわけですけれども、これで具体的に

どのルートを行っているかというのは、詳細に

は今の時点では把握しておりません。

例えば、旅行のツアーの九州２日○武井委員

間とか３日間とかある中で、フラワーフェスタ

見学みたいなのが入っているものというのは必

ずありますから、その辺はクーポン券とかで把

握はできると思いますので、ぜひ、教えていた

だければと思います。

フラワーフェスタ関係でもう１点だけお伺い

したいのは 「花の女王」についてなんですけれ、

ども ここには出ていませんけれども フラワー、 、

フェスタをメーンにして「花の女王」を３名で

すか、例年募集をしてやっているんですけれど

も、以前は非常に華々しくデビューもしてやっ

ていたんですけれども、最近、存在感といいま

すか、価値というものが非常に低下をしている

のではないかと思うんですが、実際に今、年間

でフラワーフェスタを含め、どれぐらいの方々

が稼動しているといいますか、状況等があれば

大体で結構なんですけれども、教えていただけ

ればと思います。

今 ３名の方に 花○橋口観光・リゾート課長 、 「

の女王」になっていただいておりまして、その

方に土曜日とか日曜日とかにフラワーフェスタ

の９会場と言っておりますけれども、そういう

ところでいろいろとイベントに参加していただ

いて、まさにイベントに花を添えていただくと

いうふうなことで、そういう意味では大きな効

果といいますか、皆さん方からその地域に行っ

ていただいて、親しく、身近にいろいろと接し

ていただいて交流を深めていただいているとい

うふうに受けとめているところでございます。

ただ、数字についてはちょっと……。

基本的にはフラワーフェスタの時○武井委員

期以外の時期に、数字とかは結構ですけど、主

に例えばこういうところに行っているとか、例

えばこういう地域でこういうものに参加してい

るとか、そういう事例があれば教えていただき

たいんですが。

いろんな活動が一○橋口観光・リゾート課長

番盛んになりますのはフラワーフェスタの時期

でございますけれども、そのほかに、県内、県

外問わず、県外でも観光なり物産のイベントを

やったりするときに花の女王に出ていただくと

いうふうなことでございます。フラワーフェス

タのほうでは毎日やっておりますが、フラワー

フェスタ外では、イベントで、例えば、秋もい

ろいろと花の時期がございますので、そういっ

たところで「フラワーラリー」ということで、

そこにまた出ていただくとか、あるいは県外、

大都市での物産展なんかをやることが多いわけ

、 、でございますが そこにまた出席していただく

そういったことでいろいろと活動をしていただ

いているところでございます。

最後にしますが、後でも結構です○武井委員

、 、 、ので 一応 １年間こういう活動をしていたと

１年契約のはずですので、教えていただきたい

と思います。非常に花を添えるものですから、

ぜひ、また県のさまざまなイベント、商工観光

労働部以外のところでも積極的に、県の一つの

知事と並ぶ宣伝マンとして、ある以上はぜひ活

用をしていただくようにお願いをしたいと思い

ます。以上でございます。
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機械技術振興協会ですが、３年前○蓬原委員

に監査に行ったときにいろいろ話を聞いたんで

すけれども、将来を見据えて、旭化成依存から

。の脱却を図っているんだという話がありました

これは今も話がありましたけど、協会の存在意

義にもかかわる問題だと思うんですが、それだ

けいろんな加工技術だとか上げることで県外か

らの受注をふやすということですよね。そうい

うことになると思うんですが、今、そのあたり

の旭化成に対する依存率、あるいは外に対する

依存率の変化の度合いというか、今、幾らあっ

て、これがどのように推移してきているかとい

うことを数字としてお知らせいただくとありが

たいなと思います。その傾向が出ているんじゃ

ないかというふうに思っています。午後からで

も結構でございます。

県北の機械金属工業で○矢野新産業支援課長

すけれども、中核企業の旭化成のメンテナンス

業ということで発展してきて、繊維工業中心で

ございました。その後、産業構造が変わったり

して、エレクトロニクスとか医薬品などに比重

が転換してきたところでございますけれども、

ここで下請をしていた機械金属工業でございま

すけれども、こういう対応が迫られてきている

ところであります。

延岡の一般機械業とか製造品出荷額等の推移

ですが、10年前の平成９年が146億円、５年前の

平成14年が185.4億円、平成17年が261.3億円と

いうことで変わってきております。機械技術セ

ンター、去年 「モノづくりセミナー」とかいろ、

いろやっていますが、私も参加させていただい

て、いろんな地元の企業さんとよく意見交換を

やっております。先ほどの延岡市が日向市やら

と組んでつくった産業振興ビジョンもその一環

でございますけれども、あと、取引振興で自動

車産業への進出とかの面についても議論して、

今、地域産業振興課のほうで工業会を中心とし

て、自動車産業の振興会とか取り組んでいただ

いているところでございます。

大体、内と外のパーセントの推移○蓬原委員

はわからんですね。どの程度、外にシフトした

か。昼からで結構です。

そしたら午後にお願いします。○横田委員長

それでは、12時が参りましたので、午後１時

に再開いたします。

暫時休憩いたします。

午後０時２分休憩

午後１時２分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

新産業支援課でござい○矢野新産業支援課長

ます。午前中、水間委員、蓬原委員、濵砂委員

からの宿題がありましたけれども、濵砂委員の

件につきましては最後のほうでお願いしたいと

思います。ちょっと資料収集に時間がかかりま

すので。

それで、順不同で申しわけございません。蓬

原委員のほうから先にさせていただきたいと思

います。旭化成の依存度についてでございます

けれども、これについては、県では特に依存度

の調査はしておりませんけれども、延岡の鐵工

団地のほうで調査をしたものがありまして、旭

化成の下請を主に担ってきた団地内の22社を調

査をしておりましたので、参考までに紹介させ

ていただきますけれども、それによりますと、

会員22社全体、18年度の売り上げに対する旭化

成関連の売上高の割合は、約36％で過去最低に

なっているということであります。昭和49年に

旭化成関連の売上高が約80％を占めていたとい

うことで、その後の産業構造の変化によりまし
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て、次第に縮小していったということでありま

す。以上でよろしいでしょうか。

水間委員の地域結集型共同研究事業ですが 18、

年度の特許出願が13あります。事業を開始して

以来 合計28件ございますけれども 18年度は13、 、

件特許出願をしております。出願した後に審査

請求とかの経緯を経まして特許権を得ることに

なりますけれども、今のところこの13件になっ

ております。この内容についてでございますけ

、 、 、れども ちょっとわかりにくいんですが ただ

秘密保持契約とか結んでいるところでありまし

て、なかなか内容を御紹介できない部分があり

ます。

、紹介できる分だけ説明させていただきますと

２番目のたんぱく質発現解析用示差ゲル電気泳

動法というのがありますが、これは肝臓がんの

新たな診断方法ということであります。

それから、３番目ですが、高スループット機

能性評価法プログラム及び装置とありますが、

これは、食品の機能性、例えば、たんぱく質等

について一つずつ調べておったんですが、これ

を複数一挙に機能性を測定できるというもので

あります。

それから、４番目ですが、天然の高イソフラ

ボンアグリコン含有大豆種子というのがありま

すが、これは、簡単に申し上げますと、大豆に

つきます虫でありますけれども、虫食いの大豆

のほうが虫が寄りつきやすいというか、そっち

のほうがイソフラボンという機能性が多いとい

う発見をしたということで、特許出願をしてい

るところでございます。

それから、その文字どおりでございますけ

ど、10番目のスノキ属の植物の育苗方法という

のは これは 新聞等で御存じのように ブルー、 、 、

ベリーの育苗方法であります。コストを安く収

穫するために、密植方法とか、刈り取り方法と

か、そういうものについての研究であります。

、 、 、それと 12番でございますけれども これは

物質を細胞内へ導入するために用いるエマル

ション及びそれを用いた物質導入方法というこ

とで、新たな遺伝子治療法ということでありま

すが、新聞等でもう御存じかもしれませんけれ

ども、細胞のほうにエマルションを、油になっ

、 、たものを 医薬品を抗がん剤等を油にくるんで

、それを細胞の中に入れる方法なんですけれども

これまで細胞の壁に当たったりしていろいろ副

作用が出てきておりました。しかし、今度の技

術は、傷めないで入れる方法ということであり

まして、新たな遺伝子治療法として画期的な特

許と考えております。

それで、結集型全体の話でございますけれど

も、全体の研究費は、人件費、事業費等も含め

て、国からの補助金13億を５年間でいただいて

。 、 、いるところであります 新産業支援課は 現在

企業誘致と地元の企業の事業拡大、それから次

世代の産業を育てるというような新事業創出と

いう３つの柱でありますけれども、結集型事業

とか都市エリア事業、これは新しい宮崎県の特

性を生かした事業を育てるための研究でありま

す。それを評価されて国のほうから13億の補助

金をもらうことになっておりますけれども、先

ほどちょっと申し上げたように、この研究は基

礎研究から、今から実用化とか商品化に向けて

の研究を進めていかなきゃなりません。ただ、

特許も28、出願はしておりますけれども、今後

まだ基礎段階から商品化に向けて、いろんな国

の事業等を取り入れながら、研究をしていかな

きゃならない段階ということで、これは10年先

とか20年先の次世代型の産業を生むための研究

ということでお願いいたします。以上です。
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午前の部で武井委○橋口観光・リゾート課長

員のほうから２点ほど御質問があったかと思い

ます。１つは、フラワーフェスタ会場への県外

団体ツアー等で見えた方の数というふうなこと

だったかと思いますけれども、県外からの団体

ツアーにつきましては、詳細には数字的に把握

できておりませんので、その数というのも把握

できないわけですけれども、フラワーフェスタ

期間中に実施されました県庁ツアー、こういっ

たのを見てみますと、フラワー会場９会場で出

しておりますけれども そこで集計したものが82、

万数千ということなんですけれども、その９会

場の中でのこどものくにとか、あるいはフロー

ランテみやざき、平和台公園、青島亜熱帯植物

園、生駒高原、こういった県内各地のところが

コースに組み込まれておりまして、そういった

ことで言いますと多くの方がやはりそのフェス

タ会場にも見えているんではないかというふう

に考えているところでございます。

ちなみに 県庁ツアーといいましても ４月23、 、

日から始まっておりますので、フェスタの期間

中で言いますと５月13日までだから20日ほどし

か重なっていないわけですけれども、例えば、

県庁ツアーの中での「こどものくに」というの

をはっきりとツアーのコースに入れているもの

を調べてみますと、４社で５回、これだけが合

計128名というふうなことになっております。

なお、先ほどからも申し上げておりますよう

に、県外客というのは推計でしか出しようがな

いわけですけれども、別途 「フラワーラリー」、

、 、という 皆さん方からラリーをしていただいて

そのラリーによって抽せんでいろいろと賞品な

、んかも当たるようにしているわけですけれども

その応募者数がトータルで4,940名ございます。

そこの中に県外から見えた方でフラワーラリー

で応募された方、これが461ということで、全体

の9.4％というふうなことでございます。それで

類推するとすれば、82万7,000人のうち大体10％

前後の方が見えているのかなというふうにもと

れるというふうなことでございます。これはあ

くまでも推計でございますけれども、そういっ

た状況でございます。

、県外団体ツアーの関係は以上でございますが

もう一点 「花の女王」の活用をということでご、

ざいましたけれども、昨年の「花の女王」の状

況を見てみますと、当然、フラワーフェスタの

、 、 、期間中は連日 いろんな形で 会場に行ったり

あるいはフラワーフェスタ会場以外のいろんな

協賛会場なんかにも手分けして行っているとい

うのはもちろんですけれども、そのほかにも、

それ以前からいろんなフラワーフェスタＰＲ用

の特別番組でマスコミに出ていただいたり、そ

ういった形でやっていただくとか、あるいは県

外、鹿児島にとか、あるいは大阪で「都市緑化

フェア」を昨年やっておりますけれども、そう

、いったところに行きましてＰＲ活動をするとか

そういったこともやりますし、それは春の場合

です。

また、秋になりますと、秋のラリーというの

を昨年実施いたしましたけれども、10月７日か

ら11月５日まで、これについてもさまざまな形

で酒泉の杜であるとか、のじりこぴあであると

か コスモス牧場とか そういったところをずっ、 、

と行っていただくというふうなこととあわせま

して、県外でのいろんなマスコミにも登場して

いただいて、いろいろ働きかけをやっていただ

くとか あるいは 九州デスティネーションキャ、 「

ンペーン とかいうのを中国地方 広島でもやっ」 、

ておりますけれども そういったところでもやっ、

ていただいたり、いろんな形でやっていただい
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ております。

さらには、昨年度の場合は、物産の観光をあ

わせてＰＲやっておりますけれども、彦根のイ

オン、あるいは東京・大阪の高島屋、それから

札幌東急、さらには、ことし２月に品川プリン

ス、これで宮崎のＰＲ、そういったことでいろ

いろとやっているところでございまして、今後

とも活用してまいりたいというふうに思ってお

ります。ちょっと長くなりましたけど、以上で

ございます。よろしくお願いします。

それでは、午前中に説明があっ○横田委員長

た分に対しての質疑はほかにありませんか。

特許出願をして、取得される○外山良治委員

までの年数は大体10年ぐらいかかるんですか。

物によると思いますが。

特許出願につきまして○矢野新産業支援課長

は、まず出願しまして、３年以内に特許を取得

します。その後、特許については20年まで有効

でありますけれども、後、延長する場合、５年

まで可能となっております。

取得した特許というのは幾つ○外山良治委員

あるんですか。

取得した特許は、件数○矢野新産業支援課長

的には特許権を取得したものについて16個、工

業技術センターが15、食品開発センターが１で

あります。これは商工関係の部だけでございま

す。別の農政部とかは把握しておりません。

パテント益の帰属はどこにな○外山良治委員

るんですか。

これは発明者が何人お○矢野新産業支援課長

るかということで変わってきます。大学と企業

と県の発明者がそれぞれで共同研究した場合に

は、その活躍というか、一生懸命やった部分だ

けの割合をつくりまして、それで分けます。権

利は県の発明者がやった分については県に入り

ます。

益は幾らあるんですか、16プ○外山良治委員

ラス１で。

18年度は169万5,000円○矢野新産業支援課長

でございます。

。○外山良治委員 投資額は幾らになるんですか

18年度は728万円の投資○矢野新産業支援課長

をしております。

収支、非常に合わないと思い○外山良治委員

ますが。

これは、事業者のほう○矢野新産業支援課長

で事業化していくということで、特許を利用し

たいとかいろいろありますけど、この中で特許

の手数料につきましては、国内が大体40万ぐら

い、海外やら取っていくと350万から1,000万を

超えるものもあります。そういうぐあいに費用

は高いんですが、出願して特許を取っているも

のからの歳入は少ないんですけれども、今、い

ろんな有望な発明発見があって特許を取ってお

りますので、将来に期待したいと思っておりま

す。

例えば、現在、出願をしてい○外山良治委員

ると、ところが、誤解をしてもらったら困りま

すよ、今の共同研究では、有望な、これを短期

間に研究すればすごい発明となるといったよう

場合、これは国の研究機関でやったほうが早い

と、人的な問題、投資的な問題、そういった振

り分けというのはだれが、どういうふうにする

んですか。

審査する場合にいろい○矢野新産業支援課長

ろ委員会等を設けて、専門家とか県庁内の担当

等が協議してやりますけれども、国に任せるか

どうかというのはちょっと。

私が申し上げたのは、人的な○外山良治委員

問題、投資の問題からすると、例えば、10年か
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かる、20年かかる、それよりも集中して共同研

究をして世に出したほうがすばらしい益が期待

できると、誤解してもらったら困りますよ、３

人でちょこちょこやっているよりも、国の研究

機関でやったほうがすばらしい研究成果があっ

て、企業というものができるといったことがあ

。 、 、ると思うんですよ そういった場合の 先ほど

特許料が200万入ります 700万投資しました 500、 、

万赤字ですと。では、この200万、700万で企業

が何社起きましたか。

今のところの実施許諾○矢野新産業支援課長

数ですが、特許件数５件使って、４件来ており

ます。それから著作権等がありまして、８件に

なっていますが、特許権については今、４件で

ございます。それと、特許につきましては、千

住マイクロみたいに、ハンダみたいな共同研究

で出てくるような、今後期待されるようなもの

もありますので、私どもはそちらのほうに期待

しているところであります。

、 、○外山良治委員 例えば 共同研究をしようと

例えば鉛筆をつくるためにどうしたらいいか、

どうすれば鉛筆が長くもつか、その共同研究を

する場合の「このことをお願いします 「こう」、

いう研究をしてください 、それはトップなのか」

ボトムなのか、どういった方法でこのことを研

。究しようというふうになるのか教えてください

例えば、農業なら農業従事者が害虫防除のた

めにひとつ研究をしてくれんかというように、

ボトムアップで研究するのか、それともトップ

ダウンで、このことを研究しようというふうに

なるのか、それはどういうふうになっているん

ですか、現在は。

企業からの申し入れは○矢野新産業支援課長

工業技術センターとか食品開発センターのほう

で受けております。また、新産業創出研究会と

か産業クラスターの協議会等を設けて、テーマ

をつくってやったり、両方から考えています。

余りぴんとこない。○外山良治委員

次に伺います。フラワーフェスタのほうです

が、これは何年から始まりましたかね。

このフェスタは昭○橋口観光・リゾート課長

和43年から始まっております。

期間というのは変わりました○外山良治委員

か。

期間も従前長い時○橋口観光・リゾート課長

期もありましたけれども、現在、58日というこ

とになっているわけでございます。

スタートは変わりましたか。○外山良治委員

スタートの時期も○橋口観光・リゾート課長

変わっております。

どういうふうに。○外山良治委員

失礼しました。ス○橋口観光・リゾート課長

タートの時期は大体３月中旬ぐらいからという

ことで、変わっていなくて、終期のほうが早く

終わるようになったというふうなことでござい

ます。

冗談ではありませんが、花の○外山良治委員

育苗技術というものもすごくレベルアップした

。 、と思うんですよ 温暖化動向かわかりませんが

３月中旬というのは、一番当初は「日本一早い

フラワーフェスタ」というのが最大のセールス

。 、ポイントではなかったですか 担当課長ですか

教えてください。

最初はそういうふ○橋口観光・リゾート課長

うなことで始められたというふうに承知してお

ります。

そうすれば、もうちょっと考○外山良治委員

えられたらどうですか。12月から例えばパン

ジー、デイジー、フリージアなんか咲いていま

すよ ですから ワンパターンで40年間も ちょっ。 、 、
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とおかしくありませんかと思うんですが、もう

少し早くするか、どうなんでしょう、教えてく

ださい。

今のところは、要○橋口観光・リゾート課長

するに、春のスポーツキャンプをいろいろやっ

ておりますけれども、その春のスポーツキャン

プが終わった後の春を彩る催しというふうなこ

とで、今の時期に設定しているというふうなこ

とでございます。

そんなことはわかっているん○外山良治委員

ですよ。ちょっと感覚がずれていませんかと。

日本で一番早いとか言うならば、２月から始め

るとか、花いっぱいにしようとか、ワンパター

ンでずっと30年も40年もやっておったら、下が

りますよ。

もう一点、この会場名に県の植物園は入って

、 。いませんが これはどうなっているんでしょう

フェスタの会場９○橋口観光・リゾート課長

会場の中には入っていないわけですけれども、

そのほかの協賛会場というふうなことで入れて

いるところでございます。

せっかくならば、県の施設で○外山良治委員

すから、これを入れていただいて、これも正確

には覚えていませんが、当時、４～５万人来て

いたのが、ちなみに前年度の入場者数は幾らで

したか。5,000～6,000人だったと思いますが。

18年度実績はまだ○橋口観光・リゾート課長

手元に持っておりませんけれども、17年度で１

万人というふうなことでございます。

18年度はすぐ出ますか。○横田委員長

ことしのフェスタ○橋口観光・リゾート課長

期間中の入り込み客数は２万1,795人となってお

ります。

植物園がですか。○外山良治委員

県立の青島亜熱帯○橋口観光・リゾート課長

植物園での数字でございますけれども、ことし

は春の「あおしまＤｅナイト」というもの

で……。

ぜひ、フラワーフェスタ会場○外山良治委員

に植物園も入れていただいて、同地域の活性化

にも寄与すると思いますから、要望しておきた

いと思います。以上です。

20ページの機械技術振興協○田口副委員長

会19年度事業計画についてお伺いします。私、

今回、一般質問でも延岡地区の技術の向上と人

材育成についてお伺いしまして、そのときに部

長より、機械技術センターの活用というお話を

伺っておりますが、その中で②の技術指導のと

ころですが、アの基礎技術研修、エの技術講習

会、カのテクニカルフェローシップ、いずれも

前年よりも回数も延べ人数も減っているんです

が、これで技術の向上や人材育成が進められる

のか それとも中身が少し変わったのか ちょっ、 、

と教えていただきたいんですが。

中身につきましては、○矢野新産業支援課長

特に変えてはおりませんけれども、計画として

はこれでやっております。この辺につきまして

は、ちょっとお時間を下さい。

暫時休憩いたします。○横田委員長

午後１時32分休憩

午後１時33分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

中断しまして、すみま○矢野新産業支援課長

せん。この減った原因についてですけれども、

特に 18年度 新しい事業でテクニカルフェロー、 、

とかいろんなのをやっていますが、企業から満

足度調査ということでアンケート調査を年度末

にやりました。そういうのを踏まえて、適当な

回数とかを選んで計画したと聞いております。
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もう一遍確認します。企業と○田口副委員長

相談をして、満足度とかを調べた中で今回はこ

の回数でいいということにおさまったというこ

となんですか。

技術的な面のどういう○矢野新産業支援課長

、 、ぐあいに深く指導するかとか 研修するかとか

その辺はいろんな業務委員会とかも含めてやっ

ております。決して回数が減ったからというこ

。とで後ろ向きに考えているわけではありません

私が今回、一般質問であえて○田口副委員長

挙げたのも、今回、選挙でいろいろ回ったとき

に、鐵工団地とかも含めて、人材育成、技術の

向上というのは非常に私は強く訴えられたんで

すよね。それで見てこの数が減るというのはど

うも納得できなかったものですから、企業がそ

れでオーケーと言ったのかなという気もするん

ですけどね。

振興協会の予算の中で○矢野新産業支援課長

これはやっておりますけれども、県北地域につ

きましては、昔から「北は夕暮れ」というぐあ

いに言われて久しかったんですけれども、これ

は、私どもも、機械技術センターに限らず、地

元の企業の育成というのは非常に大事に思って

おります。機械技術センターの「モノづくりセ

ミナー」とかいろんな中にも参加しております

けれども、それ以外にも、市役所の方々との意

見交換会とか、企業の方との意見交換会などを

別途やっております。その中で、技術振興とい

うのももちろん大事ですけれども、物流問題と

か県北が抱える問題があります これをどうやっ。

て是正していくか、向上させるかというような

話もあります。そういう中で、今、取り組んで

、 、いるものとして 工業会の物流問題懇話会とか

、県北地域でもそういう物流の学習会をやったり

それから、機械技術振興協会のこの事業の中で

中国やらの視察をして技術振興に役立てようと

か、そういうことも別途やっているところであ

ります。

事業計画の中で、昨年度から○田口副委員長

違うものに⑥の「企業巡回訪問」というのが新

たに入っておりまして、延べ50社企業訪問とい

うことですが、どういう意図のもとに企業訪問

というのが新たにふえたんでしょうか。

先ほど、アンケート調○矢野新産業支援課長

査の話をしましたが、このアンケートの中で、

機械技術センターは日向、延岡、門川を中心と

した活動をすべきなのに、延岡中心になってい

るというようなアンケート結果がありましたの

で、これを反省して、日向とか門川地区の企業

に直接訪問して、巡回指導していこうという趣

旨でございます。以上です。

わかりました。○田口副委員長

ほかにございませんか。○横田委員長

それでは、次に移らせていただきます。

次は、請願の審査であります。請願第２号に

ついて、執行部からの説明はありますか。

労働政策課では、労働組合○西労働政策課長

に関する事務を所管しております。今回の請願

の事務局が全日本建設交運一般労働組合宮崎県

本部という労働組合でありますことから、当課

が知事部局の窓口となっております。平成18年

度にこの請願と同趣旨の知事要請を受けており

ますので、このことについて説明いたします。

まず、知事に要請のありました内容につきま

しては、主に国に対する控訴取り下げなどの意

見書提出や国の対策強化を求める要望書への知

事の賛同署名などでありました。これは、国の

事務に係るものでありまして、また、継続中の

訴訟案件に係るものでありますことから、知事

の意向も確認した上で、署名などについてはお
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断りしたところであります。しかしながら、要

請項目の中にありました、例えば、県発注のト

ンネル工事状況と今後の予定について説明して

くれといったような県で対応可能な部分につき

ましては、公共三部においてできるだけ対応す

るように努めているところであります。また、

要請内容に国の事務にかかわるものが含まれて

いる場合は、宮崎労働局や厚生労働省にその内

容を伝えたところであります。なお、同様の知

事要請は九州各県においても行われております

が、本県と同様の理由で署名等についてはお断

りしたと聞いております。以上でございます。

執行部の説明が終わりましたけ○横田委員長

ど、質疑はありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

ないようですので、次に移らせ○横田委員長

ていただきます。続きまして、補正予算関連議

案について説明を求めます。なお、委員の質疑

は執行部の説明がすべて終了した後にお願いを

いたします。

それでは、引き続き○高山商工観光労働部長

よろしくお願いいたします。６月の補正予算案

関連につきまして御説明を申し上げます。

お手元の商工建設常任委員会資料、表紙をめ

くっていただきまして１ページをごらんいただ

きたいと存じます 「平成19年度商工観光労働部。

６月補正予算（案 」でございますが、今回の６）

月補正は、政策的な事業や新規事業を中心とし

ます、いわゆる肉付け予算として編成をいたし

ております。表の一番下の合計欄の左から２つ

目の欄にありますように、当初予算額が289

億7,515万7,000円に対しまして、今回補正額

は136億6,386万5,000円でありますが、この補正

。 、分はすべて一般会計となっています この結果

補正後の予算額は、その右でありますけれど

も、426億3,902万2,000円となりまして、前年度

の当初予算に対する比率は95.0％となったとこ

ろでございます。

次に、２ページをお開きいただきたいと存じ

ます。２ページと３ページにつきましては、平

成19年度の商工観光労働部の主な事業を今般策

定しました「新みやざき創造計画」の分野別施

策体系に位置づけたものでございます。各項目

の右側に関連する主な事業を記載しております

けれども、アンダーラインを引いてあるのが今

回補正予算に計上している事業、そのうち網か

けしてありますのが重点事業でありまして、こ

れは後ほど、担当課長が個別に御説明したいと

存じます。

今後は、この施策体系に掲げた施策・事業を

職員一丸となって全力で取り組みまして、本県

経済の活性化を着実に進めてまいりたいと考え

ております。

以下、その主なものにつきまして施策体系に

沿って御説明いたします。

まず、２ページの一番上の太い枠のⅠの「未

来の舞台で輝く人づくり」のうち 「子育て支援、

体制の充実」につきましては、中小企業融資制

度貸付金に新たに「みやざき子育て応援企業貸

付」を創設いたしまして、子育て支援に積極的

に取り組む中小企業を支援することといたして

おります。

次に、太い枠のⅡの「くらしの舞台づくり」

のうち 「障がい者の自立と社会参加の促進」に、

つきましては、障害者雇用コーディネーター等

の配置やチャレンジド就労サポート事業等によ

ります障がい児者へのプレ就職指導などにより

まして、さまざまな就労支援に取り組むことと

いたしております。

次に、太い枠のⅢの「経済・交流の舞台づく
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り」についてであります。このテーマにつきま

しては、さらにⅢ―２の「工業・商業・サービ

ス業などの活性化」など３つの施策に分かれて

います。

まず、１つ目の施策でありますⅢ―２の「工

業・商業・サービス業などの活性化」のうち、

「戦略的企業誘致の推進」につきましては、午

前中に御説明しました企業立地促進補助金を活

用いたしまして、県内各地域の特性を生かした

誘致活動をさらに展開しますとともに、県内誘

致企業の定着を図るためのフォローアップに努

めることといたしております。

次に 「新技術・新産業の創出」につきまして、

は、中小企業の新分野進出を支援してまいりま

すとともに、産業間の連携や産学官の連携を強

化しまして、研究開発を一層活性化させること

によりまして、新技術・新産業の創出を図るこ

とといたしております。

また、次の「戦略的マーケティングの推進」

につきましては、売れる宮崎県産品を開発しま

すために、流通企業バイヤーを活用した商品の

開発指導を行いますほか、物産展や商談会の実

施などによりまして、県産品の国内外への販路

拡大とイメージアップを図ることとしておりま

す。

さらに、一番下の「挑戦する中小企業への支

援」といたしましては、九州で発展します自動

車産業への県内企業の参入や取引の拡大を支援

しますとともに、中小企業融資制度などにより

まして金融の円滑化を図ることといたしており

ます。

次に、３ページでございますが、まず、一番

上の「商店街を核とする賑わいのあるまちづく

り」につきましては、市町村や商工団体などと

連携しまして、意欲ある個別商店の支援やにぎ

わいや活力のある商店街づくりを促進すること

としております。

２つ目の施策でありますⅢ―３の「経済交流

を支える基盤づくり のうち 産業人材の確保・」 、「

育成」といたしましては、公共職業能力開発施

設の活用や民間の教育訓練機関等と連携しなが

ら、働く人材の能力開発の支援などに努めるこ

とといたしております。

また 「就労支援と職場環境の整備」につきま、

しては、若年者の就職支援のための「ヤングＪ

ＯＢサポートみやざき」の機能強化を図ります

とともに、Ｕターン希望者等への求職情報の提

供や就職説明会の開催等によりまして、県内へ

の雇用を促進しますほか、女性や高年齢者など

が働きやすい職場環境の整備に努めてまいりた

いと考えております。

最後に ３つ目の施策でありますⅢ―４の 活、 「

力ある地域づくり」のうち 「観光宮崎の再生」、

につきましては、県民総力により観光振興を図

る観点から、地域の資源を生かした魅力ある観

、「 」光地づくりの推進でありますとか 宮崎観光塾

等を通じた観光振興を担う人材の育成、あるい

は「スポーツランドみやざき」の全県的な展開

に取り組みますとともに、新たに長期滞在型の

、観光ニーズに対応できる受け入れ体制の整備や

その旅行商品化を促進してまいりたいというふ

うに考えております。

私からは以上でございますが、詳細につきま

しては、担当課長から御説明いたしますので、

よろしく御審議いただきますようお願いいたし

ます。

商工政策課関係の補正○内枦保商工政策課長

予算について御説明いたします。

お手元の「平成19年度６月補正歳出予算説明

」 「 」、資料 の赤いインデックスで 商工観光労働部
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青いインデックスで「商工政策課」のところ、

ページで申しますと149ページをお開きくださ

い。左から２番目の補正額の欄にありますよう

に、今回の補正額は、275万4,000円の増額であ

りまして、補正後の予算額は、右から３番目に

ありますように、３億7,140万3,000円となりま

す。

それでは、主なものについて御説明いたしま

す。

151ページをお開きください。初めに、中ほど

の（目）商業振興費（事項）地場企業振興対策

。事業費で216万6,000円の増額補正でございます

これは、改善事業の「頑張る企業応援事業」で

ございまして、本県の地場企業を取り巻く環境

について状況把握を行うとともに、商工観光労

働部の各種施策を掲載しました冊子を作成し、

施策の周知に努めるものでございまして、さら

に、今年度から、新たに県内の頑張る中小企業

を表彰することとしておりまして、これらによ

りまして活力ある地場企業の育成を図るもので

ございます。

次に （目）物産あっ旋所費（事項）物産観光、

あっ旋所費で58万8,000円の増額補正でございま

す。これは、首都圏物産観光対策費でございま

して、本県産業及び観光の振興を図るため、県

、内経済団体等と首都圏の経済人等が交流を深め

本県の産業・文化等について情報交換を行う産

業活性化懇談会の開催に要する経費でございま

す。

商工政策課は以上でございます。

新産業支援課の平成19○矢野新産業支援課長

年度６月補正予算について説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料 「新産業支援課」、

のインデックスのところ、153ページをお開きく

ださい。新産業支援課の６月補正でございます

けれども、左の一番上の行で補正額の欄、21

億5,107万6,000円の増額でございます。補正後

の予算額ですが、47億8,340万6,000円となりま

して、平成18年度当初予算と比較しまして７

億3,938万3,000円の増となっております。

、 。それでは 主な事業について説明いたします

155ページをお開きください。まず （事項）、

ベンチャー企業等支援事業の改善事業「中小企

業新分野進出支援事業」であります。この事業

の目的でございますけれども、これは、グロー

バル競争が熾烈化する中、県内中小企業の競争

力の向上を図るために、新分野進出のための製

品開発や技術開発を支援するものであります。

事業の概要でありますけれども、宮崎県産業支

援財団の中小企業経営基盤強化対策基金を2,000

万円増資するために、県から同財団へ補助を行

うものでございます。増資した基金は３年間に

わたって取り崩ししながら、企業に助成するこ

ととしております。事業費2,000万円でございま

すけれども、国等の支援策が少ない中小企業が

単独で製品開発するなどに対して支援するもの

でございます。競争力の向上を図ることがこれ

で期待されるわけでございますけれども、ほか

の国等の事業ともいろいろ連携しながら進めて

いかなくちゃならないと考えておるところでご

ざいます。

次に （事項）新事業創出環境整備事業費の改、

「 」善事業 新産業・新事業創出研究開発推進事業

につきましては、後ほど、委員会資料で説明さ

せていただきます。

次に、１つ飛んで （事項）中小企業ＩＴ化促、

進支援事業費の改善事業でございますが 「実務、

」 。 、型ＩＴ人材養成事業 であります 事業目的は

企業が必要とするＩＴ人材の育成確保を図るた

めに、在職者等を対象に実務的なＩＴ人材研修
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を実施するものであります。事業概要でござい

ますが、マネジメントコースとソフトウエア開

発コースの２つのコースを民間人材育成機関に

委託して実施するものでございまして、355名の

受講者を予定しております。事業費は1,716

万1,000円でございまして、ＩＴ人材を育成確保

することによりまして、首都圏等からの外部委

。託の受注拡大が図られるものと考えております

次に、156ページをごらんください （事項）。

情報関連人材育成事業費の「コールセンター支

援事業」でございます。事業目的は、需要の高

、いコールセンターの人材を育成確保するために

コールセンター人材育成研修を実施するもので

ございます。事業概要でございますけれども、

コールセンターに必要なコミュニケーションに

おける基本的なスキル、電話の応対、パソコン

の知識・技能を習得するための研修を民間人材

育成機関に委託して実施するもので、200名の受

講者を考えております。事業費は560万9,000円

でございまして、コールセンターに必要とされ

る人材を育成することで、コールセンターの本

県への誘致を促進するとともに、学生とか未就

職者等の雇用確保も図ることができるものと考

えております。

次に、１つ飛んで （事項）企業立地促進等対、

策費の３「企業立地促進補助金」につきまして

は、後ほど、委員会資料で説明させていただき

ます。

次に、お手元の商工建設常任委員会資料の方

にお移りいただきたいんですけれども、委員会

資料の４ページのほうをごらんいただきたいと

思います。改善事業の「新産業・新事業創出研

究開発推進事業」でございます。

この事業の目的は、新産業の創出による産業

振興を図るために、バイオとかＩＴなどの技術

分野ごとに産学官のネットワークを構築しまし

て、産学官グループに対する研究開発支援や、

国の大型プロジェクトへのステップアップ等を

推進することによりまして、すぐれた研究シー

ズの事業化を促進するものでございます。

事業概要でございますが （１）の研究開発支、

援事業は、これは、県内の産学官の研究グルー

プによる実用化に向けた研究開発を支援するも

のでございます。

それから （２）の実用化プロジェクト創出促、

進事業は、３つの事業に分かれております。ま

ず、①のプロジェクトディレクターの設置です

が、これは、国などの公募型研究開発プロジェ

クトへの提案内容の企画設計を行う専門家を１

名配置することで、すぐれた研究シーズの事業

化を支援するものでございます。簡単に申し上

げますと、国の補助金とかというものを得られ

やすいように企画の専門家を配置するというも

のでございます。それから、②の新産業創出研

究会の運営及び③のみやざき産業クラスター推

進協議会の運営でございますが、これは、技術

分野ごとに産学官連携を推進するための既存研

究会等の運営経費でございます。事業費が4,592

万円でございます。すぐれた研究シーズの実用

化を推進して、競争力の高い企業群が創出され

ていくことを期待しております。

次に 「企業立地促進補助金」でございます。、

事業目的でございますけれども、これは、地

域経済の活性化と雇用の拡大、本県産業構造の

高度化を図るために、企業誘致に対して補助す

るということでございますが、これによりまし

て企業立地を促進するものでございます。事業

費が20億2,000万円を上げておりまして、本事業

を行うことによりまして、企業立地を促進して

まいりたいと考えております。
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補助金につきましては、今年度、要綱を改正

して内容の充実強化を図ることとしております

けれども、詳細は午前中に企業立地対策監のほ

うから説明したとおりでございます。

。補正予算の説明については以上でございます

それでは、地域産業○工藤地域産業振興課長

振興課の平成19年度６月補正予算について御説

明いたします。

お手元の「平成19年度６月補正歳出予算説明

資料」の「地域産業振興課」のインデックスの

ところ、159ページをお開きください。今回の補

正は、一番上の欄にあります5,658万5,000円の

増額でありまして、補正後の額は、右から３番

目、７億4,914万2,000円となります。

補正予算の主な事業について御説明いたしま

す。

１ページめくっていただきまして161ページ、

まず、上から５段目 （目）商業振興費（事項）、

商業フロンティア支援事業費978万6,000円の増

額でございます。これは、その下の１の改善事

「 」 。業 商業ビジネスサポート事業 でございます

本県の商業を担う人材の育成を図るために、財

団法人県産業技術支援財団が県立図書館及び商

工会議所との連携により実施するセミナー開催

事業や経営相談窓口の設置、それから商圏情報

提供事業に対して助成するものであります。

次に （事項）中小商業活性化事業費1,645、

万7,000円の増額でございます。これは、魅力あ

る商店や商店街づくりを推進するための経費で

ございます。主な事業は、２の「元気な商店再

生支援事業」1,207万9,000円でございますが、

この事業は、激変する商業環境下で経営改善に

取り組む商業者の育成支援を行い、大型店など

に負けない元気な商店づくりを促進するもので

ございます。その下の３の改善事業「まちなか

活性化フォーラム開催支援事業」157万8,000円

でございますが、この事業は、中心市街地や地

域商業などのあり方に対する市町村や住民の意

識を高めるために、市町村が実施するフォーラ

ムの開催事業及びフォーラムのテーマに即した

調査事業に対して支援するものであります。

次に （事項）地場産業総合振興対策費750万、

円の増額でございます。これは、地場産業の総

合的な振興を図るための経費でございます。主

な事業は１の改善事業「みやざき特産品ＰＲ展

開支援事業」500万円、これは、県産品を製造販

売する団体などが取り組む販路開拓のための取

り組みに対する助成でございます。

次に 目 貿易振興費 事項 貿易促進費773、（ ） （ ）

万1,000円の増額でございます。これは、国際化

に対応できる地場中小企業の育成及び貿易の振

興、並びに海外交流駐在員の設置に要するため

の費用でございます。次の162ページをおあけく

ださい。１の改善事業「海外経済交流実践支援

事業」418万9,000円、これは、貿易に関する実

務知識に乏しい中小企業の貿易担当者向けに貿

易実務に関する養成塾を開催し、最後のほうで

海外商談会を開催するということにして、海外

取引を実践する企業の増加を目指すものでござ

います ２の改善事業 県産品輸出促進事業 354。 「 」

万2,000円は、詳細は後ほど、資料で説明いたし

ます。

次に （目）物産あっ旋所費（事項）県産品販、

路拡大推進事業費251万7,000円でございます。

これは、１の改善事業「売れるみやざき県産品

開発支援強化事業」でございます。県産品を製

造販売する県内企業や団体に対して、流通バイ

ヤーなどによる商品の評価・指導及びデザイン

に関する指導を行ってもらい、宮崎らしい売れ

る県産品づくりを推進するものでございます。
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次に （目）工鉱業振興費（事項）工業振興対、

策費1,259万4,000円の増額でございます。これ

は、産学官連携の推進による工業の振興に関す

る経費でございます。主な事業は、３の新規事

業「自動車関連産業支援事業」605万円、詳細は

後ほど、委員会資料で説明したいと思います。

以上ですが、それでは、本日お配りしており

ます商工建設常任委員会資料の６ページをお開

きください 「自動車関連産業支援事業」につい。

てであります。

この事業の目的は、専門家の技術指導や発注

情報の提供、商談会の開催等を通じて、九州で

発展している自動車産業に対する県内企業の参

入や取引拡大を支援するものであります。

事業の概要ですが （１）の自動車関連産業進、

出支援事業につきましては、宮崎県工業会を通

じて、県内企業の生産管理の向上や企業連携の

構築などについて助言指導を行う専門家を企業

に派遣するなどの支援を行うものであります。

（２）の自動車産業振興会支援事業につきまし

ては、昨年10月に発足しました宮崎県自動車産

業振興会及び昨年11月に九州７県で発足しまし

た九州自動車産業振興連絡会議に対する活動経

費でございます （３）の北部九州取引開拓事業。

につきましては、宮崎県産業支援財団を通じま

して、北部九州における発注情報等の収集及び

県内企業の紹介を行う取引開拓アドバイザーの

設置や商談会の開催などによって、県内企業の

取引先開拓を支援するものであります。

事業費といたしまして605万円を予定しており

ます。

次に、７ページ 「県産品輸出促進事業」につ、

いてであります。

これは、１の事業目的にありますように、地

理的に近く、かつ、食品の輸入規制が比較的緩

やかな台湾、香港を本県産品の輸出重点地域と

位置づけまして、現地において物産フェアを開

催することで県産品のＰＲを行うとともに、開

催店舗での継続的な販売につなげ、県産品の輸

出促進を図るというものでございます。

事業の概要ですが、具体的には、台湾と香港

で店舗展開をしております「シティスーパー」

という高級スーパーで本県産食品の物産フェア

を開催するもので、宮崎県物産振興センターに

委託して実施いたします。

事業費といたしまして354万2,000円を予定し

ております。

地域産業振興課分については以上でございま

す。

経営金融課の６月補正予○古賀経営金融課長

算について御説明いたします。

同じく補正歳出予算説明資料 「経営金融課」、

のインデックスのところ、163ページをお開きい

ただきたいと思います。当課の19年度６月補正

予算額は、一般会計の112億8,151万4,000円の増

。 、 、額でございます この結果 補正後の予算額は

一般会計、特別会計を合わせまして344億4,198

万4,000円でございます。

補正内容について御説明いたします。

165ページをお願いいたします。初めに （事、

項）中小企業金融対策費であります。１「中小

企業融資制度貸付金」でありますが、これは、

県中小企業融資制度の貸付原資を112億6,456

万4,000円増額するものであります。詳細につき

ましては、後ほど御説明いたします。

次に （事項）小規模企業者等設備導入事業推、

進費の１「設備貸与事業円滑化補助金」1,392万

円の増であります。これは、宮崎県産業支援財

団に対し、設備貸与事業に係る貸倒引当金の積

み立てに要する額の一部を補助するものでござ
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います。

次に （事項）小規模事業対策費の１「元気な、

みやざき企業人材育成事業」153万円の増であり

ます。これは、新規創業を希望する女性を対象

に、創業塾を開催する団体（商工会議所）に対

し 「創業塾」の開催に必要な経費を助成するも、

のであります。

次に （事項）商工青年事業者学修集団指導事、

業費の新規事業、１「宮崎県ＳＳ運動40周年記

念大会」の150万円の増であります。これは、商

工青年事業者の自主的な活動として展開されて

いるＳＳ運動が平成19年度に40周年の節目を迎

えるに当たり、記念事業を開催することから、

大会開催費の一部を補助するものであります。

、６月補正につきましては以上でございますが

「中小企業融資制度貸付金」につきまして、委

員会配付資料８ページで詳細を説明させていた

だきたいと思います。

１の事業目的でありますが、中小企業融資制

度貸付金は、中小企業の活性化、環境改善及び

経営安定に資するため、19の貸付を設けており

まして、県内金融機関に原資を預託し、金融の

円滑化を促進することで県内産業の振興を図る

ものであります。

次に、２の事業概要 （１）原資及び融資枠に、

ついてであります。当初予算で過年度融資分と

新規融資の４月から６月の３カ月分として、原

資171億1,925万1,000円、融資枠480億5,721万円

を確保しておりますが、今回の６月補正予算と

して、新規融資の残り７月から来年３月までの

９カ月分と新規事業の「みやざき子育て応援企

業貸付」分として、原資112億6,456万4,000円、

。融資枠340億435万円を計上するものであります

この結果、補正後の予算は、原資283億8,381

万5,000円、融資枠820億6,156万円となります。

次に （２）の新貸付についてであります。少、

子化対策の一環として県が取り組んでおります

「みんなで子育て応援運動」を金融面から支援

するために、新たに 「みやざき子育て応援企業、

貸付」を設けるものであります。みんなで子育

て応援運動に登録している企業を対象にしてお

りまして、５月31日現在、574件の登録がありま

すが、これらの企業が託児所や授乳室、ベビー

ベッドなど子育て関連の施設を整備するときに

利用できる貸付であります。融資限度額は設備

資金5,000万円、融資期間は10年以内、融資利率

は年2.2％、新規融資枠は10億円で、原資５億円

であります。

次に （３）の特例措置の創設であります。近、

年、台風や竜巻などにより大規模な災害が発生

しておりますことから、災害時における中小企

業に対する支援策を充実するものであります。

これまで災害対策につきましては、緊急経営対

策貸付で対応しておりましたが、大規模災害が

発生した場合の金融面での支援を迅速に行うた

めに、この貸付に特例措置を設けるものであり

ます。具体的には、融資対象者は、県内で災害

救助法が適用された災害において被害額が200万

円以上または災害後３カ月間の売り上げ等

が20％以上減少すると見込まれる中小企業者と

。 、しております もっと具体的に申し上げますと

例えば、ある台風が来まして、宮崎市が災害救

助法を適用されたと、しかし、私は都城におっ

た、都城は災害救助法の適用がなかったという

場合においても、都城市の方も同じようにこの

特例措置を受けられるというものであります。

特例措置の概要でございますが、保証料の２分

の１の補助と据え置き期間の延長を行うという

ことにしております。

最後になりますが （４）の基準金利の改定で、
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あります。日本銀行の政策金利及び短期プライ

ムレートが平成18年７月以降、２度にわたり引

き上げられましたことから、県の中小企業融資

制度の基準金利を改定するものであります。下

の表をごらんいただきたいと思います。日本銀

行の政策金利が昨年７月とことしの２月に、そ

れぞれ0.25％引き上げられております。これを

受けまして、県の制度資金につきましても、７

月１日から基準金利を2.4％から2.6％、0.2％引

き上げるものであります。県制度の金利改定は

平成13年６月以来６年ぶりになるものでありま

す。

私からは以上でございます。

観光・リゾート課○橋口観光・リゾート課長

の６月補正予算について御説明をいたします。

お手元の歳出予算説明資料の「観光・リゾー

ト課」のインデックスのところ、167ページをお

。 、開きいただきたいと思います 今回の補正額は

一般会計の9,454万1,000円の増額補正でござい

ます。補正後の一般会計予算額は、８億3,207

万9,000円となりまして、当初予算と比較し

て3,476万3,000円の減、前年度比96％となって

おります。課全体の予算といたしましては、一

般会計と２つの特別会計を合わせまして11

億6,229万1,000円となりまして、前年度当初比

較、3,619万3,000円の減、前年度比97％となっ

てございます。

その内容について御説明をいたします。

169ページでございます。中ほど上の方に（事

項）観光振興費2,114万3,000円でございます。

１の新規事業「県民総力による観光振興応援事

業 、それから２の「宮崎観光塾事業 、これに」 」

つきましては、後ほど、委員会資料にて御説明

をさせていただきます。３番目に「広域観光ガ

イドボランティアシステム運営事業」45万4,000

円でございますが、これは、観光ガイドボラン

ティアの全県組織でございます「癒しの国みや

ざき観光ボランティア協議会」が実施しており

ます講演会等の事業に対して支援を行うもので

ございます。４番目 「新『ふるさとツーリズム、

の国みやざき』づくり事業」785万8,000円でご

ざいますけれども、これは、グリーンツーリズ

ム等の体験交流型観光に適した豊富な地域資源

を新たな本県観光の柱の一つに育てて、観光客

。の増加につなげていくという事業でございます

次に （事項）観光情報活動事業費269万1,000、

円でございます。これは、１の「観光情報活動

推進事業補助金」でございまして、みやざき観

光コンベンション協会が実施いたします観光情

報の収集・提供事業に対して支援を行うもので

ございます。

次に （事項）観光指導調整費362万9,000円で、

ございます。これは 「観光事業振興補助金」で、

ございますが、みやざき観光コンベンション協

会が実施いたします広域的な誘致宣伝事業等に

対して支援をするものでございます。

次に、一番下の（事項）スポーツランドみや

ざき推進事業費3,749万4,000円でございます。

１の「スポーツキャンプ受入環境基盤強化事

業」387万6,000円でございますが、これは、ス

ポーツランドみやざき推進協議会に設置いたし

ました地域別、競技別の専門部会が行います合

宿誘致等のセールス活動、あるいは歓迎対策事

業、普及啓発事業、こういったものに対して支

援を行うものでございます。一番下の「プロ野

球開催支援事業」456万円でございますが、これ

は プロ野球の秋季教育リーグでございますフェ、

ニックスリーグの開催と春季のキャンプチーム

。の交流戦等の開催を支援するものでございます

次の170ページをお開きいただきたいと思いま
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す。３の「スポーツランドみやざき全県展開推

進事業」1,750万円でございますが、これは、ス

ポーツキャンプや合宿の受け入れを全県的に展

開していくために、スポーツ施設の改修・改善

等を行う市町村に対して経費の一部を支援する

ものでございます。４の「プロスポーツキャン

プ受入支援事業」1,155万8,000円でございます

が これは 県内で行われますプロスポーツキャ、 、

ンプの受け入れに当たり、受け入れ協力会等が

実施いたします歓迎事業に対して支援を行うも

のでございます。

次に （事項 「ほほえみ花の国みやざきづく、 ）

り」推進事業費1,177万2,000円でございます。

１の「みやざきフラワーフェスタ開催支援事

業」700万円でございますが、これは、本県の春

を代表するイベント「みやざきフラワーフェス

タ」の開催を支援するものでございます。２の

「花とみどりのみやざきづくり普及啓発支援事

業」460万円につきましては、県民による花とみ

どりのみやざきづくりを進めるために、個人住

宅等での花づくりのコンクール ガーデニング・、

コンテスト、こういったものの実施を支援する

ものでございます。

（事項）ようこそみやざき観光案内標識整備

事業430万円でございますが、これは、主要な観

光地、交通拠点に県内各地の主要な観光地に関

します位置図、説明文等を掲載した観光案内板

等を整備する事業でございます。

次に、（事項）国内観光宣伝事業費1,351万

2,000円でございます。これは、下にあります１

「長期滞在型観光促進事業」でございます。こ

れにつきましても、委員会資料で一括説明をさ

せていただきたいと思います。

そこで、恐れ入りますが、お手元の商工建設

常任委員会資料の９ページをお開きいただきた

いと思います。まず 「県民総力による観光振興、

応援事業」についてでございます。

この事業は、県民総力戦で魅力ある観光地づ

くりを行っていくために、県民の発意によりま

す地域づくりと一体となった先駆的・発展的な

観光振興の取り組みに対する支援を行うもので

ございます。

事業概要にございますが、観光関係団体、Ｎ

ＰＯ法人、地域づくり団体、こういったところ

が取り組みます地域資源を活用した観光振興の

ための先駆的・発展的なソフト事業について、

事業計画を公募いたしまして、外部有識者で構

成いたします選定委員会によって審査し、決定

された事業について支援を行っていくというも

のでございます。

この事業によりまして、４の事業効果のとこ

ろに掲げておりますけれども、県民主体の地域

づくりと一体となった観光振興が促されていく

ものと考えているところでございます。

次に、10ページをお開きいただきたいと思い

。「 」 。ます 宮崎観光塾事業 についてでございます

県民総力戦による県づくりを推進し 「おもて、

なし日本一のみやざき」を実現いたしますため

には、観光面における人づくり、担い手の育成

というものが必要不可欠でございます。そのた

め、この事業では、事業目的にも掲げておりま

すが、宮崎ならではの地域資源を生かした県民

主体の観光地づくりにより磨きをかけるという

ことで、観光地づくりや旅行商品の造成などに

地域のリーダーとして主体的に取り組んでいた

だく、あるいは有益な提案できる能力を身につ

ける実践的な訓練の場を設けるものでございま

す。

２の事業概要にありますように、将来、観光

関連の起業を考えている人とか、まちづくりの
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取り組みの中で中心的な役割を果たしている人

など、県内には志を持った人たちが多くおられ

るというふうに考えておるわけでございます。

このため （１）にありますが、塾生には、こう、

した人たちの中からみずから一般公募に応じた

人たちを対象に、外部有識者で構成いたします

選考委員でレベルの高いメンバーを15名程度選

びたいというふうに考えております。

次に、講座につきましては、宿泊研修を含め

、まして８回実施することといたしておりまして

毎回設定したテーマ、課題に最も適した一流の

ゲストティーチャーを招聘いたしまして、先進

地の事例紹介などを通して、塾生みずからそれ

ぞれの地域における具体的な応用について議論

していくと、理解を深めてもらうこととしてお

。 、 、ります また インストラクターの指導のもと

県外の先進地視察も実施することとしておりま

す。

この事業によりまして、４の事業効果に掲げ

ておりますが、観光地づくり、旅行商品造成な

どに主体的に取り組み、有益な提案をし、実行

できるような地域リーダーが育成されるという

ふうに考えております。

それから、11ページでございます 「長期滞在。

型観光促進事業」についてでございます。

この事業は、時間とお金に余裕のあるシニア

を主たるターゲットといたしまして、１週間か

ら１カ月程度の滞在型の観光ニーズに対応でき

る受け入れ体制を整備する、あわせてその商品

化を促進することによって、観光客数及び滞在

日数の増加を図るという事業でございます。

内容につきましては、２の事業概要にありま

すように、５つの事業で構成しておりまして、

（１）の地域連携オプショナルツアーの企画・

開発とデータベース化、これは、やる気のある

地域団体に体験交流プログラムや知的好奇心を

満たすプログラムを初めとした「おもてなしオ

プショナルツアー」の企画をしていただきまし

て、それらをデータベース化していくというも

のでございます （２）のワンストップ窓口の整。

備でありますが、データベース化したオプショ

ナルツアーのＰＲ、あるいは申し込みの受け付

け、相談に応じる総合案内窓口を整備していく

というものでございます ３ のモニターツアー。（ ）

による商品化でございますが、旅行商品化のた

めの課題の把握、具体的改善策というのを検証

するためには、オプショナルツアーが必要でご

ざいますので、そういったものを組み込んだ長

期滞在モニターツアーの実施を行うというもの

でございます さらには ４ にございますエー。 、（ ）

ジェント等とのタイアップによるツアーの販売

促進 （５）にございます広告宣伝用のＤＶＤを、

作成する、こういったことで情報発信を行って

いこうということでございます。

この事業によりまして、４の事業効果に掲げ

ておりますけれども、滞在期間の長期化による

宿泊客数 滞在日数の増加 さらにはリピーター、 、

の確保が期待できるんではないかということで

ございます。

。事業費は1,351万2,000円を予定しております

観光・リゾート課は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。

労働政策課の一般会計歳出○西労働政策課長

予算案について御説明いたします。

歳出予算説明資料の 労働政策課 のインデッ「 」

クスのありますところ、171ページをお開きくだ

さい。今回の補正は7,739万5,000円の増額補正

でありまして、補正後の予算額は、右から３番

目の欄の11億3,079万6,000円であります。

主な事業について御説明いたします。
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173ページをお開きください。上から６番目で

ありますが （事項）若年者・障がい者等就労支、

、援強化事業2,498万8,000円の増額でありますが

説明の欄の改善事業「ヤングＪＯＢサポートみ

やざき機能強化事業 、それから次の新規事業」

「チャレンジド就労サポート事業 、これにつき」

ましては、後ほど、委員会資料で御説明いたし

ます。

次に、174ページをお開きください。上から３

番目の（事項）技能向上対策費1,044万7,000円

。 。の増額であります 説明の欄をごらんください

１の「技能継承・育成事業（技能者から若者

へ 」612万2,000円につきましては、小学生とそ）

、の保護者を対象としました親子技能体験講座や

高校生を対象としました「ものづくりインター

ンシップ」等を行うものであります。また、３

の新規事業「みやざき技ｋｎｏｗ（能）フェア

開催事業」374万7,000円につきましては、小中

学生を対象とした子供技能体験五輪や技能士に

よります匠のわざ公開講座などを行うもので、

技能士の技能や活動状況等を紹介し、技能の伝

承・普及などに取り組みますとともに、さらな

る技能向上の意識啓発を図るものであります。

次に、中ほどの（事項）県立産業技術専門校

費3,354万1,000円の増額であります。主なもの

といたしましては、説明の欄の２施設管理費、

（１）の新規事業「県立産業技術専門校吊り天

井崩落対策事業」2,190万2,000円であります。

県立産業技術専門校の講堂、実習棟は、いわゆ

るつり天井となっております。平成17年に宮崎

県沖地震がありましたが、これでつり天井の落

下事故を受けまして、国土交通省が新たに天井

の崩落対策基準を示しております。専門校の講

堂及び実習棟はこの基準に合っておりませんの

で、大規模な地震等による天井の崩落等の危険

がありますことから、天井の補強工事を行うも

のであります。

、 、次に お手元の常任委員会資料によりまして

先ほど２点挙げました主な重点事業について御

説明いたします。

委員会資料の12ページをお開きください。ま

ず、改善事業「ヤングＪＯＢサポートみやざき

機能強化事業」についてであります。

この事業は、厳しい雇用情勢が続きます若年

者の就職支援をさらに強化するため、宮崎市の

カリーノ宮崎８階に現在、設置をしております

「ヤングＪＯＢサポートみやざき」の機能強化

を行うものであります。

２の事業概要でありますけれども （１）の県、

北サテライトの設置につきましては、県北地域

における若年者の就職支援を強化するため、延

岡商工労政事務所内に「ヤングＪＯＢサポート

みやざき」のサテライトを設置しまして、個別

。 、（ ）就職相談等を行うものであります 次に ２

の相談体制の強化についてでありますが、企業

の求めるニーズを的確に把握しまして、若年者

を就職に結びつけるため、就職相談員が県内各

企業を個別訪問し、求人情報等の収集を行うも

のであります。次に （３）の大学・短大等との、

連携強化につきましては、優秀な学生に県内で

就職してもらいますために、相談員が定期的に

大学等を訪問し 個別カウンセリングやセミナー、

を行いますとともに、就職関連情報の提供等を

行うものであります。

事業費は860万6,000円を予定しております。

次に、13ページをごらんください。新規事業

「チャレンジド（障がい児者）就労サポート事

業」についてであります。

、 、この事業は １の事業目的にありますとおり

特別支援学校等に在学しております障がい児等
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を対象に、その地域内の事業所において職業・

仕事体験（ぷれジョブ）などを行うこと等によ

りまして、就学時の早い段階から障がい児等の

職業観・勤労観の醸成を図り、障がい者の社会

的自立を促進するものであります。

２の事業概要でございますが （１）の事業内、

容のアにありますとおり、特別支援学校の中学

部１年から高等部１年の障がい児を対象に、事

業所での「ぷれジョブ」を実施いたします。次

のイにありますように、宮崎、都城、延岡南の

３つの養護学校にチャレンジド就労アドバイ

ザーを設置しまして、求人開拓等を行いますと

ともに （２）のボランティアで「ぷれジョブ」、

のサポート等をしていただきます「ジョブ・サ

ポーター」の育成研修等、それから（３）の障

がい児者の就労への協力事業所となります「サ

ポーター企業」の募集、研修等を実施いたした

いと思っております。

。事業費は1,638万2,000円を予定しております

労働政策課の説明は以上であります。

執行部の説明が終わりました。○横田委員長

ここで約10分間ぐらい休憩をとらせていただき

。 。ます 委員の質疑は再開後にお受けいたします

暫時休憩いたします。

午後２時30分休憩

午後２時40分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

坂元委員が所用のため、ちょっと退席をして

、 。おりますので 御了解いただきたいと思います

それでは、委員の質疑を求めます。

161ページですが、これは地域産業○水間委員

振興課ですね。この中ほどに中小商業活性化事

業費、先ほどの説明の中では元気な商店街をつ

くり、大型店に負けない商店街づくりをやらな

きゃいかんというようなことの予算の説明であ

りました。今、中心市街地、まちづくり三法が

改正されてから質問もさせていただいたんです

が、商店街の空洞化が広がっているこの状況の

中で、本当に大型店に負けない商店街づくりと

いうものをもう一回何か考えにゃいかんと思う

んですが、そこらあたり、ちょっと御説明いた

だけますか。

全国的な傾向なんで○工藤地域産業振興課長

すけど、やっぱり郊外に非常に快適な大型の

ショッピングセンターができると、そっちのほ

うに流れてしまいます。ただ、いろいろと繁盛

しているような商店街を研究してみますと、大

型店にないような店が頑張っているというか、

経営のやり方を少し変えたとか、時代に即した

とか、例えば、巣鴨の商店街なんかは歩いてい

る人ほとんどがおじいさん、おばあさんばっか

りで、すごい人出があるんですけど、そこは健

康食品とか、それから体形の崩れた人に合うよ

うな衣料品とか、そういうような品ぞろえをし

、ているから人が集まってくるわけでありまして

そううふうに、大型店にないような、それに、

ところどころにまんじゅう屋さんとか、しゃが

んで食べられるようないすとかが用意してあり

まして、ほかにも別のお客さんをターゲットに

したような商店街もあるんですけど、そういう

ふうに大型店と直接対決したら負けますから、

相手の弱いところをいろいろ研究を重ねてやれ

ば勝ち残っていけるんじゃないかなと。ただ、

商店街ですから、一応、連檐性がないとなかな

か買い物も不便なんで、店があってもそういう

店が連檐して並べるかどうかというところが一

番の課題ではないかと思います。

まさに今、お感じのとおりだと私○水間委員

も思うんですが、じゃ、県内を見て、各市の商
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店街の重立ったところの空き店舗率、これを見

ても30％あるところ、平均すると20％というよ

うな状況を聞きましたが、そこらあたりは県と

して把握の仕方というのは、重立った商店街と

いうことですが、小林で言えば商店街は６つで

すかね、一応商店街と称する流れになっている

んですね。しかし、重立ったというと２つぐら

いかなというような感じがするんですよ。そう

いう県内の商店街の空き店舗率、今おっしゃっ

た特別ここだけはほかとは違った商店街の店づ

くりをしているなという通りというのは確かに

あるんですが、今、課長が言うように商店街の

皆さん方に、それが本当にその話に行き着いて

いるのか、そういう説明あるいは勉強会という

ものが実際できているんでしょうかね。どうで

すか。

そういう意識の強い○工藤地域産業振興課長

ところはいろいろ勉強されているんですけど、

ほとんどあきらめに近いような状態のところも

、 、ありまして 国のほうも言っているんですけど

コンパクトなまちにしなきゃいかんと。ただコ

ンパクトなまちにするというのは、土地区画整

理事業とか、そういうふうな事業があって、そ

れで飛び換地で、大分廃れてしまったんですけ

ど、西都とか新富のように、もともと商店街で

なかったところを飛び換地で商業を続けたいと

いう人だけが寄り集まってくるというような手

法でないとなかなか難しいんで、ところが、商

店主の方も、農業者の方と同じように土地に執

着するんですよ。替え地でやればいいじゃない

ですかと私らが幾ら指導しても、先祖代々のと

ころで商売は続けたいんだということで、なか

なか難しいです。

店をきれいにしていくということ○水間委員

になると、やはり昔の地主さんがおられて、た

な子でちょっと動かしてくださいと言うと次を

貸してくれないから動かないんだというような

例は確かにあります。ただ、県の担当課として

もやられる話ですので、質問でもありました知

事のイラスト、今、元気のいい知事が自分のイ

ラストはどこで使ってもいいということとして

私はとりましたけれども、きのうもちょうど帰

るときに、銀行の前に来ましたら、銀行の前の

大きなチラシの中に知事のイラストが入ってい

るんですよ 「ああ、銀行もそういうことで知事。

を使っている」と。そういう意味では、商店街

でも知事とも連携をしながら、今、知事の名前

を使えばお客さんは寄るのが現状ですから、う

まくそこらあたりを利用という言葉がいいのか

どうか、ちょっと言い過ぎかもしれませんが、

お願いをしながら、大型店に頭から結局、もう

勝てないんだと、こういうことになっていく状

況というのは、大規模小売店舗立地法の規制緩

和をし過ぎたことが、今、小売店がなくなって

いる現状なんですよ。昔は隣近所に野菜屋さん

があったり肉屋さんがあったり、小売店があっ

て、そこで一つのまちの体系、横のつながりが

できておったんですが、それがなくなったと。

、それも一つのモータリゼーションといいますか

車社会になったことも事実ですけれども、今、

苦労しているのはそういう地域づくりをしなが

ら、商店街づくりをしながら、活性化を図ろう

という趣旨だろうと思いますから、ひとつ精力

的に各商店街を回って指導してください。お願

いします。

次に、169ページからその裏 「スポーツラン、

」 、 、ドみやざき全県展開推進事業 の中で 先ほど

、いろいろなスポーツ施設の改善・改修を含めて

ここでやられる流れというのはどうなんですか

ね。総体の予算が6,300万、今回の補正が3,700
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万、その6,300万ぐらいの予算ですべてスポーツ

ランド、全体で言うと140億も云々という効果を

、 。生みながら こういう事業費で足りるんですか

ちょっとそこを聞きたいんですか。

ここにありますよ○橋口観光・リゾート課長

うに、3,700万余の補正ということで計上してお

りますけれども、ここにあります今、おっしゃ

いました全県展開推進事業、これは、スポーツ

施設を全県下にこれから受け入れを広げていき

ましょうというときに、そこには施設のある一

定の改善なり改修が必要になってくる。基本的

には市町村みずからいろいろとやっていただく

わけですけれども、ここで補助していきましょ

うというのは、例えば、野球であれば防球ネッ

トとか風よけのネット、あるいはラバーフェン

スとか、バッティングゲージが古くなっている

とか、こういったことで必要になってくると。

そういうものを整備したり、あるいはサッカー

でありますならば、冬芝が必要になってまいる

かと思うんですけれども、こういったものの整

、 、備とか あるいは人工芝にしていきましょうと

陸上であれば全天候型のトラックにすると、こ

れは非常に経費的にもかかりますけれども、そ

ういったものが一応、私どものほうの考えてい

、る整備の対象というふうなことでございまして

市町村に対してその経費の２分の１以内を補助

していきましょうということでございます。

確かに、スポーツ施設の管理、ス○水間委員

ポーツ振興からいうと、県営スポーツ施設とし

て４億5,000万程度組んでありますね 今 スポー。 、

ツランドでこの施設整備にかかわる予算という

のは、非常にそういう意味ではありがたい予算

なんですよ 実は 私のいる小林もたった１レー。 、

ンしかできなかったですが、トラックをどうし

ても２レーン補修したいんだけれどもと言うけ

れども、予算的に無理だと。ですから、この事

業を引っかけたり、あるいは延岡の西階の球場

であったり、そういう意味ではこの事業の中で

うまく施設整備・改修ができているんですが、

ここらあたりがスポーツランドの中の予算とス

ポーツ振興課の中の予算ともうちょっと整合性

を持たせながら、商工観光労働部の中の一つの

予算として、もうちょっと思い切った予算要求

もいいんじゃないかと私は思っていますので、

そこらあたり、部長、どうなんでしょうね。い

きなり振りますが、そこらあたりの予算の要求

のあり方、せっかくスポーツランドでこれだけ

実績を上げている中で、ただ宮崎の中央だけの

施設じゃなくて、各市町村も施設を持っていま

すので、そういう改修・改善についてはもう

ちょっと予算要求もされていいんじゃないかと

思うんですが、いかがでしょうかね。

予算の要求関係はな○高山商工観光労働部長

かなか厳しいところがあるんですけど、できる

だけスポーツランドということで全県下いろん

なところでやっていただきたいということで、

私が来てから話をしているんですが、例えば、

市町村で確かにいい施設があるというところが

あるんですね。ところが、そこに何で誘致でき

ないのという話をすると、そこには宿泊施設が

ないからうまくできないんだと。でも隣の町に

あるんじゃないのとか、それでそこと連携して

できるのじゃないのかとか、そういったアイデ

アでやっていける部分も結構あると思いますの

で、そこ辺を各市町村とまた連携をしながら、

できるだけ誘致できるように頑張っていきたい

と思いますので、御理解いただきたいと思いま

す。

最後にもう一点お聞きします。174○水間委員

ページ 「技能継承・育成事業」の中で、県内に、



- 45 -

技能士会の組織、これはどの程度おられるんで

。 、すかね 非常に大事だなことだと思うんですが

そこらあたり、ちょっとお聞かせいただけませ

んか。

現在、宮崎県技能士会連合○西労働政策課長

会という技能士の会がつくっておりますが、25

職種で会員が1,929名おるところであります。技

能士につきましては、全部で137職種ありますけ

れども、全部の職種がこの連合会に入っている

わけではないということではあります。

137職種あるんですか。その重立っ○水間委員

たものを例で挙げていただけますか。

例えば、造園、畳、建築大○西労働政策課長

、 、 、 、 。工 建具 左官 印章 洋装その他であります

じゃ、この人たちの今おっしゃっ○水間委員

、 、た連合会に入っている25職種 1,929名でしたか

この技能の継承をさせるための若者への継承は

うまくいっているんですか。

技能士につきましては、先○西労働政策課長

ほど申し上げましたような職種で、従業員も少

ないとかいった小規模・零細業者が多いもんで

すから、なかなかその職種自身では若者を養成

できないという面が多々ありますので、技能士

会連合会にお願いしまして、この職種が協力し

ながら、いろんな若年者への技能継承等の事業

をやっているところでありまして、その事業を

私どものほうで委託しているということであり

ます。

最後にします。これは新規事業の○水間委員

中でも出てきていますよね 「チャレンジド就労。

サポート 、障がい児の皆さん方に就労の応援を」

したい、サポートする、そういう中でもこの技

能士のこういう方の会を通じながら、障がい児

、 、のサポート 就労支援をしていくということは

連携ができるんですか。それは障害福祉課です

か。

チャレンジドの件でご○金丸地域雇用対策監

ざいますが、これまで高等部の２年生から職業

指導をやっていたものを 中等部の１年からやっ、

ていくということで、早い段階から職業観の育

成を図っていこうというものでありまして、で

きるだけ地域の小さなところを、ここで書いて

います「ぷれジョブ」の対象、サポート企業と

して開拓をしてきたいというふうに思っており

ますので、今、委員がおっしゃったような技能

士の方のところも開拓の対象になっていくとい

うことで考えております。以上でございます。

ぜひ、お願いをいたしまして、終○水間委員

わります。

161ページ、地域産業振興課、前回○濵砂委員

もちょっと話を聞いたんですが、貿易促進

費8,620万2,000円ですが、この内訳、節を教え

てもらえませんか。

、○工藤地域産業振興課長 県産品輸出促進事業

海外交流駐在員設置事業が4,795万円、県産業貿

易振興協会機能強化事業2,024万1,000円、指導

推進費が366万円でございます。

海外交流駐在員の人件費は幾らに○濵砂委員

なっていますか。どことどこだったですかね。

台湾、中国の上海、○工藤地域産業振興課長

韓国のソウルです。人件費が台湾が210万円、中

国が236万8,000円、ソウルが1,604万9,000円で

す。

これは全部１人ずつですか。○濵砂委員

台湾はフルタイム○工藤地域産業振興課長

じゃなくて、非常勤みたいな感じの人です。上

海は２名、ソウルは３名でございます。

韓国のソウルが３名で1,6 0 4○濵砂委員

万9,000円、ですから年収550万ぐらいというと

ころでしょうかね。
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そうでございます。○工藤地域産業振興課長

前回もちょっと論議になったんで○濵砂委員

すよ。人件費等についてはちょっと高過ぎるん

じゃないかと。高いというのは人件費の問題で

すから、相手次第なんですが、この効果、18年

度効果と本年度効果はどのように見込まれてお

るのか、内容についてお願いします。

韓国のほうは、仕事○工藤地域産業振興課長

の内容が観光のほうが多いような感じになって

おります。中国のほうは、やっぱり観光客の誘

致が多いんですけれども、前年と比べてその観

光客数で言えばほとんど横ばいというような状

況です。そのほかにも物産輸出の関係の相談な

んかが多くなっております。台湾のほうも主に

は観光関係の仕事が多いんですけれども、観光

客数でいきますと成果としては伸びているよう

な状況にあります。

説明に「国際化に対応できる地場○濵砂委員

中小企業の育成及び貿易の振興並びに海外交流

駐在員の設置に要する経費」という項目なんで

すよ、だから話を聞いたんですけどね。人件費

はそれなりの人であれば少々高くてもやむを得

んだろうと思うんですが、ただ、ここに書いて

あるように宮崎県にどのような効果をもたらし

ておるのかということなんですわ。海外旅行者

の募集とか、ここに書いてあるのはそういうこ

とじゃないですね。

物産振興面で言いま○工藤地域産業振興課長

すと、中国の場合は、水産物関係のキーパーソ

ンの発掘とか、それのお手伝い、それから宮崎

の杉の輸出の現地の協力基盤の強化みたいな仕

事でございます。台湾のほうは、農産物の輸出

の手伝いとか、そちらのほうに進出を予定して

いる企業の相談とか、そのようなものをやって

おります。

実際に台湾と中国・上海、韓国・○濵砂委員

ソウルなんですが、宮崎県の例えば、材木とか

いろんな農産物とか、あるいは商工業品等々が

売れ行きが非常に伸びているとか、宮崎と関係

が非常に最近近くなったとかいう状況が見えま

すか。

物産関係でいきます○工藤地域産業振興課長

と、食料品関係の取引はだんだんふえていく傾

向にはございます。農産物じゃなくて加工品で

すけど。

それから、国内観光宣伝事業、新○濵砂委員

、「 」、規事業なんですが 長期滞在型観光促進事業

国内観光誘致宣伝を推進するために要する経費

ということで、平成19年度、7,000万円の予算が

組んであるんですが、主に内容はどういうこと

なんですかね。

国内観光宣伝事業○橋口観光・リゾート課長

としまして、国内向けに、いろんな形で全国的

に国内客の誘致を図るために、午前の話でも出

しておりましたけれども 例えば 北九州をメー、 、

ンターゲットとしました ぽかぽか！宮崎 キャ「 」

ンペーンをやるとか、そのほか、首都圏、関西

、圏の旅行会社に対しての商品化の働きかけとか

さまざまなキャンペーンをやっておりまして、

そういったものを全体としてそういう予算規模

になっているわけですけれども、ここで言いま

すのは、そういった中に、１つに今度、新規事

業で長期滞在型観光促進事業というものを1,300

万余で補正計上させていただいているというと

ころでございます。

つまり、今までの観光宣伝事業に○濵砂委員

今回は長期滞在型観光促進事業の宣伝も織り込

むという、その長期滞在型というのが新規事業

だということですか。

宣伝事業とはＰＲ○橋口観光・リゾート課長
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、経費だけを掲げている項目ではございませんで

そのほかいろいろあるんですけれども、今回の

場合のこの事業は、大きな世の中の流れで、こ

れからは体験・交流型の旅行になっていくと、

団体型から個人型、しかも周遊型から体験型と

か、そういう大きな流れの中でこういう長期滞

在型の観光というのをこれから宮崎県として進

めていく、そのための事業というふうなことで

新規に予算をこういう事業として組んでいるわ

けでございます。

先では移住をしてもらおうという○濵砂委員

ようなものも含めての長期滞在型、いわゆる宣

伝費用と。

こういう長期滞在○橋口観光・リゾート課長

型、この資料にも挙げておりますけれども、１

週間から１カ月というふうなことで、基本的に

は観光というふうなことで考えておりますが、

、 、そこでいろいろ体験いただいている中で ここ

なかなか住みやすいな、人柄もみんないいわ、

安全で安心だと、そういうことからずっと気に

入っていただいて、リピーターになっていただ

き、そしてまた重ねる中で二地域居住なり移住

につながっていくことは十分考えられる、そう

いう可能性も秘めているというふうに考えてお

ります。

もう一点 「自動車関連産業支援事○濵砂委員 、

業」についてですが 「北部九州取引開拓事業」、

（ ） 、というので ３ に書いてあるんですけれども

北部九州における企業情報の収集及び県内企業

の紹介を行うということで、自動車関連産業と

いうのは非常に雇用型が多い、いわゆるたくさ

んの雇用が見込まれるというようなことで、地

理的条件なり、人口条件等が非常に難しい話を

聞くんですけど、雇用型の関連企業というのが

本県に来れるような状況にあるんですかね。

この事業は、誘致で○工藤地域産業振興課長

はなくて、地場企業、県内に立地している企業

が北部九州で発展している自動車関連部品の仕

事をとりましょうという事業でございます。と

いうのが、現在、九州内での部品調達率が50％

なわけで、九州全体でこれを７割に引き上げま

しょうという事業に宮崎県も参加してやってい

こうということで、50から70に引き上げる

と4,000億ぐらいの市場ができるということであ

ります。それと、現在、北部九州で自動車が100

万台生産されているわけですけど これが平成20、

年になりますと150万台の生産量になると。それ

で部品市場がまた4,000億生まれるということ

で、非常においしい市場を指をくわえて見てい

るわけにはいかんというような事業でございま

す。

国内の大体生産台○矢野新産業支援課長

数、100万台から120万台ぐらいの自動車をやっ

ていますけれども、今、地域産業振興課長が申

し上げたとおり、今からの市場としては非常に

いいところでありますけれども、県内には自動

車関連産業が運輸業も入れて80社ぐらいござい

ます。運輸業等を除くと50社ぐらいということ

で聞いておりますけれども、これには誘致企業

等も含まれておりますが、今後の取り組みとし

ましては、最終製品をつくる工場の立地という

のは非常に難しいところがありますので、部品

の１次サプライヤー、２次サプライヤーとあり

ますが、２次サプライヤー、３次サプライヤー

に的を絞っていきたいということも考えておる

ところでございます。また、物流のジャストイ

、ンタイムで30分とか40分以内に納めてくれとか

デンソーとかに昨年秋に行きましたけど 大体40、

分以内に納めないとだめだとか、そういう話も

聞いております。ですから、宮崎県の地域実情
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をかんがみまして、２次サプライヤー、３次サ

プライヤーに的を絞りながら誘致等も進めてい

きたいと考えておるところです。以上です。

50％から70％に20％アップで4,000○濵砂委員

億円、宮崎県はどのぐらいねらっていますか。

なかなか距離的に遠○工藤地域産業振興課長

いということと、自動車産業というのは、まず

低コスト、短時間、高品質、この３つを持って

。おかないとなかなか取引をしていただけません

そういうことで、現在、工業統計で見ます

と、2007年で460億円ぐらい自動車関連部品の製

造をやっております。直接取引は無理なんで、

２次とか３次の部品屋さんと取引ができればい

いなということで、北部九州に１名、そういう

取引の開拓をする人をお願いしまして、それで

。情報を入れてもらうということにしております

20％で4,000億円ですから、５％で○濵砂委員

も1,000億円ですよ。宮崎県はこの20％のうちの

どのくらいを確保しようと思ってこの事業を出

されたんですかということなんです。

一応、目標は持って○工藤地域産業振興課長

おりませんが、もらえるだけいただこうという

ことでございます。

これだけの大きい事業ですから、○濵砂委員

支援事業という大きい項目でここに掲げておら

れますので、ぜひ目的を持ってひとつ頑張って

いただきますように。結構です。

訂正を、国内の生産台○矢野新産業支援課長

数を私、100万台と申しましたけど、一昨年

が1,050万台、昨年が1,200万台程度でございま

す。国内向けが約500万台ぐらいということでご

ざいます。失礼しました。

ほか、ありませんか。○横田委員長

今までるるお話を伺っていま○外山良治委員

して、どうもやる気というのがあるのかないの

か、ひょっとしたらと疑いたくなるような話が

非常に多いと。例えば、ここは新しい知事の基

本的なマニフェストを担っている部ですよね。

例えば、100社でもそうでしょう。１万人でもそ

うでしょう。５％、450万、500万、100万アップ

でもここの担当部でしょう。すべてここですか

ら、例えば、18年度の予算というのが449億、19

年度、今現在、補正を含めて426億ぐらいですか

ね 部長 増額ならいいですよ 減額でマニフェ。 、 。

ストが達成するのかどうか、これをまずお伺い

いたします。

、○高山商工観光労働部長 予算に関しましては

非常に厳しい財政状況の中で、いろいろ私ども

もアイデアを出して、そして企業さんとかの意

見もいろいろ聞いてつくり上げたものが現在の

予算でありまして、結果的に前年度よりも減っ

たということで御理解いただきたいということ

です。いずれにしても、目標を達成するために

は、我々も実際、汗を流していく、知恵を出し

ていくというのが非常に重要なところがありま

すので、そこ辺を精いっぱい頑張っていきたい

というふうに思っております。

であるならば具体的にお伺い○外山良治委員

いたしますが、例えば、県外観光客100万人アッ

プの４分の１ですから25万人ですよね。これは

大丈夫ですか。そのための予算でも大丈夫です

か。

大丈夫かというと非○高山商工観光労働部長

常に難しいところですけれども、精いっぱい頑

張っていきたいと思います。

わかりました。○外山良治委員

例えば、100社、１万人、25社、2,500人、大

丈夫ですか。

１万人という雇用、○高山商工観光労働部長

たしか２月に知事のほうが議会で答弁申し上げ
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たと思いますけれども、これは企業誘致だけで

達成できるものでは当然ありませんで、１次産

、 、 。業 ２次産業 ３次産業トータルだと思います

そのうちの企業誘致がどれぐらいというのは、

我々、ある程度目標で出したいと思いますけれ

ども、それ以外についてはなかなかカウントし

づらい部分があります。例えば、サービス業で

福祉関係もありますし、商工業はなかなかカウ

ントできない。例えば、イオンができれば何千

人とか、そういうのができるんでしょうけれど

も、そういったものもなかなかできないという

中で、我々が実地にできる企業誘致については

ある一定の目標は持って頑張っていきたいとい

うふうに思っております。

知事というのは話術にたけた○外山良治委員

方ですから、右でも左でも転ぶんですよ。例え

ば、誘致企業で１万人ということを聞いておっ

た。ところが、県内のプラスカウントだけは答

弁されると、今おっしゃったように。失業のマ

イナスはカウントしないと。こんな計算があり

ましょうか。世界的にないですよ。それはそれ

として、もうちょっと大丈夫だというような答

弁してもらわないと、聞いておってこの方々、

大丈夫なんだろうかと非常にいらいらします。

ですから、もうちょっと自信を持って、勇気を

出して、これは大丈夫だと、何かそんなことが

なければ、これではすべてマニフェスト、どこ

かへ飛んでしまうなと、そんな気がするんです

よ。自動車関連産業誘致にしても以前から言わ

れておりました。例えば、50％、70％、達成状

。 、況というのはそういう状況だと であるならば

どういった技術集積、習得をすればその部品と

いうものをいただけるのかと、そういった具体

的なことがありますか。

その事業につきまし○工藤地域産業振興課長

ては、162ページ、一番最後の自動車関連産業支

援事業 この支援事業の中に技術のアドバイザー、

という方を委託しまして、これは、ある企業が

進出したいんだと言っても、いろんな部品があ

りますから、その企業の人がこういうアドバイ

ザーを派遣してほしいと、そしたらそのアドバ

イザーを派遣して、そこの技術力をアップする

というのが１つと、単品だと北部九州に同じよ

うな企業がありますので、距離的・コスト的に

も負けてしまうんですよ。そのほかに、今度は

ねじだったらねじばっかりつくっているところ

だったら、そこにメッキして、それに何か関連

部品でもひっつければ付加価値が高くなります

ので、それをやるためには周りの同じような企

、業と連携してやらなきゃいけないということで

そういう連携事業にも取り組むことにしており

ます。

大分がマツダでしたか、福岡○外山良治委員

がトヨタ、熊本がホンダではなかったですか。

だから、今、３時間、４時間とおっしゃいまし

たから、例えば、北部九州だけではなくて、ト

ンネルを越えたら熊本でしょう。熊本だったら

３時間で優に行きますがな。何でここでホンダ

の話が出ないのかと。

自動車の話をしてい○工藤地域産業振興課長

たので、ホンダのほうは二輪車のバイクでござ

います。

誘致企業及び県内の企業育成、○外山良治委員

車であろうが単車であろうがどっちでもいいん

ですよ。だから、熊本なら熊本のホンダ、高速

道路を走れば２時間か３時間で行くと思います

から、宮崎県というのは当面、何も１名を北部

、 、九州に持っていかんで 熊本に持っていこうと

その何とか何とかアドバイザーというのをです

ね。そういうことを考えられんのですか。
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県内にもそういうア○工藤地域産業振興課長

ドバイザーを置いております。熊本には置いて

おりません。

だから、宮崎県でスケールデ○外山良治委員

、 、メリットがあると 福岡までは５時間かかって

とてもじゃないが部品調達、在庫を持たん

。 、と20～30年前から言われていますよ ですから

在庫を持たなくていい範囲であれば熊本が近い

ですよと、熊本にホンダ向けで部品調達が宮崎

県でできますと 高原かどこかで工業団地があっ、

たんじゃないですか。１回ちょっと行っただけ

ですが、あそこら辺に、例えば、ホンダ向けの

誘致企業ということで、何が不足して、何を準

、備すればホンダからの部品がいただけるのかと

そういった研究をされたことはないですか。

部品の調達につきま○工藤地域産業振興課長

しては、佐土原にホンダロックという関連企業

がありますので、その人たちと一緒に近いうち

にこっちの企業のほうには訪問することにして

おります。

そういう話をしていただけれ○外山良治委員

ばいいんですが、正直言って、何かやばいなと

いう気がいたします。もっと気合いを入れてく

ださいよ。

それから もう一点は 障がい児者就労サポー、 、

ト事業ということなんですが、私は以前から申

し上げているように、もう職能訓練というのは

だめ。やっぱり職業訓練ですよ。１カ月、２カ

月で仲よしこよしをやってみようといったって

続きません。何回も言っている。九州では障害

者職業訓練校というのが福岡と鹿児島にありま

すわ。だから、例えば、延岡なら延岡に、あい

ているのは西高ですか、あそこに、例えば大分

県と熊本県と宮崎県で、その３県は職業訓練校

がありませんから、３県で広域行政ということ

で職業訓練校ぐらいつくって、もうちょっとそ

ういった前向きな、今からの技術というのは中

途半端な技術はだめ しっかりとした技術を持っ。

て、社会も来てくださいというような感じでな

ければ一向にだめですよ、今からは。労働政策

課長、このことは以前から申し上げていると思

。 。います 56年ごろから私はずっと言っています

例えば、宮崎県で過去５年間、単年度で何人ぐ

らい職業訓練校に行っていますか。教えてくだ

さい。

県外校のことですね。19年度○西労働政策課長

は16名、県外校に行っております。18年度が９

名、17年度が23名、16年度が18名、15年度が26

名、最近ではこういった数字であります。

どこの県に行っておられます○外山良治委員

か。

19年度が東京校に１人、福○西労働政策課長

岡校に３人 鹿児島に12名であります 前年の18、 。

年度が鹿児島に９名、鹿児島だけです。17年度

が中央に１名、吉備に１名、福岡に11名、鹿児

島に20名の23名。

そういう状況でしょう。今で○外山良治委員

もそういう状況。それが県内にできてごらんな

さい。30名、40名、すぐ集まりますよ。そうい

、 。うことがわかっておりながら 一向に動かない

西都の技術専門学校、予算が幾らでしたか、教

えてください。

予算でしょうか。建設費で○西労働政策課長

しょうか。

建設費。○外山良治委員

建築費関係が、建物が36○西労働政策課長

億9,000万円でございます。

その他を入れると、たしか、○外山良治委員

私の記憶では38億9,000万だったと思いますよ。

。 、それはそれでいいです 定数に対して充足人数
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何人ですか。

19年度が定員80名に対しま○西労働政策課長

して、72名の入校であります。

例えば、そういったところに○外山良治委員

当時はだれもそういったことは考えなかったと

いうことだと思いますけど、障がい者職業訓練

校をつくってごらんなさい。どれだけの波及効

果、後年度負担というのが軽減されるか、そう

いう政策立案能力を疑いますよ。ですから、今

後、西都なら西都の技術専門校の横にでも職業

訓練校を再度つくっていただいて、例えば、精

神障がい者でも社会的入院というのが1,050人で

すかね、身体障害者だけでも年間に4,700人、知

的障がい者だけでも422名、毎年誕生するわけで

すよ。そういった方々の職業訓練、職業という

ものをどうやってあなた方が真剣に考えるか、

これはやっぱりもうちょっと考えてもらわんと

いかんですよ。以上です。答弁はいいです。

何点かあります。御質問させてい○武井委員

ただきます。

まず、企業立地推進補助金の件でございます

が、知事の大きな公約の一つでもございます。

非常に大きな予算もついておるんですが、事業

概要のほうを見ましても、これが例えば全国で

宮崎県だけがこういう施策をやっているのであ

れば、非常にこれはすごいと言いたいところな

んですが、全国どの県でも多かれ少なかれ似た

ようなことをしていると。例えば、長崎なんか

は光ファイバーを全部整備して、レオパレスの

コールセンターを壱岐島に持ってくるとかいろ

んなことをしているんですけれども、この事業

概要の中で、例えば、これだけのお金を使うわ

けですから、宮崎県が他県にないオリジナリ

ティーとしてこういうことを実施していこうと

かいうものがあればお聞かせいただきたいと思

います。

オリジナルというものは○森企業立地対策監

特段ございませんけれども、宮崎県の特性を生

かした誘致ということを今後、心がけていきた

いと思っております。企業が求める立地条件、

一般的に申しますと、広くてまとまった土地が

手に入るかどうか、インフラが整っているかど

うか、人材が確保しやすいかというふうな一般

的な条件がございますので、進出を希望される

企業様のニーズに応じたものが私どもとして提

供できるような、なるだけそういうものにマッ

チングできるようなものを提案していくという

ようなことで、今後、企業誘致のほうに当たっ

ていきたいと思います。

それから、もう一点は、いわゆる人材でござ

、 、 、いますけれども 中京地区につきましては 今

有効求人倍率が2.0倍前後というふうなことで、

それから北部九州でも1.0というふうな高い倍率

になっております。そういう中で本県は0.67と

いうふうな状況でございますので、その人材を

生かしながら企業誘致に努めてまいりたいとい

うふうに考えております。

それでコールセンターの人材の育○武井委員

成などというようなこともまた挙がっているん

だろうと思うんですけれども、やはり他県にな

い、できるだけオリジナルな新しい企画がなけ

れば、地理的には非常にハンディキャップもあ

るわけですし、例えば通信面でも沖縄等と比べ

ればいろんな補助があるわけでもありませんか

ら、宮崎モデルみたいなものをぜひ考えていた

だければと思っております。

次でございますが、観光のほうに移らせてい

ただきます。観光のほうは、県民総力戦という

ことが知事の公約でもありますし、色濃く反映

しているなと思っておりまして、私も個人が活
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躍できるというのは非常に大事なことだと思い

ますので 非常に新しい企画 うれしいなと思っ、 、

ているんですが、まず、観光振興応援事業につ

きましてお伺いをいたしますが、基本的にはソ

フト事業において観光団体、ＮＰＯ法人、地域

づくり等に対して補助金を出していくというこ

となんですが、私、本会議でも質問させていた

だいたんですが、非常にリゾート基金とよく似

ていると思うんですね。リゾート基金も今はこ

ういう使い方をしますということでしたので、

その意味で整合性というものと、リゾート基金

とはこれが違うみたいなものがあればお聞かせ

をいただきたいと思うんですが。

リゾート基金事業○橋口観光・リゾート課長

との類似性というようなことでございますけれ

ども、リゾート振興基金、そもそもは救済型の

基金でございましたけれども、その後は検討委

員会がございまして、６つのメニューが追加さ

れて、救済以外の市町村が連携して行うような

広域的な連携事業とか、そういったものを中心

に現在、基金については活用されているという

ことでございまして、観光応援事業のほうは、

逆にそういうものとは違った、先ほどもちらっ

と説明させていただきましたけれども、旅行と

いうのが大きく団体型から個人型とか 周遊型・、

物見遊山型から体験型・交流型にシフトしてき

ていると、大きなそれが観光ニーズの変化だと

思いますけれども、こういったものに対応する

形で、地域の観光地づくりというのはそういう

ふうにあっていかないとこれからは対応できて

いかないということでございますので、それに

対応する形でそれぞれの地域の小さな地域で、

それこそ体験型といいますと、例えば、物づく

り体験とか、あるいは食体験とか、そういうも

のでありましても、そこの地域とのつながりと

いうのは非常に関連が出てまいります そういっ。

たものを生かしたいろんな観光地づくりの取り

、 、 、組み 抽象的で申しわけありませんが 例えば

近くに森林があって、その森林浴なんかとか、

あるいは温泉があって温泉を活用したような観

光地づくりを近辺でやっていきたいとか、取り

組んでいきたい、そういう開発をしていきたい

というときの取り組み、いろいろと協議会をつ

くったりしていく取り組みとか、あるいはそれ

ぞれの地域特性に応じた新しい観光づくりの組

織づくりといいますか 何かやる気を持ってやっ、

ていく、そういった主体的な取り組みについて

支援していきましょうというところでございま

す。

すみません、わかったようなわか○武井委員

らないようなというところがあるんですが、資

、料を持ってきていないので正式名称はちょっと

今、リゾート基金ですと、北霧島、霧島の小林

とか、広域連携のものを小林、えびののほうで

されたりとかしていまして、まさに、それが地

域の資源を発掘してそういう協議会をつくって

というようなことで立ち上げてやっていらっ

しゃると。この前の答弁等でも今後はそういう

ものに使っていくということでしたので、その

意味では、今のお話を聞いて、逆にそれであれ

ばいよいよ変わらないんではないかなと思うん

ですが、それであれば何らかの形で統合して対

、 、応するとかということもあるでしょうし もし

それがそういう趣旨であれば、じゃ、両方とれ

てしまうということになってもまたいけないと

思うんですけれども いかがでしょうかね やっ、 。

ぱり非常に似通っているように思うんですが。

基本的には、応援○橋口観光・リゾート課長

事業につきましては、その支援の事業自体が市

町村を対象にしたものではなくて、あくまでも
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、 、その地域の観光団体であるとか ＮＰＯだとか

、 、ボランティアだとか あるいは個人であるとか

そういったところでの取り組みを支援していく

ものというふうなものでございます。もう一方

の、リゾート基金のほうの事業といいますと、

今度はもっと枠組みのずっと大きな、ほかの市

町村とも連携した広域的な取り組みについて支

。援をしていくというふうなところでございます

わかりました。これも初めての事○武井委員

業ですから まだ具体的にどういうものをイメー、

ジしてというところまでいかれていないのかも

しれませんけれども、今でなくても結構ですか

ら、昨年の例えばこういう事例であれば適用で

きるとか、その辺を少しイメージ等、また教え

ていただければと思います。

それから、もう一点観光でございますが、観

光塾事業とか、これは非常にいいことだと思っ

ているんですが、新しいものについて県民総力

戦、観光振興というところがあるんですけれど

も、今、観光業務は既存の事業者が厳しい状況

でございまして、大淀河畔なんかを見ていただ

ければよくおわかりいただける状況だと思いま

す。神田橋さんみたいに100年超えたところが立

。ち行かなくなるというような現状でございます

これ、シーガイアさんが非常に安くされている

とか、新しい形のフロントに人がいないような

ホテルができてとか、いろんな要因があると思

うんですが、県民の皆さんと総力戦ということ

も非常に大事なんですが、一方では、既存の観

光事業者が立ち行かないような状況になってい

るということで、これは金融面も含めてという

ことになるのかもしれませんけれども、既存の

事業者等の支援とか対策ということについて、

お考えがあればお聞かせいただきたいと思いま

す。

19年度の事業の範○橋口観光・リゾート課長

囲内では、旅館とかホテル業に対する直接的な

支援というものは全く予定しておりません。む

しろ、そういったものも活用できるようなメ

ニューとか、そういったものを県としてはさま

ざまな形で地域と一緒になって開発して、そう

いったものを旅館とかホテルとかがいろいろ活

用していただいて、その事業の収益に使ってい

ただければというふうなことで施策化しておる

ところでございます。

わかりました。もちろん、これは○武井委員

基本的には既存事業者の経営努力というところ

も多いと思うんですけれども、そこはぜひ御認

識をいただければと思います。

次でございます。順番が逆になりまして申し

わけないんですけれども、地域産業振興課、県

産品の販路拡大推進事業の件でございます。こ

れはここの委員会でも前回も含めて何度も出ま

したけれども、粗悪品とか、そういうもの、い

わば宮崎のブランドイメージ、県産品というも

ののイメージ等をよろしくなくするものという

のが大いにあると思うんですけど、そういうも

のの対策について、こちらのほうで何か対策が

盛り込まれているのかということについてお伺

いをしたいと思います。

粗悪品といったら、○工藤地域産業振興課長

県外に持っていったときにイメージを落とすと

いうようなことではないかなと思うんですが、

特産品ＰＲ展開支援事業といいますのは、お菓

子の組合とか何とか組合とか、そういう業種で

展示会に出展したり どうしたら売れるんでしょ、

うかというようなコンサルをやるやつでござい

ます。そのほかにも、ここには載っていません

が、業者からの希望によりまして、どうしたら

品質がよくなるでしょうかとか、売れるでしょ
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うかとか、デザイン的にはどうでしょうかとか

いう、アドバイザーを派遣して相談に乗る事業

がありますが、粗悪品を積極的に見詰めて摘発

するというような事業は持ってはおりません。

今、宮崎がこれだけブームになっ○武井委員

ていまして、似顔絵の件も議会でも出たぐらい

ですから、非常に重要だと思いますので、ぜひ

それは何らかの形で、やっぱり宮崎産でないも

のが宮崎産だったり、知事の似顔絵がついてい

ればほぼ宮崎産のように見えるような状況で物

が売られているという現状は、それは御認識の

とおりだと思いますので、それについては何ら

かの形での対応というのをお願いしたいと思い

ます。

私どもが言っている○工藤地域産業振興課長

県産品は、県外でつくられていても、県内の産

品を使っていれば県産品、それから、県外の原

料を使っていて宮崎でつくっていれば県産品と

いう定義でございます。そうしないと、焼酎が

芋焼酎を除いて全然県産品ではなくなってしま

うんで。ほとんど中国のソバとか麦とかでもっ

、て麦焼酎とかそば焼酎とかつくっていますから

県内企業がつくるのは全部県産品という定義に

しております。

その辺はわかっておるつもりなん○武井委員

ですけれども、ですから、私も議場で出したん

ですけれども、例えばもろもろのお菓子なんか

、 、でもそうですけれども 県内でつくったものが

一応、空港ではちょろっと売ってあったりして

も、実質、県外で売られているとか、実際に鶏

の品質の問題でもそうですけれども、今、非常

に物が売れている段階だからこそ、対応してお

くべきことがあると思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。

とりあえず以上で結構でございます。

先ほど、観光振興応援事業のイ○横田委員長

メージということを言われましたけど、個人的

に聞かれるということでいいんですかね。

そうですね。また後でいいです。○武井委員

、 、○蓬原委員 中小企業融資制度貸付金 この前

本会議で災害時安心基金でしたかね、あれに関

、連して県境はどうなるんだというようなことで

。 、うちの中野一則議員からありました その中の

、 、似たようなことだと思うんですが この貸付金

県内で災害救助法を適用する災害が発生した場

合の特例措置ということなんですが、これは同

じようなことなんですかね。

例えば、台風が中山間地○古賀経営金融課長

域を通りましたと、中山間地域につきましては

災害救助法の適用を受けるような被害を受けま

したと、しかし、沿海部については、そういっ

た適用を受けるような市町村は出てきませんで

したと、しかし、ここの商店にとってみたら、

例えば200万円以上の損害が出てきました、売り

上げが落ちましたというのが出てまいります。

そうした場合には、中山間地域で災害救助法の

適用があれば、例えばその適用のない市町村で

事業を営んでいらっしゃっても、その特例措置

。は適用できるようにしましょうというものです

そしたら、台風には県境はないわ○蓬原委員

けですから、鹿児島のほうからずっと来ること

だってあるわけですね。例えば曽於市で災害救

助法が適用されたと、お隣の都城ではたまたま

、条件がよくて戸数とかの関係でならんかったと

同じ台風ですよね、それぐらいの規模が通った

ということですから、僕はこれには中野議員の

意見は正しいなと思ったんですが、自然災害に

は県境はないんですよ。だったら隣接というこ

とでもうちょっと広くとらえていいんじゃない

かなというふうな思いがするんですが、いかが
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ですか。地震だって同じだと思うんですよ。

まさに委員お尋ねのとお○古賀経営金融課長

りで、また、そういった疑問も当然おわきにな

るだろうと思います。ただ、この制度につきま

しては、県の制度資金と、それと信用保証とい

うのがかかってまいりますので、これは県の保

証協会とタイアップしてやっているということ

でございますので、現在のところそういった整

理をさせていただいております。仮に、そのよ

うな事態が将来想定された時点においては、さ

らにその時点で勉強させていただきたいと思い

ます。

前もって勉強しておかないと、起○蓬原委員

きてからではまた事後処理になって、前もって

想定せにゃいかんわけですよ。十分想定できま

すよね。台風はきょうは宮崎だけに行こうとか

は来ないわけですから、必ずお隣を通ってくる

わけですよ。九州を総なめにしていくわけです

から。だから、今のうちに僕は勉強しておった

ほうがいいと思うんですよ。

なお、この特例措置につ○古賀経営金融課長

、 、 、 、きましては 例えば きょう 被害を受けたと

そうしましたら、きょう、災害救助法が適用に

なるということは多分考えられません。ですか

ら、この特例措置は事後的に、逆に申し上げれ

。ば遡及的に適用できるという制度でございます

ですから、もし、そういった部分があればそう

いった格好での検討というのが必要だろうと思

います。

では、発生してからでも勉強する○蓬原委員

時間は十分あるから遡及できるというわけです

ね。

それと 「ヤングＪＯＢサポートみやざき機能、

」、 、強化事業 県北のサテライトということですが

県南、県西等にはこういうサテライトは既にあ

るから県北だけなんですか。それとも、県北が

なぜか未就労の若い人が多いから県北なんで

しょうかね。夕暮れ等々の発言とも何か関係が

あるんでしょうか、教えてください。

ヤングＪＯＢサポート○金丸地域雇用対策監

みやざきのサテライトの件でございますが、委

員の都城のほうからそういうことが出てくるだ

ろうなということは覚悟しておりました。17年

、５月にカリーノ宮崎の８階に設置いたしまして

全県下から御利用いただいております。延岡、

都城、日南につきましては、月に１回の出張相

談でこれまで対応をしてきたところでございま

す。今回、予算の制約がありまして、どこか１

カ所となりましたときに、一番遠いところ、県

北にサテライトを設置したいということで予算

、を上げさせていただいたところでございまして

それともう一つは、県北地区が４月の有効求人

倍率でいったときに0.49、都城は0.61、相変わ

らず県北地区が非常に有効求人倍率が低いとい

うようなこともありまして、県北地区にサテラ

イトを設置し、当面、都城、日南については出

張相談で対応したいということで提案をさせて

いただいたところでありまして、当然、内部で

の議論でも何で都城につくらんとかというのは

ございましたので、そこは今後の研究課題とい

うことにさせていただきたいというふうに思っ

ております。

あと１点だけ、みやざきフラワー○蓬原委員

フェスタ、これ、入場者が80何万とかいう数字

がありましたが、男性と女性というのはどっち

が多いんでしょうかね。私は女性かなと思った

けど。大ざっぱで結構です。

男女数については○橋口観光・リゾート課長

把握しておりませんが、割合的には、感じとし

。て女性のほうが多いんではないかということで
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今、県庁見学ツアー、議会の３階○蓬原委員

から見ていますと、どちらかといえばやっぱり

女性が多いなと見ているんですよ。それで 「花、

の女王」というのがありますよね。なぜ女性か

なと。もうそろそろ発想の転換を図らにゃいか

んわけですから、私はさっきから考えたんです

けど、おばちゃまが多いわけですよね。ヨン様

と一緒ですわ。あの東様も一緒なんですよ。お

。 、ばちゃまたちの熱気がすごいんですよ だから

「花の貴公子コンテスト」等をやって、今、イ

ケメンがどうかとか、議会でもイケメンがいい

成績で通るという時代のようですから 「花の貴、

公子コンテスト」をやって、今度は女性じゃな

くて、格好いい男の子３人がいろんなＰＲに歩

くというのも僕は発想の転換だと思いますが、

課長、どうですか。

男性でも県庁ツ○橋口観光・リゾート課長

アーで有名になったうちの担当の主幹がおりま

すけれども、いろいろそのあたりは、これまで

「花の女王」ということで来ておりますので、

それをすぐにするということはないかと思いま

すけれども、そういった全体的なまた流れも見

、 、 、ながら そういう御意見も踏まえながら 今後

適切に対応していきたいなというふうに思って

、 。おりますので 御理解いただきたいと思います

知事のブログでえらい「アメージ○蓬原委員

ング」というのが出てくるもんですから、ひと

つアメージングをよろしくお願いを申し上げま

す。以上です。

部長はあと何年そこに座っておる○萩原委員

わけですかね。部長の任期、一応、予定は。

私が今、57でござい○高山商工観光労働部長

ますから、定年までは３年ございますが、ここ

におるかどうかは、あした、ひょっとしたら首

になることもありましょうし、ちょっと申し上

げられません。申しわけありません。

それでは久しぶりに長く今から務○萩原委員

める部長なんですよね。先ほどから中心市街地

の話、水間委員からも出ましたけれども、農業

だけが後継者不足じゃないんですよ。商店街も

後継者不足なんです。なぜ後継者不足かという

と、結局、もうからんから後継者が育たんわけ

です。私は都城ですけど、空き店舗をずっと調

べてみると、ほとんど私は同じ町内におりまし

たからわかっていますけれども、営業不振で店

を、シャッターを閉めたというのは意外と少な

いんですよ。年齢が70近くになったから、息子

も帰ってこないし、ここら辺でいいぐあいに潮

を引いてやめようと、それでシャッターを閉め

た。ところが借り手がいない。それまではいい

んですよ みんな営業不振で店を閉めた シャッ。 、

ターを閉めたと言うけれども、意外とそうじゃ

ないんです。確かに、営業不振だから、営業が

よろしくないから、後継者がいないから、結局

は閉めざるを得なかったというのが真実かもし

れないけれども、結局はもう高齢なんですよ。

後継者不足でどうしても商売をやっていくには

。大変だということで閉めたというのが実態です

そこで、よくちまたで商店街の皆さんが言う

のは、町なか、中心部の人たちは固定資産税を

払うのが一番大きいと。その割には、行政とい

、 、うのは縦割りだから きょうもいろんな予算が

、外山委員みたいにきついことは言いませんけど

やる気はあるのかないのかと、そこまでは言わ

んけれども、縦割りですから、組織上、ちまち

まちまちました予算しかやらざるを得ないのか

なと。私は今、部長の任期はあと何年あるかと

聞いたのは、市街地再生プロジェクトチームみ

たいなのを、幸いに次長が今の県土整備部、前

の土木部の管理課長だったわけですから、そう



- 57 -

いうところと一緒に組んでソフトとハードの両

、 、面で まちづくりというのは本来どうなのかと

商店街の振興開発はどうなのかということを、

もうちょっと大きい視野で取り組んでほしいな

と思うんですよ。そうでないと、いろんな法律

に基づいた、あるいは今まで継承した予算をつ

けることだけで委員会をやっておったんでは、

本当に商店街の活性化なんていうのは、あの大

店法の改正以来約10年ですよ。イオンを初めと

した大型ショッピングセンターがアメーバのよ

うに広がっていったのは。

結局、中心街が一番大変だということで、今

度は宮崎が結局、大型駐車場をつくりましたよ

ね。都城は幸いなことに、区画整理と並行して

、 「 」いきましたから 市といわゆる 街づくり会社

、というのをつくって駐車場をつくりましたけど

そういうふうにして大きなプロジェクトチーム

というのを商工観光労働部が音頭をとってやら

、 、ないと 各市町村ではとてもじゃないけれども

やれない。商工会議所に任したって、とても商

工会議所なんていうのもやれないですよ。商工

会議所会頭なんていうのは、御存じのとおり、

給料をもらっているわけじゃない。会頭をすれ

ばこそ金をたくさん出さなきゃいけないのが商

工会議所の役員ですから。だから、そういうこ

とを考えると、中心市街地はどこのまちに行っ

てもそのまちの顔ですからね。商工観光労働部

長が音頭をとって、県の縦割りを、横の連携を

とったり、あるいは各市町村のトップの人たち

と何か話し合うようなプロジェクトチームをつ

、 、くって 10カ年計画ぐらいでやっていかないと

町なかはとてもじゃないけれども、よみがえら

ないということを感じるんですが、そこ辺の決

、 、意 今言って決意を聞くのも大変でしょうから

考え方をちょっと聞いてみたんですよ。

商店街が活気がない○高山商工観光労働部長

ということ、例えば夜、宮崎市、帰るときに８

時を過ぎますと商店、結構閉まっているところ

が多かったりということで、確かに、元気がな

いと、もうちょっと夜遅くまで電気がついてお

ると非常に歩くほうも楽しいなという感じがす

るんですが、宮崎市がことし、中心市街地活性

化基本計画をつくられましたね。これが恐らく

同じような発想でつくられたと思うんです。今

回も町なかを活性化するように、例えば、商店

街の方が商店街に住むようにとか、そういった

考え方がいろいろ盛り込まれているような感じ

がします。そういった意味で、地域の方がまず

自分たちでどうしようかというのを、例えば商

工会議所なり市町村なり一緒に考えていくとい

うのがまず１つのスタンスと。それに、基本計

画策定なんかでも、県庁内に審議会とかつくっ

ていろいろ意見を述べたりさせていただきまし

たけれども、そういった形で、まずは自分とこ

ろでどうしようというのを考えて、そのときに

県もいろいろ意見を交換していくと、これが非

常に大事かなというふうに思っています。だか

ら、それに関しては、私どもも積極的にやって

いきたいと思いますので、ぜひ、そういった動

きが各地域に出ることを非常に望んでいるとい

う感じがいたします。

これは予算に直接関係ない話です○萩原委員

けど また都城の話をちょっとしますけど ちょ、 、

うど中心街は上町、中町、牟田町、この３つが

１つの商店街を形成しておるわけです。この中

で、今、たまたま御池都城の県道の拡張の話で

よくまちの熟度が足らないとか、地元の研修を

してほしいとか、いろいろ言うんですよ。とこ

ろが、商店街が毎月会議をしたんです。そのた

びに僕は行ったんですよ。ところが、自分が金
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を出してやるわけでないのに、あれをせよ、こ

れをせよ、こういうのをつくってくれなんて言

えないというわけですよ。よく考えたらそうで

しょう。道路を拡張してこっちに公園をつくっ

ていただいて、こっちにちょっと水辺をつくっ

ていただいてと、そのたびに県とか市の土木部

やら来ただろうけれども、とてもそういう金は

ありませんよと、こうなったら、話は何もかに

。 、も御破算になってしまうわけですね ですから

、地元の皆さんが頑張ってほしいと言うけれども

地元が頑張るといったって、同業者同士という

のは余り仲はよくないんですよ 靴屋さんがあっ。

て、200メートルぐらい先の靴屋さんとはふだん

物も言わないですから。そういうものなんです

。 、 、 、よ だから そう簡単には商店街が どこかが

だれかが、公的な部分が音頭をとらないとなか

なかまちの中は発展しない。というのは、だれ

かがやり出すと、何でもそうですけど、お祭り

でもそうですが、ばかが３人おれば大体成功す

るというんですが、そのばかになり切るには、

結局、小さな店をしていると、日夜出なきゃい

けないでしょう、店を閉めて出なきゃいけない

んで、なかなか大変なんです。

その辺のところも考えると、これからのまち

の中の再生というのは、よほど腰を据えて、縦

、 、割りじゃなくて 横の連携をよほどとらないと

小さい金をちまちまちまちま出しながらやって

いくようなことになってしまうんじゃないかな

と思うんですよね。ですから、区画整理とか何

とかあれば別ですけど、その辺の話を一回、今

の返事はいただかなくていいんですが、ひとつ

じっくり中心街の活性化、再生はどうしたらい

いのかというのをいろいろと考えていただきた

いなと思います。以上です。

ほか、ありませんか。○横田委員長

すみません。ちょっと１点だけ、○水間委員

企業立地促進補助金20億2,000万、これの積算の

内訳を教えていただけますか。

内訳につきましては、過○森企業立地対策監

去に誘致した企業に対しまして、19年度に支払

う予定の金額でございまして、具体的には、平

成14年度から18年度にかけましての40件分で積

算をしております。

じゃ、それの資料を下さい。計算○水間委員

上どうなっているか、後で資料で説明してくだ

さい。

わかりました。○森企業立地対策監

それは委員全員に。○横田委員長

それがいいでしょう。○水間委員

それでは委員全員に配付してい○横田委員長

ただけますか。

はい。○森企業立地対策監

資料を後で委員の皆○高山商工観光労働部長

様にお配りするということでよろしいんでしょ

うか。

後日ということでいいですか。○横田委員長

例えば、委員会での資料請求○外山良治委員

というものは、委員長が諮っていただいて、全

員に配付をしていただくと、先ほど諮られまし

たよね。そういうことであれば委員会で配付を

すると。配付をした上で、そこで質疑というも

のをしなければ意味がないと思うんですよ。で

すから、そういった諮り方をしていただきたい

と思います。

暫時休憩いたします。○横田委員長

午後４時７分休憩

午後4時12分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

ここで委員の皆さんにお諮りしますけど、本
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日の日程は４時までということになっておりま

すが、時間が過ぎております。このまま続行し

てよろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにさせてい○横田委員長

ただきます。

それでは、先ほどの企業○森企業立地対策監

立地促進補助金20億2,000万円の予算の内訳でご

。 、ざいます 企業立地促進補助金につきましては

、 。これは 清算払いということになっております

立地調印の時点では、進出計画をいただきまし

て調印をいたします。それで立地企業というこ

とで認定をいたします。その後に誘致企業は工

場を建て、それから人を雇っていくと、その後

に製造業の場合ですと３年以内もしくは５年以

内に補助金を申請してくださいよというような

仕組みになっておりますので、それに対して清

算払いというようなことで補助金を出しており

ます。したがいまして、平成19年度に補助金の

申請が予定されているものがこの40件というこ

とで御理解をいただけたらと思います。

補助金要綱をちょっと見てくださ○水間委員

い。あなたが今、おっしゃる３年以内ないしは

５年以内の申請があれば、企業立地促進補助金

を支給できるんだという補助金要綱か何かある

んじゃないですか。

申しわけございません。○森企業立地対策監

今、手元にはございません。

清算払いというので今、聞いて○水間委員

ちょっとびっくりしたんだけれども、ここでな

ぜ企業立地促進補助金が14年から遡及してこう

いうことになって、いきなりここでこの40件を

、 。出してきたという その根拠をお示しください

まず、補助金の支給につ○森企業立地対策監

きましては、進出当時は計画でございます。補

助金交付要綱に定めました 例えば新規雇用の10、

人以上、これを雇っていただけるかどうかとい

。 、うのも実際やってみないとわからない しかも

工場のほうも実際つくっていただいて、事業が

うまくいくかどうかというのもやってみないと

わからないということでございますので、その

状況を見た上で、先ほどお話ししました年数内

、に企業のほうから補助金の申請があったときに

私ども、検査をいたしまして、それに基づいて

補助金を支払うという制度でございます。

委員長にお願いしますが、補助金○水間委員

交付要綱、また資料をいただきたい。

それともう一点、情報通信サービスの通信回

線の使用料、すべてこの情報サービス業になっ

ているのは、通信回線料ですか。

情報サービス業につきま○森企業立地対策監

しては、雇用割、投資割、通信回線の補助、そ

ういったものの補助制度になっております。必

ずしも通信回線だけとは限っておりません。

通信回線の使用料を払わなきゃな○水間委員

らない補助をする企業はどことどこですか。わ

かりませんか。情報サービス業のうち、通信回

線の使用料という補助金になったもの。

これはあくまでも予定の○森企業立地対策監

企業でございまして、この企業から補助金の申

請があったときに、その内容が適正かどうかを

見て補助すると。ですから、その中にうちの企

業は通信回線を使いました、つきましては、県

の規定に従ってこれこれの補助金を申請をした

いというふうな場合についてお支払いをすると

いうことになります。

それが結局、平成14年２社、15年○水間委員

が情報通信で１社、16年が５社ありますね。３

年前、18、17、16ぐらいまではまあまあわかる

、 、としても その前の使用料までを後で申請して
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そしたら認めないこともあるんですか。

情報通信費の補助につき○森企業立地対策監

ましては、３年間にわたって毎回支給すること

ができるということになっております。ですか

ら、その都度、請求があればその分については

お支払いできるという内容になっております。

じゃ、平成14年度、15年度はどう○水間委員

なるんですか。

補助金のお話ししました○森企業立地対策監

３年、５年という基準でございますけれども、

。操業開始日というのを基準にいたしております

例えば、立地協定をいたしまして、１年あるい

は１年半後に工場を稼動させますというふうな

内容になりますと、そこから起算をいたしまし

て、その工場が順調に稼動すると工場側が認め

た日、その辺が操業開始日というふうに呼んで

おりますけれども、それを基準にして積算をし

ております。したがいまして、こういうふうな

３年とか４年後に補助金が申請をされるという

ケースが出てくるということでございます。

例えば、14年度にハウ○矢野新産業振興課長

コムを誘致しておりますが、調印式は14年であ

りました。最初は要件の５人に満たない数であ

りました。要件を満たすのは５人以上なんです

けれども、この企業は今、50人ぐらいになって

います。５年以内に要件を満たした状態にして

いただくという状況になった場合にお支払いし

ますので、ハウコムの場合は14年度に調印式を

しましたが、17、18、19でお支払いするという

ようなことで考えております。

これは私、ちょっと認識不足だっ○水間委員

たのかもしれませんが、企業を立地させるため

の促進補助金、考え方としては、今から来る企

業に対して、これは先ほど言う上限の50億を今

度つくりましたよね。来る企業のために制度を

。利用してということを私は考えていたんですよ

今の話を聞くと、企業が来た３年から５年前の

やつを今、積算して、申請して、その分の補助

金を出すと。清算払いというようなことなんで

しょうが、もっと時間が欲しいなという気がす

るんですね。

極端な場合、例えば、立○森企業立地対策監

地調印しました、こういう計画で１年後に工場

を稼動しますと、ところが、急にいろんな経済

的な変動があってその計画どおりいきませんで

したと、そういった場合に、先に補助金を出し

ておきますとどうしようもないことになります

ので、私どもと企業の間で話し合っていただい

た条件をしっかり満たしてくださいよと、それ

を満たしていただければ補助金をお支払いしま

すよと、こういうふうな仕組みになっておりま

す。

確かに、これは昭和40年代の話で○水間委員

すから、低開発地域工業開発促進法（低工法）

による工業誘致促進法を含めて、３年間の減免

、 、 、 。措置があるとか それ 今 生きていますよね

次、増設するときは10人以上は増員がないと該

当はしませんと、また３年間延長するためには

増員が必要ですよと、あるいは500万以上の設備

投資をしないと、免除対象になりませんとか、

。これは市町村の条例の中でやった流れですよね

県で言う補助金交付要綱の中で、これが３年か

ら５年の中で申請があれば清算払いというよう

な形で補助ができるということになっているみ

たいですね。すみません、その補助要綱の写し

でもあればお示しください。私はそれだけでい

いんですが。

今、水間委員のほうから資料提○横田委員長

供の要望がありましたけど、資料を全委員に提

供するということでよろしいでしょうか。
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私は構いません。○水間委員

、 、 、○横田委員長 それでは 執行部の皆さん 今

要求がありました資料はいつごろまでに準備で

きるでしょうか。

今、準備をいたしており○森企業立地対策監

ます。

今の関連でいいですか。おお○外山良治委員

むねわかりました。いわゆる立地契約、そこで

は補助金申請というものをする、それには要件

があると。要件は、竣工検査が終わって、従業

員を例えば30名なら30名抱えて、きょうから稼

動しましたと、そのことを見届けた上で補助金

をお支払いするということでいいわけですね。

。○森企業立地対策監 そのとおりでございます

例えば、その後増築をする、○外山良治委員

従業員を30名であったものを50名にまたふやす

と、そういった場合の補助金というものはある

んでしょうか。

ございます。○森企業立地対策監

それも要綱があって、また一○外山良治委員

緒のことになるわけですね。

そういう場合の要件を定○森企業立地対策監

めておりまして、その要件を満たせば補助金を

お支払いするということになってございます。

逆の場合、始めました、申請○外山良治委員

をしました、いただきましたと、例えば計画倒

産というのがありますよね。そういった場合に

。補助金の返還義務とかは別にあるんでしょうか

企業立地促進補助金につ○森企業立地対策監

きましては、県の補助金の適正化に関する条例

がございますけれども、それも適用しておりま

すので、状況によりましては、非常に悪質とい

いますか、そういう場面もあるのではないかな

というふうに考えております。

過去にも誘致企業が途中で倒○外山良治委員

産をしたりありましたよね。そういった企業が

悪質なといったことは今までにはないというこ

とで理解してもいいですね。

過去にはないということ○森企業立地対策監

でございます。

わかりました。○外山良治委員

これは前年度分実績に対する支払○濵砂委員

いなんですか。

この企業が19年度に補助○森企業立地対策監

金の申請ができる資格のある企業というふうに

御理解していただきたいと思います。

、○濵砂委員 それなら今の話がわかるんですが

途中でふえるあるいは減るということも可能性

としてはある。最初にこれを見たときに、人件

費の前年度実績に対する雇用に対する補助金か

と思ったんですよ。それなら間違いないかなと

思ったんですが、そうじゃないんですね。

前年度に対する補助金で○森企業立地対策監

はございませんで、当初に立地調印式のときに

計画をいたしました計画、それにほぼ近いよう

な状態になりましたというものに対して補助金

をお支払いするというものでございます。

じゃ、その結果によっては補助金○濵砂委員

の返還とかもあり得るというわけですね。それ

が今の話でしょう。

場合によりましては、例○森企業立地対策監

えば、10人雇用しますと、ところが実際、操業

日になったときに８人しかまだ雇っておりませ

んでしたと、こういう場合については補助金は

支払わないということでございます。

申しわけございません。○古賀経営金融課長

午前中の濵砂委員の質問に対して、説明が不完

全でございましたので、再度説明をさせていた

だきたいと思います。

案件につきましては、委員会資料の31ページ
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でございまして、財団法人宮崎県産業支援財団

に関するものでございます。資料の31ページ、

表の下のほうになりますけれども、固定負債・

長期借入金30億5,600万余がここに記載されてお

りますけれども、これについては利息が当然発

生しておるし、逆に利息を支払えばそれに伴う

収益が必要じゃないかということで、それはど

ういうふうになっているのかという御質問だっ

たと思います。

まず、長期借入金でございますけれども、こ

のうち27億8,100万6,000円、これは設備貸与及

び設備資金貸付金に関するものでございます。

残りの２億7,500万円につきましては、他の特別

会計に属するものでございます。この貸付金で

ございますが、27億8,000万円余のうち、24

億6,153万3,000円、これは県からの貸付金でご

ざいます。残り３億1,947万3,000円、これは中

小企業金融公庫からの借入金でございます。こ

の借入金のうち、金利がつきますのは、中小企

業金融公庫からの借入金、これが2.5％の金利が

つきます また 県の借入金でございますが 24。 、 、

億6,100万余のうち、15億3,162万6,000円、これ

につきまして金利が、私、午前中、0.01％と申

し上げたんですが、正しくは0.02％の利息がつ

きます。

支援財団では、この資金を調達しまして、中

。小零細企業の方にかわりまして設備を買います

例えば、先ほど自動車産業というのがございま

したけれども、そういったところの下請を受け

るためには、例えば、数千万する工作機械を買

わなければならないと、そういった場合には財

団が中小企業の方にかわって買いまして、それ

を割賦もしくはリースでお貸しすると、その場

合の割賦の場合の利率が1.75または2.5％、リー

スの場合が、これは期間によって違うんですけ

れども、３年リースの場合は3.006％、7年の場

合は1.408％というような格好での利息をいただ

きます。これにつきましては、資料の30ページ

の事業収益というのが上のほうにございます。

（１）営業収益のちょうど中ほどに事業収益と

いうのがございます。７億7,593万6,655円です

が、この中に含まれております。また、借入金

に対する支払利息につきましては （２）営業費、

（ ）用のところの事業費 設備資金・取引振興部門

のところに含まれております。以上でございま

す。

、 、○濵砂委員 つまり ５億2,592万円の支払利息

事業収益によって設備貸与等、リース、割賦含

めて７億7,593万6,000円の収益ということです

か。

、○古賀経営金融課長 割賦事業だけじゃなくて

、 、ほかの事業も含まれておりますが 基本的には

今、委員がおっしゃるとおりでございます。

事業収益７億7,593万6,655円、こ○濵砂委員

の金額の中での設備貸与の収益というのは出て

いないんですね。

ここの中には含まれてお○古賀経営金融課長

りますが……。

単純に見ると２億5,000万円ぐらい○濵砂委員

の収益が上がっているということなんですが、

そうういうふうに見ていいんですか。

数字が２つございますの○古賀経営金融課長

で、今、２つ申し上げますけれども、国の設備

貸与の事業収益と申しますのが、その中に２

億3,321万6,000円ございます。それと、県単の

設備貸与で５億2,800万円ほどございます。です

から、その大半がこの貸与事業の収益という格

好になります。また、事業費の中には、これも

達していませんが、6,547万9,000円と４億2,231

万6,000円という数字が５億5,200万の中に含ま
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れております。

余りよくわからんけど、結局、資○濵砂委員

金運用の中では利益は出ているということです

か。

事業の中では利益は出て○古賀経営金融課長

おります。

そのほか、ありませんか。○横田委員長

、○坂元委員 説明があったかもしれんけれども

繰出金をもらっていますね、産業廃棄物税。所

管が違うかも知らんけど、産業廃棄物税基金と

いうのがあって、それはどこに振り分けるよう

になっているわけですかね、その基金というの

は。初めて聞いたもんだから。

産廃税は、食品開発セ○矢野新産業支援課長

ンターの食品廃棄物のリサイクルに関する研究

ということで、工業技術センターの中に繰入金

として入っております。

産業廃棄物に関するやつは廃棄物○坂元委員

税基金というのから出しているということです

か。

そうです。○矢野新産業支援課長

それと、観光動向調査、あれ、各○坂元委員

県でとり方が違いますね。知事が５％とか言う

、 、けど どれをもって５％ふえたのかという基準

例えば、高千穂峡を見た人も１カウント、それ

からどこかへ行って、また日之影に行ってまた

１カウントするでしょう。そこはいつも思うん

、 。だけど カウントの仕方が各県で違うんですね

宮崎県はどういうカウントの仕方をしています

か。

これは各県によっ○橋口観光・リゾート課長

て違うわけですけれども、今、それを１つにし

たらどうかということが、九州各県の観光関係

。の集まりでも出てきているところでございます

いろんな推計をどういうふうにやっていくのか

ということでやっているけど、一口ではなかな

か難しいんですけれども、非常に細かい推計を

使ったり、あるいは調査の数を使ったりしてい

るわけですけれども。

ということは、マニフェストを検○坂元委員

証する場合はどの数字で検証したらいいんです

か。

知事がおっしゃっ○橋口観光・リゾート課長

ていますマニフェストでは 観光客数 毎年５％、 、

増と言っておりますけれども、450万人から547

万人というようなことで数として出しておりま

すけれども、これは、基本的には、17年の観光

動向調査における県外観光客数という数値を

ベースにしておりまして、これまた全然違うと

り方をしますと、それをどうベースにしていく

、のかというのが基準が変わってまいりますので

そのあたりの取り扱いは非常に難しいわけでご

ざいます。宮崎県もまたそういうことですけれ

ども、各県とも、それをどういうふうにベース

を共通にしていくのかと、それもなかなか難し

いところで、ばらばらでございます。

だから、固定数字でやらんと。こ○坂元委員

の数字が５％今度ふえたんですよという検証で

きるような数字をぴしっと出さないと。

ですから、現在の○橋口観光・リゾート課長

推計と同じような推計をやっていかないことに

は、全然違って話にならないということで、基

本的にはそういうことでやっていくということ

でございます。

よろしいですか。○横田委員長

今、水間委員から請求がありました資料が届

きましたので、説明をお願いします。

それでは、３ページをお○森企業立地対策監

開きいただきたいと思います。第８条でござい

ます。補助金の交付申請及び実績報告でござい



- 64 -

ます。読み上げます。第８条「補助金の交付の

申請は、設置した工場等の操業の開始の日から

１年以内、情報サービス業の新規県内常用雇用

者及び高速通信回線等使用料に係る補助金につ

いては、３年以内に行わなければならない。た

だし、情報サービス業の新規県内常用雇用者及

び高速通信回線等使用料に係る補助金の交付申

請は、３回を限度とし、２回目以降の交付申請

は、前回交付申請の１年経過後に申請できるも

のとする」ということでございます。

なお、８ページをお開きいただきたいと思い

ます。これが別表でございまして、工場のとこ

ろを読み上げますけれども、立地協定締結の日

から５年以内に設置されるものであって、当該

工場の新規 これが補助金の交付の要件とい―

うことになっております。したがいまして、立

、地協定の日から５年以内に工場等が設置をされ

さらに先ほどの第８条に基づきまして、１年以

内、あるいは情報サービス業につきましては、

３年以内に補助金の交付の申請を行わなければ

ならないと、こういうふうな規定になっており

ます。

わかりました。この積算基礎を説○水間委員

明をいただいて、14年にさかのぼってというこ

とを聞きましたので、補助金要綱を見させてい

ただきました。こういう要綱の中でこの20

億2,000万が今回の内訳ということになるわけで

すね。わかりました。

そのほか、何かありませんか。○横田委員長

要望です。先ほど、建設業関連産○蓬原委員

業の新産業への転換についての支援というのが

ありました。知事はこれに対して「自然淘汰」

という言葉を使っていますが、私はこれは自然

淘汰じゃないと思うんですよ。自然淘汰という

のはどうしようもない状況の社会変化の中で、

いろんな状況があって廃業したり、倒産もある

、 、でしょうが やっていくのが自然淘汰であって

私は これは強い言葉を使えば強制淘汰だと思っ、

ています。大きな政策の転換をやっているわけ

ですから、ある意味、政策的淘汰だと言っても

おかしくはないと。政策的淘汰であれば、やは

り政策的にそれだけの支援をする体制を、各部

横断的にちゃんと支援できるものを、支援とい

うのもいろいろあるでしょうが、やらないとい

けないだろうと。だから、それをぜひ、でない

と相当な失業者が出ますし、場合によっては、

悪いほうに悪いほうに考えれば３万人という人

が、年間に１つの町以上の人たちが自分で自分

の命を絶っているわけですからね、そういう被

害者が県内でも出ないとも限らない。それだけ

の大きな今、政策の変換をやっているんだとい

うことを考えれば、各部横断的にそれだけの支

援体制をつくっていただきたいということを切

望をして、希望しておきたいと思います。

今、おっしゃった自然淘汰、本会○水間委員

議場でも知事はよく言われるんですが、淘汰と

。いう言葉はやめていただきたいと思うんですよ

普通の動物で、生物でもそうですが、弱肉強食

の中で流れていく、そこの問題としての淘汰と

、 、 、いう話はいいんですが 我々 生きていく中で

業界の話は あなたのところは自然につぶれにゃ、

いかん、淘汰していかにゃいかんということは

あったにしても、それを本会議場で余り知事の

。言葉としては使ってほしくない言葉なんですよ

そんなふうに思いますから、自然淘汰、これは

なるべく使わない方向で、ヒアリングあるいは

レクチャーの時期になったら、そんな話があり

ましたと伝えてほしいですね。一生懸命、業界

の皆さん、家族を守りながら、従業員を守りな

がら頑張っているんですよ。仕方がないからあ
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なたはもう仕方がないですよというようなこと

ですから、知事もこの言葉遣いは考えていただ

きたいなと思います。

今ありましたことは、部を超え○横田委員長

て御協議いただきたいと思います。

そのほか、ございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、ないようですので、○横田委員長

。以上をもって商工観光労働部を終了いたします

執行部の皆さん、御苦労さまでした。

暫時休憩いたします。

午後４時46分休憩

午後４時49分休憩

委員会を再開いたします。○横田委員長

県土整備部の審査につきましては、あした午

前10時から行うこととしたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、あした午前10時再開○横田委員長

といたします。

本日はお疲れさまでございました。

午後４時50分散会
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平成19年６月21日（木曜日）

午前１０時３分開会

出席委員（９人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 坂 元 裕 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 水 間 篤 典

委 員 濵 砂 守

委 員 萩 原 耕 三

委 員 外 山 良 治

委 員 武 井 俊 輔

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

県土整備部

県 土 整 備 部 長 野 口 宏 一

県土整備部次長
濵 砂 公 一

（ 総 括 ）

県土整備部次長
山 田 康 夫

(道路･河川･港湾担当)

県土整備部次長
江 川 雅 俊

(都市計画･建築担当)

高速道対策局長 岡 田 義 美

管 理 課 長 持 原 道 雄

用 地 対 策 課 長 小 野 健 一

部参事兼技術検査課長 児 玉 幸 二

道 路 建 設 課 長 荒 川 孝 成

道 路 保 全 課 長 東 康 雄

河 川 課 長 児 玉 宏 紀

ダ ム 対 策 監 小 城 文 男

砂 防 課 長 桑 畑 則 幸

港 湾 課 長 竹 内 広 介

空 港 ・ ポ ー ト
立 脇 政 利

セールス対策監

都 市 計 画 課 長 河 野 大 樹

公園下水道課長 冨 髙 康 夫

建 築 住 宅 課 長 藤 原 憲 一

営 繕 課 長 藤 山 登

施設保全対策監 新 川 正 文

高速道対策局次長 渡 邊 純 教

事務局職員出席者

総務課主任主事 児 玉 直 樹

議事課主任主事 古 谷 信 人

委員会を開会いたします。○横田委員長

本委員会に付託されました議案等のうち 「補、

正予算関連議案」以外の議案等について説明を

求めます。

なお、委員の質疑は執行部の説明がすべて終

了した後にお願いをいたします。

商工建設常任委員会の皆○野口県土整備部長

様方には、かねてから、県土整備行政の推進に

つきまして、格段の御指導、御協力をいただき

まして、厚く御礼申し上げます。

御説明のほうに入らせていただきます前に、

まず、おわびを１点申し上げます。

５月31日に記者発表のありました「不適正な

事務処理に関する自主申告」の結果でございま

すが、県土整備部におきましては、６所属にお

いて「預け」の事実が判明しまして、この６所

属におきましては、平成19年５月31日現在、26

万2,500円の残高が確認されております。昨年の

談合事件に引き続き、このような事実が確認さ

れましたことは、議会及び県民の皆様に大変申

しわけなく、深くおわびを申し上げます。県土

整備部といたしましては、今後の全庁的な調査
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におきまして、引き続き徹底的な実態把握に努

めますとともに、再発防止に向け全力で取り組

んでまいりますので、御理解を賜るよう、よろ

しくお願いいたします。

次に、去る６月２日に開催されました東九州

自動車道「大分県境―北川間」の着工式、並び

に６月５日に開催いたしました九州横断自動車

道延岡線の建設促進地方大会につきましては、

議長を初め多数の議員の皆様の御出席を賜り、

厚く御礼申し上げます。今後とも、東九州自動

車道を初めといたします県内高速道路の早期整

備に向け全力で取り組んでまいりますので、委

員会を初め県議会の皆様のより一層の御支援、

御協力をお願いいたします。

それでは、今回の委員会で御審議いただきま

す県土整備部所管の議案等につきまして、その

概要を申しわけございませんけれども、着席し

たままで御説明をさせていただきます。

お手元に「商工建設常任委員会資料」をお配

りいたしておりますので、ごらんいただきたい

と思います。表紙をめくっていただきまして裏

側の１ページ、目次がございますけれども、そ

こをごらんいただきたいと思います。補正予算

関連議案以外の議案及び報告事項を担当課ごと

に記載させていただいております。

上から順番にごらんいただきますと、まず、

管理課でございます。県有車両による交通事故

について損害賠償額を定めたこと及び平成18年

度の繰越額の確定について御報告いたします。

次に、用地対策課でございます。所管いたし

ております条例の一部改正案を挙げさせていた

だいておりますが、これは条例に引用しており

ます関係法令の改正によるものでございます。

また、県が出資いたしております宮崎県土地開

。発公社の経営状況について御報告申し上げます

次に、技術検査課及び道路建設課も同様に、

宮崎県建設技術推進機構及び宮崎県道路公社の

経営状況について御報告申し上げます。

次に、道路保全課でございます。県道の路線

認定について議案を上げさせていただいており

ますが、これは、東九州自動車道の清武南イン

ターと国道269号とを結ぶ路線を県道として認定

するため、道路法第７条第２項の規定により、

議会の議決を求めるものでございます。また、

、県道で発生いたしました落石事故につきまして

損害賠償額を定めたことにつきまして御報告い

たします。

次に、建築住宅課でございます。条例の一部

、改正案を２本挙げさせていただいておりますが

これは、それぞれ条例に引用しております関係

法令の改正によるものでございます。また、県

が出資いたしております宮崎県住宅供給公社の

経営状況につきまして御報告申し上げます。

以上が補正予算関連議案以外の議案及び報告

事項でございます。その詳細につきましては、

この後、それぞれ担当課長から説明させますの

で、よろしく御審議のほどお願いいたします。

以上でございます。

管理課でございます。○持原管理課長

まず、議会提出資料について御説明いたしま

す。各課が本日の委員会で説明に使用いたしま

す議会提出資料は、１つ目が「平成19年６月定

例県議会提出議案 、２つ目が「平成19年６月補」

正歳出予算説明資料 、そして３つ目が「平成19」

年６月定例県議会提出報告書」の３つでござい

ますけれども、県土整備部関係分だけを抜粋い

たしまして、お手元に今、部長が説明いたしま

した「商工建設常任委員会資料」にまとめてお

りますので、この委員会資料で説明をさせてい

ただきます。
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それでは、委員会資料の５ページをお開きく

ださい 「損害賠償額を定めたことについて」御。

説明いたします。

県有車両による交通事故の損害賠償でござい

ます。表に記載してあります相手方の車両に、

日向土木事務所諸塚駐在所職員の運転する県有

車両が衝突したものであります。この損害賠償

額は、物件損害料でございまして、表記載の金

額で和解契約を締結いたしております。交通事

故防止につきましては、日ごろから、注意を喚

起しているところでございますけれども、今後

とも、十分指導してまいります。

次に、平成18年度からの繰越明許費及び事故

繰り越しについて、繰越額が確定いたしました

ので、御報告いたします。

６ページから11ページにかけまして会計区分

別に各課ごと、事業ごとに記載しておりますけ

れども、９ページをお開きください。一般会計

の繰越明許費の確定額は、一番下の一般会計合

計、中ほどの繰越額の欄に記載しておりますよ

うに、186億2,824万9,013円でございます。繰り

越しの主な理由といたしましては、用地交渉等

に日時を要したことや、災害復旧事業につきま

しては、国の交付決定時期の関係により、工期

が確保できなかったことによるものでございま

す。

次に、10ページをごらんください。上段の公

共用地取得事業特別会計の繰越明許費につきま

しては、繰越確定額が２億5,490万4,085円であ

ります。繰り越しの理由は、移転先の選定等に

日時を要したことによるものであります。

一般会計と特別会計とを合わせました県土整

備部の繰越明許費の合計は、下の段にあります

、 。ように 188億8,315万3,098円となっております

次に、11ページをお開きください。事故繰り

越しについてであります。

一番下の県土整備部合計、繰越額の欄に記載

しておりますように 14億1,137万3,000円となっ、

ております。繰り越しの主な理由は、局地的な

災害の発生によりまして、工法の検討等に日時

を要したことにより、工期が不足したこと等に

よるものでございます。

、 。管理課関係につきましては 以上であります

用地対策課であります。○小野用地対策課長

委員会資料の12ページをごらんください。議

案第15号「国土交通省所管公共用財産管理条例

の一部を改正する条例」につきまして御説明い

たします。

まず、１の改正の理由でありますが、国有財

産法の一部改正によりまして、同法を引用して

いる規定につきまして所要の改正を行うもので

あります。

次に、２の改正の内容でありますが、新旧対

照表のとおり、項のみの修正でありまして、内

容の変更はございません。

次に、委員会資料の13ページをお開きくださ

い 「宮崎県土地開発公社」の状況につきまして。

御説明を申し上げます。

まず、平成18年度事業報告書であります。

１の事業概要につきましては、いわゆる公拡

法に基づきまして、公有地となるべき土地の取

得、あっせん、管理等を行ったところでありま

す。

次に、２の事業実績につきましては、町など

からの委託による公有地取得事業を４件、あっ

。 、せん事業等事業を10件受託しております また

附帯事業といたしまして、宮崎フリーウェイ工

業団地の維持管理を行っております。

次に、14ページをごらんください。３の財産

目録であります。左側の資産の部をごらんくだ
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さい。預金、保有地及び有価証券などの資産

で、57億7,303万円余となっております。右側の

負債及び資本の部をごらんください。負債とし

ましては、未払金や長期借入金など合わせまし

て38億1,629万円余、資本としましては、正味財

、 、産19億5,674万円余となっておりまして 合計で

同じく、57億7,303万円余となっております。

なお、この財産目録の詳細につきましては、

４の貸借対照表のとおりであります。詳細な説

明は省略しますが、この中で、右側の負債及び

資本の部の欄の下から３番目の準備金19億2,674

万円余でありますが、当期、2,945万円余の純損

失が生じましたため、前期繰越準備金19億5,619

。万円余から減額して整理したところであります

次に、15ページをお開きください。５の損益

計算書であります。右側の収益の部をごらんく

ださい。事業による収益が８億3,672万円余、有

価証券等の利息や雑収益から成ります事業外収

益が2,516万円余でありまして、収益合計は８

億6,189万円余となっております。左側の費用の

部をごらんください。用地を取得・造成するた

めの費用及び用地取得事務に伴う職員の人件費

等から成ります事業原価が８億1,995万円余、事

業原価に費用配分できない役員及び一般職員の

人件費と物件費から成ります販売費及び一般管

理費が5,640万円余、その他を含めまして費用合

計は８億9,134万円余となっております。この結

果、先ほど申し上げましたとおり、平成18年度

は2,945万円余の純損失を計上したものでありま

す これは 公共事業の減少に伴いまして あっ。 、 、

せん事業等事業収益が減少したことによるもの

と考えております。

次に、16ページをごらんください。平成19年

度事業計画書であります。

、 、１の基本方針につきましては 記載のとおり

公拡法に基づきまして、公有地の取得事業等を

実施することとしております。

次に、事業計画につきましては、公有地取得

事業としまして１億円、附帯等事業といたしま

して120万円、あっせん等事業といたしまし

て6,775万円を予定しております。

次に、17ページをお開きください。３の収支

計画であります。左側の収入の欄をごらんくだ

さい。収入としましては、各種の事業収益等に

よりまして、２億1,981万円余を予定しておりま

す。右側の支出の欄をごらんください。支出と

いたしましては、各事業の実施に伴う事業原価

や販売費及び一般管理費等を計上しておりまし

て、若干の利益を見込んでおります。

なお、４の資金計画につきましては、ごらん

のとおり、35億9,317万円を予定しております。

用地対策課は以上であります。

。○児玉技術検査課長 技術検査課でございます

委員会資料の18ページをお開きいただきたい

。「 」と思います 財団法人宮崎県建設技術推進機構

の経営状況について御報告申し上げます。

まず、平成18年度の事業報告についてであり

ます。

当推進機構は、平成12年４月１日に設立され

ておりまして、１の事業概要に記載のとおり、

県及び市町村が守秘性や公平性等の観点から、

民間企業の活用が図れない分野について、業務

の補完・支援を行うとともに、県内建設関係業

者の技術力の向上と健全な育成を図るための事

業を実施したところであります。

次に、２の事業実績としましては （１）の積、

算検収事業のほか、以下記載の事業について実

施いたしております。

次に、19ページをお開きください。３の収支

計算書についてであります。まず、左の欄の収
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入についてでありますが、主なものといたしま

しては、事業収入が３億2,205万円余となってお

ります。このうち主なものといたしましては、

積算等事業収入が２億6,833万円となっておりま

す。収入合計は、次のページの合計の欄でござ

いますが、４億2,619万円余となっております。

次に、支出の主なものについて御説明いたしま

す。前に戻っていただきまして19ページをごら

んいただきたいと思います。まず、右の欄の事

、 、業費でありますが 主なものといたしましては

職員の給料手当などであります。全体で２

億5,384万円余となっております。次に、中ほど

から少し下の管理費であります。全体で7,952万

。 、 、円余となっております この結果 次のページ

下から２行目でございますが、次期繰越収支差

額といたしましては、当期収支差額718万円余を

処理いたしまして、9,186万円余の繰り越しを計

上しております。支出合計といたしましては、

４億2,619万円余となっております。

次に、21ページをお開きください。４の財産

目録につきましては、次の５の貸借対照表と内

容が重複しておりますので、５の貸借対照表で

御説明させていただきます。まず、左の欄の資

産の部でありますが、流動資産として１億127万

円余となっております。また、固定資産として

３億1,083万円余となっておりますが、このうち

主なものといたしまして、県からの2,000万円と

市町村からの1,000万円の出捐金である基本財

産3,000万円のほか、その他の固定資産に計上し

ております保有車両に伴う資産や、その他に計

。上しております投資有価証券などがございます

したがいまして、流動資産と固定資産の合計は

４億1,211万円余となっております。次に、右の

欄の負債及び正味財産の部でございますが、流

動負債が941万円余でございますので、正味財産

は４億269万円余となり、合計で４億1,211万円

余であります。

次に、22ページをごらんください。平成19年

度の事業計画についてであります。

まず、１の基本方針でありますが、中ほどの

３行に記載してありますように、本年度は、平

成18年度と同様に、積算補助業務や工事管理、

検査補助業務などの支援や県内建設業者の技術

力維持・向上のための各種研修等を行うととも

に、入札制度改革や公共工事の品質確保に向け

た新たな取り組みを行うこととしております。

、 。（ ）次に ２の事業計画についてであります １

の積算検収事業のほか、以下に記載の事業を実

施することとしております。

次に、23ページをお開きください。３の収支

予算書についてでありますが、まず、事業活動

。 、収支の部であります １の事業活動収入ですが

主な事業収入といたしましては、積算等事業収

入を計上しており、中ほどの事業活動収入計と

、 。しまして ２億9,846万円余を見込んでおります

次に、２の事業活動支出についてであります。

主な支出といたしまして、職員の給料や管理費

などに伴うものでございます。次のページの下

のほうをごらんください。事業活動支出計とし

まして、２億9,487万円余を見込んでおります。

先ほどの事業活動収入計からこの事業活動支出

計を差し引いた事業活動収支差額としまし

て、358万円余を見込んでおります。次に、投資

活動収支の部であります。次のページをごらん

いただきたいと思います。２の投資活動支出計

。 、としまして66万円余を見込んでおります 次に

下のほうになりますが、予備費支出といたしま

して20万円を見込んでおります。前ページの事

業活動収支差額から投資活動支出計と予備費支

出を差し引いた当期収支差額としまして、272万
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円余を見込んでおります。この当期収支差額に

先ほど申しました前期繰越収支差額の9,186万円

を加えた9,458万円余を次期繰越収支差額として

計上いたしております。以上でございます。

。○荒川道路建設課長 道路建設課でございます

委員会資料の26ページをお開きください 「宮。

崎県道路公社」の経営状況について御報告いた

します。

平成18年度事業報告について御説明いたしま

す。

１の事業概要に記載しておりますように、有

料道路の料金徴収業務や維持管理等を行ってお

ります。

２の事業実績をごらんいただきますと、事業

費の欄には料金徴収や維持管理の事業費を記載

しております。右側の事業実績の欄をごらんい

ただきますと、一ツ葉有料道路北線につきまし

ては 通行台数が165万台余 料金収入が５億100、 、

万円余、南線につきましては、通行台数が469万

台余、料金収入が８億6,700万円余、小倉ケ浜有

料道路は通行台数が62万台余、料金収入が5,000

万円余となっております。なお、資料の32ペー

ジに有料道路の供用開始から年度ごとの日平均

。の通行台数の推移をグラフで記載しております

後ほど御参照いただきたいと思います。

次に、27ページ及び28ページをごらんくださ

い。財産目録及び貸借対照表であります。いず

れも、左側の資産の部並びに右側の負債及び資

本の部の合計は、192億3,300万円余となってお

ります。

次に、29ページをごらんください。損益計算

書であります。左側の費用の部並びに右側の収

益の部の合計は、14億3,500万円余であります。

なお、左側の下から５段目の償還準備金繰入額

８億2,800万円余が当期の利益であります。

次に、30ページをごらんください。平成19年

度の事業計画であります。

まず、１の事業概要についてでありますが、

有料道路の料金徴収や維持管理業務を行ってま

いります。また、４月１日から一ツ葉有料道路

の料金を値下げしておりますので、その広報に

努め、交通量の確保を図っていくこととしてお

ります。

次に、31ページをごらんください。３の収支

計画と４の資金計画でありますが、いずれも、

収入、支出ともに合計31億9,700万円余となって

おります。

道路建設課は以上でございます。

道路保全課でございます。○東道路保全課長

委員会資料の33ページをお開きください。議

案第18号「県道の路線認定について」でありま

す。

路線名「清武南インター線」を県道として路

線認定することについて、道路法第７条第２項

の規定により、議会の議決を求めるものです。

次のページに議案提出の理由、路線認定の内

容、位置図等をお示ししております。現在整備

「 」中であります東九州自動車道の 清武―日南間

の清武ジャンクション側に清武南インターチェ

ンジの設置を計画いたしておりますが、このイ

ンターチェンジと国道269号を結ぶ路線を県道と

して認定し、高速道路と既存国県道とのネット

ワーク形成を図るものであります。起点は清武

町大字今泉の国道269号との交点、終点は同じく

清武町大字今泉の清武南インターとなり、延長

は1,500メートルであります。

次に、委員会資料の36ページをお開きくださ

い 「損害賠償額を定めたことについて 、地方。 」

自治法第180条第２項の規定に基づき、御報告い

たします。
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事案内容は、落石事故でありまして、発生日

及び発生場所等につきましては記載のとおりで

あります。

事故の内容について御説明いたします。これ

は、自動車で走行中、進行方向左側ののり面か

ら発生した落石が車両に衝突し、車両左後部を

損傷したものであります。損害賠償額は、22

万8,533円であります。なお、賠償額は全額、県

が加入しております道路賠償責任保険から支払

われます。

道路保全課は以上であります。

。○藤原建築住宅課長 建築住宅課でございます

委員会資料の37ページをお開きください。議

案第８号「使用料及び手数料徴収条例の一部を

」 。改正する条例 につきまして御説明いたします

まず、１の改正の趣旨でありますが、租税特

別措置法の一部改正によりまして、優良宅地及

び優良住宅の認定に関する条項が移動したこと

から、所要の改正を行うものであります。

次に、２の改正の内容でありますが、条例第

３条第１項第451号及び第452号につきまして、

現行の欄の波線部分が改正案の欄の波線部分の

とおり、それぞれ条項移動になるため改正を行

うものであります。なお、今回の条例改正は、

条項の移動によるもので、内容の変更はござい

ません。

次に、３の施行期日は、公布の日から起算し

て３月を超えない範囲内において規則で定める

日としております。

次の38ページに新旧対照表をつけております

けれども、説明は省略させていただきます。

次に、39ページをお開きください。議案第12

号「宮崎県における事務処理の特例に関する条

例の一部を改正する条例」につきまして、御説

明いたします。

初めに、１の改正の趣旨についてであります

が、先ほど、議案第８号で御説明いたしました

ように、租税特別措置法の一部改正により、優

良宅地及び優良住宅の認定に関する条項が移動

したことから、所要の改正を行うものでありま

す。

次に、２の改正の内容でありますが、条例第

２条別表26の項１及び26の項２について、現行

の欄の波線部分が改正案の欄の波線部分のとお

り、それぞれ条項移動になるため改正を行うも

のであります。なお、今回の条例改正につきま

しては、条項移動によるものであり、内容の変

更はございません。

次に、３の施行期日は、施行の日から起算し

て３月を超えない範囲内において規則で定める

日としております。

こちらに関しましても次の40ページに新旧対

照表をつけておりますが、説明は省略させてい

ただきます。

次に、41ページをお開きください 「宮崎県住。

宅供給公社」の経営状況について御報告いたし

ます。

まず、平成18年度の事業報告書についてであ

ります。

１の事業概要でありますが、宮崎市にありま

すキャンパスタウンまなび野及び倉岡ニュータ

ウンにおきまして、住宅や宅地の分譲事業、造

成事業、賃貸住宅の管理事業などを行ったとこ

ろであります。

次に、２の事業実績につきましては、分譲事

業、賃貸管理事業、その他事業につきまして、

事業実績の欄の事業を実施したところでありま

す。

次に、42ページの３の財産目録であります。

表の左側の資産の部につきましては 流動資産34、
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億3,700万円余と固定資産57億8,900万円余を合

わせました合計額が、一番下の合計の欄にござ

いますとおり、92億2,700万円余となっておりま

す。これに対しまして、表の右側の負債及び資

本の部につきましては、流動負債が１億6,100万

円余、固定負債が16億4,100万円余、資本として

の正味財産が74億2,400万円余ございまして、こ

れらを合わせた合計額が 資産の部と同じ額の92、

億2,700万円余となっております。

43ページをお開きください。次に、４の貸借

対照表でありますが、内容につきましては財産

目録と同じでありますので、説明は省略させて

いただきます。

次に、44ページの５の損益計算書についてで

あります。平成18年度に行いました分譲事業、

賃貸管理事業、その他事業を合わせました事業

収益は ａ のところでございますけれども 20、（ ） 、

億4,300万円余、この事業収益に対します事業原

、（ ） 、 、価は ｂ のところですが 16億4,100万円余

これに原価に配分できない役職員の人件費です

とか物件費等の一般管理費（ｃ）を加味いたし

ますと、事業利益は、ページの一番下の事業利

益（ｄ）の欄にございますが、２億2,900万円余

。 。となっております 45ページをお開きください

さらに、今申し上げました事業利益２億2,900万

円余に事業以外のその他経常収益（ｅ）とその

他経常費用（ｆ）を加味いたしました経常利益

は ｇ の欄でございますけれども １億9,400、（ ） 、

万円余の黒字となっております。加えまして、

特別損失（ｉ）でございますが、災害その他の

臨時損失が5,100万円余ございまして、最終的な

当期の純利益は、表の一番下 （ｊ）の欄でござ、

いますが、１億4,200万円余の黒字となっており

ます。なお、災害その他臨時損失につきまして

は、住宅供給公社が昭和40年代に建設をしまし

た２カ所の公社賃貸住宅を用途廃止及び耐震改

修工事を実施することに伴います入居者への移

転補償費であります。

次に、46ページをごらんください。平成19年

度の事業計画書について御説明いたします。

まず、１の事業概要についてでありますが、

キャンパスタウンまなび野におきましては、住

宅や宅地の分譲を行いますとともに、賃貸住宅

の管理業務等を行う予定であります なお キャ。 、

ンパスタウンまなび野につきましては、平成19

年度の分譲をもちまして、すべての宅地の分譲

を完了する予定でございます また 倉岡ニュー。 、

タウンにつきましては、前年度に引き続き宅地

造成工事を行う予定でありますが、平成20年度

をもちまして、倉岡ニュータウンにつきまして

の整備も完了することにしております。

次の２の事業計画につきましても、平成18年

度と同様に、分譲事業、賃貸管理事業、その他

事業を予定しております。

次に、47ページをお開きください。平成19年

度の収支計画及び資金計画であります。３の収

支計画につきましては、表の一番下の当期純利

益としまして、２億1,200万円余の赤字となる予

定でございますけれども、これは、先ほど触れ

ました２カ所の公社賃貸住宅の用途廃止に伴う

解体工事と耐震改修工事に係る経費が臨時的に

生じるためのものでございまして、住宅供給公

社の事業計画に基づくもので、県からの負担等

はございません。

次に、４の資金計画につきましては、収入及

び支出、それぞれが34億500万円余となっており

ます。

建築住宅課は以上でございます。

執行部の説明が終了いたしまし○横田委員長

た。委員の皆さん方、質疑がありましたら、ど
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うぞ。

11ページ、事故繰り越しで「請負○坂元委員

業者が履行遅滞したことによるもの」というの

はどういう事案だったか教えてください。

河川課でございますが、これ○児玉河川課長

は、災害関連の河川改良事業でありますけれど

も、請負業者の経営状態の悪化によりまして、

工事工程が大幅におくれました。そのため、年

度末の完成が困難となっての事故繰り越しに

なったものでございます。以上でございます。

その後、それは完成保証人か何か○坂元委員

が施工したのか。

最終的にはその業者が施工い○児玉河川課長

たしまして、工事は４月末で完了いたしており

ます。以上です。

フリーウェイ工業団地は期限を○坂元委員

切って、もしその期限が来たら地元の西諸の市

町村あたりがちゃんと引き継ぐということに

、 。なっていたが その期限はいつだったですかね

フリーウェイにつきまし○小野用地対策課長

ては、当初、11年度から３年間ということで、

公社が所有・管理を任されたわけです。ところ

が、分譲が進まないということで、その後５年

間延長されまして、それが18年度末ということ

でございました。前年の６月議会で御報告を申

し上げましたけれども、公社は一応、22年度末

をもって解散するという方針を出しておりま

す。18年度末にまた更新ということでございま

したけれども、最終的には22年度まで公社が管

理・所有するということです。その後は県のほ

うから買い上げていただくということになって

おります。以上です。

それから、推進機構ですが、これ○坂元委員

はもともと市町村の技術力をカバーするという

意味でつくられました。本当は技術職員が飽和

状態になったからつくられたんだろうと思うん

ですが、今、市町村の事業の依存率というのは

どれぐらいですか。

一応、18年度では30市町○児玉技術検査課長

村ということで数字が上がってきておりま

す。111件を受託しているという状況でございま

す。

売り上げの比率はどれぐらいか。○坂元委員

県の受託と市町村の受託と。

金額にしまして、市町村○児玉技術検査課長

が大体4,400万ぐらいで推移しております。県の

事業が大体２億6,700万ぐらい、174件。

管理課長、今、ピーク時の技術職○坂元委員

員の採用人数はどれぐらいだったか、今はどれ

ぐらいか、わかりますか。

ピーク時の採用までは把握し○持原管理課長

ておりませんけれども、土木部全体で平成９年

度ベースで1,000名の定員を抱えておりました。

今が890ですので、110ぐらい減っている感じに

なっています。

推進機構が平成19年度の事業計画○坂元委員

で入札制度の改革をうたっていますが、今言わ

れている程度の改革ですか。

当然、入札制度に伴いま○児玉技術検査課長

して、品確法、そういった形で、後ほどまた説

明することになりますけど、新規事業で新しい

監視チームを立ち上げると、そういったところ

の受託を推進機構にお願いしたらどうだろうか

ということで御提案を今回申し上げることに

なっております。監視チームということでござ

います。

監視を推進機構がしていくという○坂元委員

ことになると、抱えるということでしょう。

、 。○児玉技術検査課長 はい そうでございます

予算に入る前にいろいろ聞いてお○坂元委員
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きたいんですが、例えば、この間、急傾斜の問

題がありましたが、今までは一般の土木でやっ

ていたのが、とび・土工・コンクリート工事と

いうふうになると じゃ 過去何年間実績があっ、 、

たかどうかということになると、それ以外の人

たちは永久にその仕事に入れないということに

なりますよね。つまり門戸が閉ざされると。過

去にこういう経験があった人しか応札できない

よといった場合、今までは一般土木で仕事が発

注されていた内容が、今度は、とび・土工・コ

ンクリート工事の許可業者で過去何年間に実績

がある人といったら、逆に縮小ですよね。とい

うことは、逆に門戸を閉ざすことになりはしな

いかと思うんですが、どうですか。

、 、○児玉技術検査課長 確かに おっしゃるのは

とび・土工、従来、例えばロックネット、こう

いうのは一般土木でもやっておったんですが、

今後、とび・土工という形で、一応、技術審査

の中では線引きを引いてやっていこうというこ

とでございまして、その中に１級土木技士、２

級土木技士、金額で今のところは8,000万とか

言っていますが、この数字がいいかどうかとい

うのは今から検討しなきゃいけないということ

で、一応、実施方針である程度の数字は出して

いますけど、これは今後の技術審査の中での検

討課題で、今後詰めるようなことになっており

ますが、管理課のほうがこの辺はよろしいかと

思いますが。よろしいですか、管理課長。

従来、御承知のように、そう○持原管理課長

いう急傾斜の吹きつけとかの専門工事につきま

しては、土木一式を持っておる業者で、かつ、

とび・土工を持っている業者に指名していたと

いう実態がございまして、今回、４月からそう

いう専門工事業として発注しようという方針に

改めたわけで 従来 そういう発注をずっとやっ、 、

ておりましたので、その部分に関しては門戸を

閉ざすといいますか 一定の専門工事業者が育っ、

たという意味で、今後、それで専門工事業者に

発注していこうということでございますので、

御理解をお願いしたいと思います。

この間の四千何百万のやつは、特○坂元委員

ＡからＢまで応札できるわけですよね。という

ことは、何のために格付があるのかということ

の指摘があるんですが、それはどうですか。

この間、委員の御指摘の事案○持原管理課長

につきましては、ほとんど専門工事が主体の工

事であります。吹きつけが主体の工事でござい

ましたので、そういう意味では、先ほど申しま

したように 土木一式のランクとしてはおっしゃ、

るように特ＡからＣとか、そういうランクまで

分けられますけれども、専門工事業としては、

それぞれの技術者を配置し能力があるものとい

う判断で、そういう発注をしたところでござい

ます。

あれには能力がある者というのは○坂元委員

書いてないわけですよね。過去何年間に市町村

並びに国土交通省関係の仕事でこういうことを

やった実績のある業者ならだれでもいいと。で

すから、ランクは関係ないわけでしょう。だっ

たらランクというのは何のためにあるのかなと

思ったりするもんですからね。

専門工事以外の一式工事につ○持原管理課長

きましては、そういうランク分けをしてやって

いるということなんですけれども。あの工事に

つきましては、吹きつけが主体で専門工事業に

発注したほうがいいという判断をしたところで

ございます。

結果的には専門業者じゃなくて港○坂元委員

湾業者がとったということになっていますが、

入札制度改革のとき、問題は前渡金なんかを今
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までは渡していますよね。その前渡金の使われ

方ですよ。どういうふうに前渡金の４割を使う

からということで前渡金を振り込んでいるのか

教えてください。

前払い保証の西日本建設業保○持原管理課長

証会社というのが専一的に当該保証契約を引き

受けているわけでございまして、県が前払いを

する場合には、その業者の前払いの専用口座に

入るという格好になりまして、保証事業会社と

銀行との委託の関係において、一定の領収証で

ありますとか請求書でありますとか、当該工事

の材料費でありますとか、人夫賃でありますと

か、そういうものに使用されるという確認をし

ながら支出されていくというシステムにはなっ

ております。

先ほど、事故繰り越しの場合は会○坂元委員

。社がちょっとやばくなったということですよね

そういう場合には、当然、債権が発生しますよ

ね。その優先順位というのはどういう優先順位

ですかね。あと６割の完成工事の代金を払うと

きの。

先ほどの河川の事故繰り越し○持原管理課長

の件につきましては、いわゆる建設事業協同組

合、これに債権譲渡がされておりまして、前払

いは当然払っておったんですけれども、債権譲

渡がされておりまして、基本的には債権は宮崎

県建設事業協同組合が有しておりました。した

がいまして、差し押さえ等が参ったわけですけ

れども、当該債権につきましては請負者にはな

いということ、債権譲渡が既になされておりま

したので、その優先順位からしますと建設事業

協同組合のほうに譲渡がされていたという事情

がございました。以上です。

例えば、今、生コン業界というの○坂元委員

。が焦げつきが２億円以上になっているそうです

生コンというのは、持っていって、あしたとり

に行くということはできませんからね、もう固

まってしまって使い物にもならんわけです。問

、題はそういうふうに前渡金が４割振り込まれる

その中には当然生コン代がありますね。じゃ、

生コンの協同組合に振り込みましょうと。振り

込んだらその金は元請業者にバックしなきゃな

らないらしいんですよ。手続的にそうなってい

るだけで、うちは３カ月先の手形で払うんだか

ら、その前渡金はおれに返さんかというのが業

界のならわしだそうです。そうなった場合は前

渡金を４割じゃなくて、２割どこかにプールし

ておくと、それは債権譲渡になると問題ですけ

ど。だから、そういう材料や資材屋の取れない

部分というのが出てくるわけですよね。そうい

うのは入札改革ではどうなんですか。

今の前払い保証制度というの○持原管理課長

、「 」 、は 前払金保証法 という国の法律に基づいて

全国を東日本と西日本に分けて御承知のように

やられておるわけで、その中で資材業者さんの

取り分を留保するとかいうことは今の制度上は

かなり難しいのかなと思っております。

制度上も何も、支払ったという形○坂元委員

にして、要するに、資材屋に入った金は元請業

者に戻るわけですよ。元請業者はその資材屋に

３カ月なら３カ月の手形を切るわけです。だか

ら、とにかく前渡金欲しさにたたいているわけ

ですからね。たたいているという言葉は悪いけ

ど、最低制限価格ぎりぎりやっているわけです

から。じゃ、最低賃金法とか、そういうことま

で今度は派生するような課題になるわけよね、

最低制限価格の設定次第では。問題は資材屋さ

んがどうなるかとか、ずっと連鎖的に相当な焦

げつきが出てくるということでいけば、落札率

が減った分は広く県民が痛みを分かち合わな
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きゃならないという形になってくるだろうと思

うんですよ。入札制度改革の中で予定価格を公

表していますね。つまり、私がずっと前に聞い

たとき、最低制限価格のソフトが流出している

と私は県の幹部から聞いたんですよ。確かに流

出していますねと。100％流出しているのは建築

だと言われました。建築はそのまま流出してい

ると。土木のやつは大まかなソフトが流出して

、 、いるということで だからそういうふうに１円

２円で出てくるわけでしょう。その積算の根拠

というのは予定価格の公表にあるわけだから、

予定価格の公表制度をやめればそんなに近似値

にはならないんじゃないかというふうに思うん

ですが、推進機構はそういうことは加味されな

いんですか。

技術検査課でございます○児玉技術検査課長

が、確かに、いろんな声が聞こえてきておりま

すが、最低制限価格等に非常に張りついてきて

いると。中には数値が一致しているというのも

事実、10件ぐらい上がってきております。本議

会でもいろいろ話がございましたが、こういっ

、た予定価格の事後公表というのは自治省方針で

今やっている状況をいろいろ検証して今後も

やっていきますよということは言われておりま

す。ランダム方式とかいろんな手法がございま

すし、今、いろいろな形で、どれがいいかとい

うことで、それも、一つの予定価格の事前公表

を取り払えば、ある程度の考え方もあるんじゃ

ないかといういろんなお話も聞いておりますか

ら、そういうのを総合的に踏まえて、今、早急

にという指示が出ておりまして、そういったト

ライアルを、ランダム方式等も含めてでござい

ますが、いろいろ検討しているところでござい

ます。

もともと最低制限価格の設定ソフ○坂元委員

トというのは推進機構でつくったのか、技術検

査課でつくったのか。

基本的には県のほうでつくっ○持原管理課長

ております。技術検査課です。推進機構ではご

ざいません。

例えば、台風が来て、道路に崩落○坂元委員

があったというときに、どこどこ建設にちょっ

とあれをのけてくれという協力要請をしますよ

。 、 、「 。ね ということは 今から先は わかりました

何ぼでやればいいんでしょうか」ということに

なるんでしょうかね。それとも何か協定を結ば

れるのか。

建設業界の皆様には、そうい○児玉河川課長

う災害のときに これまで いろんなボランティ、 、

ア的なことでやっていただいておりました。そ

れで、昨年、大規模な災害のときにはいろいろ

応援してもらうということで、建設業協会と協

定を結んだところです。それ以外の大規模じゃ

、ない災害のときはどうするかということですが

道路につきましては、年間委託をしております

ので、そういったところで対応していただく。

河川についてはそういうのがありませんので、

場合によってはボランティアでやってもらうこ

ともあるかもしれませんが、これまでと状況も

変わってきておりますので、そういったことも

ありまして、ことしの予算の中に少し県単の予

算で計上させていただいておりまして そういっ、

た中で必要に応じて対応したいと考えておりま

す。以上です。

つまり、応急復旧が必要な場合、○坂元委員

ちゃんと仕事の対価に見合う支払いをするとい

うことですかね。それは担保すると。

これまでも本来的に大きいと○児玉河川課長

いいますか、ほんのちょっとしたことじゃなく

て、ある程度土砂をどけたりとか、そういった
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ことについてはこれまでも緊急的に契約して

やっておりましたし、今後もその辺をきちんと

契約しながらやっていこうということで考えて

おります。

例えば、夜中なら夜中でも土建業○坂元委員

者に電話が来るわけでしょう。見積もりやらし

。 、ていないでしょう とにかく早くやってくれと

後、どれだけ費用がかかったか持ってきてくれ

というふうに言っていますか。

実態としましては、確かに、○児玉河川課長

これまで、かなりボランティア的なことでやっ

ていただいていた部分もあるかと思います。た

だ、今、非常に厳しい状況になっておりますの

で、業者さんもなかなかボランティアでやれな

いという状況になれば、やはりきちんと対応し

ていかないかんということで、これまでもある

、 、程度の工事のときはやっていたんですが まず

業者さんに指示をしましてやっていただきまし

て、その後でちゃんと積算して費用をお払いす

る、そういうやり方をやっておりましたので、

きちんとそういう手続を踏みながらやっていき

たいと考えております。

例えば、河川災害なら河川災害が○坂元委員

。 、ありますよね そこに災害の査定官が来る前に

ちょっと伐開しておってくれというのを協会な

んかにやらせますね。それを今からはちゃんと

対価に見合う金額を払うということですか。

仕切りが難しいかと思います○児玉河川課長

が、これまではかなりそういったところをボラ

ンティアで、特定の業者さんじゃなくて、協会

にお願いしてやっていた部分もあろうかと思い

ますけれども、そういうところが仮に難しくな

れば、そういったところもちゃんと予算措置し

てやるとか。もともと災害査定を受ける前の草

刈りについては、これまでも大規模なところに

ついては発注してやっておりましたので、そう

いう手続をとりながらやっていきたいと考えて

おります。

この間、新聞報道で都城土木で一○坂元委員

、般競争入札の談合があったということがあって

県が業者を調査されたそうですね。一般競争入

札なのにどうやって調査するんですかね。

今、電子入札をかなり採用し○持原管理課長

てきていますので、電子入札で入札を実施する

場合には、あらかじめ業者に登録していただい

て、その登録した業者さんがエントリーという

行為がまず必要、今回の入札には手を挙げるよ

という意思表示をさせますので、その段階でエ

ントリーする業者さん、入札参加する業者さん

。というのは把握できるということでございます

エントリーはだれがするかという○坂元委員

のは、みんなわかるということですか。

発注者はわかるということで○持原管理課長

ございます。当該業者はわかりません。

だから、業者間ではわからないわ○坂元委員

けでしょう。業者間でわからないのに、何で談

。合したかどうかということがわかるんですかね

当該事案につきましては、談○持原管理課長

。合があったというふうには判断しておりません

談合情報が寄せられたので、我々としては所定

の委員会を開いて、どういう対応をするかとい

うのを今、検討しているという段階でございま

す。

電子入札をやる、一般競争入札を○坂元委員

やる、ああやって談合情報が載れば、業者に

一々、エントリーしている業者に聞いていかな

きゃならんと。業者は、だれが応札するのかど

うかは全然わかっていないのに談合できるわけ

がないやないかということになるわけですね。

、 、ですから その情報の真贋もまず確かめないと
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そういう情報はいつも来ますよ。今、都城は特

にそういう情報にあふれているようですけれど

も、電子入札にした意味はそこに実はあるわけ

で、だれが応札するのかどうかわからないとい

。うことに一番の採択要件があるわけですからね

それをまた一々そこを集めて聞くという労力の

無駄と思いませんかね。

今回の事案につきましては、○持原管理課長

一般競争入札をして、リーディングケースとい

いますか、具体的な内容での情報提供がありま

した。それと、都城市近辺につきましては、ほ

かの都城市の工事とかでもそういう情報なりそ

ういう調査が行われているという事実がござい

ましたので、その２つをもって今回、慎重な取

り扱いをしたということでございます。

、○坂元委員 これは技術的な問題ですけれども

例えば、現場で丁張りを出しますよね。この丁

張りは技術士がかけた丁張り、丁張り検査に来

る職員は資格も何もないわけですよね。そこ辺

は技術的にどうなんですかね。

、 、○児玉技術検査課長 おっしゃるように 最近

職員の技術力がないんじゃないかということも

よく言われておりますし、技術の伝承、そうい

う継承が最近薄れていると。現場に行っても現

場代理人との意思疎通ができない。そういった

ことで非常に現場における対応がおくれている

ということで、技術研修というのを開いて、再

三、監督等にはそういった勉強はしているつも

りなんですが、今後は、業者との意思疎通を図

る、現場サイドの意思疎通ということで、ワン

、 、デーレスポンスとかいう その日のうちにやる

そういう姿も今後、本格的に取り組んでまいり

ますので、できるだけ職員の技術研修、レベル

アップを図らにゃいかんという考え方を持って

おります。

現場協議もそうですね、設計変更○坂元委員

にもなかなか応じてもらえないという、はっき

り言って請け負けの実態がいろいろあると。今

度は工事検査専門員の検査がありますね。いろ

いろ言うと今度は点数にはね返るわけですよ。

だから、業者は物が言えないわけですよ。とな

ると、そういうものは第三者機関に検査をさせ

たらどうなのかというふうには思いませんか。

この第三者機関というの○児玉技術検査課長

が、今、どういう立場で検査をさせるのかとい

うのが非常に難しゅうございまして、発注者と

受注者、それと第三者、この考え方については

まだ解答がございません。管理課長のほうから

何かお話が……。

第三者機関に検査をという話○持原管理課長

でございますけど、基本的に検査というのは、

今の制度上は直営でやるべきだと我々は思って

おります。そういうことでベテランの技術職で

あります工事検査専門員を専任で配置し、1,000

万以上ですか、そういうものについては、特段

の能力のある専門員で対応しているということ

でございますので、基本的には県の直営でしっ

かりした検査をやっていこうというのが今の考

え方です。

最後に１つだけ、県は経営能力審○坂元委員

査をしていますよね。ところが、受注して倒れ

る業者がおるわけですよ。ということは経営能

。力がないのに落札しているということですよね

極端なことを言えば、指名も受けていると。そ

して、その倒産業者の焦げつきが相当いろいろ

な人に影響を及ぼすということでありますが、

関連した人は何でこんなのを指名するんだと、

前々からうわさがあったじゃないかという話も

あるんですよ。そういう能力審査との関係はど

うですかね。
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、○持原管理課長 経営事項審査につきましては

もちろん、１年に１回というスパンでやってい

きますので、しかも、指名の段階では、そのス

パンでは間に合わないような、おっしゃるよう

な情報というのを入手して、経営不安がないか

どうか、その辺をチェックした上で基本的には

指名する。しかし、やむを得ず、その業者さん

がそういう状況になるというケースも昨今、厳

しい業界の実態から出ておることは事実でござ

います。そういうものでいろんな第三者機関、

例えば金融機関による入札ボンドあたりの

チェックを入れるとか、入札参加資格をより厳

しいものにするとか、いろんな多角的な方法が

全国的にも検討されているところでございます

ので、その辺、県としても、今、一般競争入札

を導入しつつある段階でございますので、その

辺は多角的に検討させていただきたいというふ

うに思っております。

部長だろうと思うんですが、そも○萩原委員

そも予定価格というのはどういうことなんです

か。

、○野口県土整備部長 予定価格につきましては

原価とか、あるいは現場をしっかりと動かして

いける力、あるいは本社等の機能のお金、そう

いうのを積み上げてやっていくわけでございま

して、最低制限価格と違ってくるのは、利益的

なものとか、会社を発展させるお金というもの

が予定価格のほうには含まれているということ

だと思います。

ということは、予定価格で入札を○萩原委員

してとるということが建設業として一番ベター

な方法なんですよということですよね。いろい

ろ勉強してみますと実勢価格とかいろいろやっ

ておるわけですから、予定価格が例えば１億円

だったら、１億円前後で落札するのが結局、正

当な企業経営ですよね。その辺はどうですか。

会社の状況によって、例○野口県土整備部長

えば資材やなんかを仕入れるというのも、通常

の取引関係とかどうかでまた価格的に違ってく

るとか、いろいろ状況は変わってくるんで、す

べての会社にとって予定価格というか、コスト

。構造が同じということはないと思っております

私が直接調べたわけじゃないんで○萩原委員

すが、国会の資料を取り寄せたんですけど、ア

メリカでは大体30年ぐらい、大体予定価格と言

われる価格の辺で入札するそうですよ。民需が

多いときには予定価格を上回っての入札が多い

らしいんですよね。結局、今、日本の風潮とい

うか、マスコミを含めて、県庁もそうだけれど

も、落札率、落札率にこだわっておるんです

よ。93％から95％を超えたら談合があるんじゃ

ないかと決めつけておる。そうでしょう。本当

は、予定価格でとることが今流で言う非正規社

員と正規社員を少しでも多く採用できるし、あ

なたたちが求める技術者だって、そういうもの

も十分やっていけるのが本来の予定価格のはず

なんです。それが、何か72～73％だったら正当

。な競争入札というのはおかしいと思いませんか

どうですか、部長、お答えください。

例えば、よく言われてい○野口県土整備部長

るのが95％以上だと談合が疑わしいというよう

な言われ方をされていますけれども 決して我々、

としてはそうとらえておりませんし、企業が競

争を透明性ある中でやっていただいて、その結

果でしたら、95％というのは落札価格として正

規なものになると思っております。

ですから、私は思うんですけれど○萩原委員

も、その予定価格というのを公表しなきゃいい

んですよ。そうでしょう。予定価格というのを

公表すると、いろんなところで、今使っている
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言葉では落札率が低ければ、いかにも県民、国

民の血税を無駄に使わなくて済んだと言うけれ

ども、一方では、非常に過当競争をしたがため

に、先ほどお話がいろいろ出ましたけれども、

結局、下がっている下請業者なりあるいは働い

ている労働者の皆さんにすべてしわ寄せが来て

いるわけですね。今、知事が４年間で100社で１

万人雇用と言うけれども 今のような競争をやっ、

ていたら、結局、失業者は２～３万を超すだろ

うと私は見ておるんですよ。そして、おまけに

今度は、県の検査課がつくったソフトが出回っ

ておるんじゃないかという考え方、今、僕は聞

いてみて感じたんですが、それはどうなんです

か。

まず、予定価格の公表○山田県土整備部次長

につきましては、いわゆる「公共工事の入札及

」 、び契約の適正化の促進に関する法律 によって

透明性を高めようという趣旨から予定価格の公

表が求められております。県の場合は、いわゆ

る事前漏えい防止の観点などから、事前公表と

いう形をとっております。しかし、現在のこう

いう入札状況、落札状況等を見ながら、制度改

革の方針の中にもありますけれども、予定価格

の公表のあり方につきましては、そういった状

況を踏まえながら、今後、検討していくという

ことにしております。

それから、今おっしゃいました県の積算ソフ

トが漏れているんじゃないかということにつき

ましては、現在、民間の開発した積算ソフトと

いうのが非常に精緻な形でできておりまして、

要するに、いわゆる積算のための歩掛かりとか

労務単価とか、そういったのはすべて公表して

おります。その積算の体系といいますか、そう

いったことも公表しているわけですから、そう

いったのをもとに民間の開発会社が非常に精緻

な積算ソフトをつくっている。それが民間業者

の皆さんに出回っているということを、業界の

ほうからの聞き取りでつかんでいるところでご

ざいます。県の積算ソフトが流出ということは

確認しておりません。

、○萩原委員 確認するにも難しいでしょうけど

競争入札云々、落札率どうのこうので私が一番

心配しているのは、良質な建設業者が仕事がと

れなくなってきている、そういうことを感じな

いですか。どうですか。

落札状況を見ますと、○山田県土整備部次長

最低制限価格付近に非常に張りついている状況

があります。制限価格を相当数下回っている案

件もどんどん出てきておりますから、そういっ

た意味では非常に競争が激しくなっているとい

うふうに思っております そういった中で 我々。 、

も業界全体が疲弊することは望んでいないわけ

でございまして、その中で技術と経営にすぐれ

た企業が伸びていくためのいろんな工夫をやっ

ていかないかんというふうに思っているところ

でございます。

そうであれば、私は予定価格とい○萩原委員

うのは発表しないほうがいいと思うんですよ。

そういう精密なソフトができ上がっていくんで

あれば、予定価格を発表すればこそ、そのソフ

トで最低制限価格のところへやってくるわけで

すから 結局 決して100％の予定価格で72～73％。 、

で落札するというのは正当な競争じゃないです

、 。 。よ どう考えたところで 実態を聞いてみると

非常に悲しいというんですよ。70何％も低い競

争入札で仕事をとらなくておれのところはよ

かったと、受けたら必ず赤字を出すと言うんで

すよね。仕事をとれなくて喜ぶけれども、長期

的に見たら、結局、何か仕事をしなきゃどうに

もならんわけですよね。



- 82 -

私どもが２年ぐらい前でしたか、横須賀市の

建設業界と市の競争入札のところへ行きました

よ。建設業界の皆さんの悲痛な叫びは、結局、

土場の土地を買いたい、あるいは新しい機械を

買いたい、そのときに銀行に借入申込書を出す

、 。と もちろん事業計画書を出さなきゃいけない

ところが、その会社にもよるんでしょうけど、

公共事業と民間事業を50％・50％の会社だった

とすれば、今みたいな競争入札をしておったん

では、結局、事業計画の計算のしようがないと

いうわけですよ 例えば 本年度は売り上げを50。 、

億やっておりますと、しかし、本来、25億が公

共事業、25億が民間事業だったと、片方の公共

事業の事業計画は組めないんです。組めないと

銀行はそういう土場の土地の購入でも、新しい

機械を買うでも、前年よりも売り上げが２分の

１になるようなところには融資はできませんよ

ということになるそうなんです。

そういうことも含めて、正当な競争である程

度利益を出さなきゃいけないわけですから 90％、

を切る入札なんていうのは正当な企業経営じゃ

ないです。私はいろんな会社の経営診断をした

りいろいろしますけど、今、１％の利益を上げ

。るというのにみんなが苦労しておるわけですよ

結局、そのひずみが非正規雇用社員が多くなっ

たり、それの延長線に、すべてとは言いません

が、ある一部分では少子社会の一因にもなって

いるし、農業が疲弊している、みんなとは言い

ませんけど、一番の現金収入は建設業とか関連

産業に張りついている人が現金収入を得ている

―わけです。そういうところがこんな過当な

過当というのは、赤字覚悟の競争をしておった

んでは、１万人雇用どころじゃないですよ、３

万人の失業になってしまいますよ。その辺はも

うちょっと考えないと、一番いい方法は、私も

いろいろ考えてみたけれども、予定価格を発表

することをやめたらどうかと思うんです。そう

でないと、今、マスコミの方も来ていらっしゃ

るけれども 新聞の活字では 入札率が72％とっ、 、

、 、たら正当な競争だと 95％だったら談合がある

。そういう決めつけ方をするからいけないんです

そうですよ。企業を経営しておる人たちからす

ると、悲痛な叫びですよ。だから、そもそも予

定価格というのは、この価格でしたら正当な企

業経営をやれますという価格なんだから。それ

に限りなく近いのがまじめな会社なんですよ。

その辺を考えると予定価格の発表というのはし

ないほうがいいと。その辺をもう一回。

今、予定価格の公表時期○野口県土整備部長

の話になってしまうわけですけれども、先ほど

も御説明がありましたけれども、入札契約制度

の改善の中の検証をしていきますので、その中

でしっかり検討をさせていただきます。

一昨年は委員長だったから、あそ○萩原委員

こから余りいろいろ言えなかったから、きょう

はまとめて言いますけど、一方で県民の血税を

これだけ競争入札してこれだけお金を使わなく

て済みましたよと。一方では、建設関連産業と

いうのは10％ぐらいのシェアを持っている。そ

ういう方々を泣かせておるということをしっか

り自覚してほしいと私は思います。

それから、技術検査課長に、入札改革をいろ

いろ施行されてからの入札の状況、工事名、会

社名、そしてその中からどのぐらいの会社が倒

産したのか、不渡りを出したのか、その辺の一

覧表を出していただきたいと思うんですけど、

委員長、どうでしょうか。

資料提供をということですね。○横田委員長

委員の皆さん方にお願い申し上げます。今、

行っています質疑は、先ほど執行部から説明が
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、ありました内容についての質疑でありますので

もちろん関連はあるんですけど、説明以外の部

分は最後のほうでその他でじっくりと。このま

ま行ったらずっと離れそうな気がしますので、

一言言わせていただきました。

それでは、技術検査課長、先ほどの資料提供

をお願いしてよろしいでしょうか。

後ほど、出させていただ○児玉検査技術課長

きます。

委員全員に提供してください。○横田委員長

お願いします。

ほか、ございませんか。

説明事項について確認をしておき○濵砂委員

たいと思いますが、まず、14ページ、土地開発

公社の貸借対照表中、流動資産の中の完成土地

等、資産の中のほとんどを占めているんです

が、33億8,397万7,698円、この内容について説

明をお願いいたします。

すみません。もう一回。○小野用地対策課長

14ページ、土地開発公社の貸借対○濵砂委員

照表中、資産の部、流動資産のうち、完成土地

等と書いてありますね。33億8,397万7,698円の

内訳を教えてください。

これにつきましては、全○小野用地対策課長

、 。額 フリーウェイ工業団地の簿価でございます

開発年月日から今までに係る所要○濵砂委員

経費を教えてください。

１社、進出があったもん○小野用地対策課長

ですから、それと町道を譲渡したり、その額が

約２億円ございまして、当初35億が、現在、事

業原価、簿価として上がっておりますのが約33

億でございます。以上でございます。

何年ですかね。○濵砂委員

。○小野用地対策課長 分譲開始が11年からです

フリーウェイ 今まで８年間かかっ○濵砂委員 、

ている。これに諸経費はどのくらいかかってい

ますか。今までの維持費、借入金等々、ここは

金持ちだから結構金を持っておりますよね。借

入金が片一方で発生していますので、利息等の

支払いはどのくらい出ていますか。

借入金につきましては、○小野用地対策課長

団地造成費の額はすべて県からの借入金で賄っ

ております。すなわち、当初は35億ですから、

それが今現在、33億ですので、短期資金が県か

ら14億円、長期が19億円ということで、ちょう

ど見合いになっております。県からの短期資金

は、１年間で返済するようになっておりますの

で、年度末に県のほうに返すと、新年度に新し

くまた14億円が来るまで若干、２～３日ぐらい

金融機関から借り入れていると。その額が、18

年度で申し上げれば20万円ぐらいの利子となっ

ております。

負債及び資本の部、固定負債の中○濵砂委員

の長期借入金の20億2,332万2,685円はどうなっ

ていますか。

すみません、もう一回お○小野用地対策課長

願いします。

、○濵砂委員 負債及び資本の部の中の固定負債

長期借入金、内容。

これにつきましては、県○小野用地対策課長

からの融資等借入金が、先ほど申し上げました

ように10億、北方延岡道路の購入費の分がその

差額で入っております。以上でございます。

借入金先。○濵砂委員

先ほど申し上げましたよ○小野用地対策課長

うに、県が19億、あとの残が県信連です。以上

でございます。

長期借入金も県ですかね。○濵砂委員

そうです。○小野用地対策課長

固定資産の中の無形固定資産の中○濵砂委員
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の投資その他の資産の有価証券、この有価証券

は何ですか。

これは、10年物の国債を○小野用地対策課長

運用しております。約11億です。

わかりました。○濵砂委員

次の、損益計算書中、特別損失の368万1,510

円は何ですか。

投資有価証券売却損の内○小野用地対策課長

容でしょうか。これは、18年度中途、６月だっ

たんですけど、従来は５年物の国債で運用して

おりましたけれども、それを10年物に切りかえ

ましたので、その売買損が360万ぐらい出ており

ます。以上でございます。

有価証券を10年物に切りかえて、○濵砂委員

いわゆる原資の損じゃなくて利息の損ですか。

すみません。いましばら○小野用地対策課長

く時間をいただきたいと思います。

それから、建設技術推進機構の中○濵砂委員

の21ページ、財産目録、固定資産中、その他の

固定資産がほとんどで２億8,083万3,524円、内

容を教えてください。

２億8,000万等の内訳でご○児玉技術検査課長

ざいますが、車両運搬費、車３台を保有してお

ります。

途中ですが、それは下に出ていま○濵砂委員

すから、貸借対照表中の下の方に出ていないそ

の他の２億7,800万。

これは、投資有価証券が○児玉技術検査課長

主でございまして、２億ほどございますが、２

年物の国債ということで、宮銀と宮崎太陽銀行

等に預けているということでございます。

ちなみに、利息は何％ですか。○濵砂委員

現在わかりません。後ほ○児玉技術検査課長

ど説明させていただきます。

じゃ、後ほどお願いします。○横田委員長

次は、道路公社の29ページ、損益○濵砂委員

計算書中、諸引当損の中の道路事業損失補てん

引当損というのは、内容がよくわからんのです

が、これはどういうことですかね。

道路公社でございます。○荒川道路建設課長

道路事業損失補てん引当損ということで１

億3,500万余を計上しておりますが、これは、料

金収入の10％を毎年積み上げるようにというこ

とで決まっております。その金額をここに計上

しております。以上でございます。

これは、計上はやっぱり引当損な○濵砂委員

んですか。積立金を差し引いて、別に積み立て

るという意味でしょう。

名称としてはこのような○荒川道路建設課長

引当損というような格好で……。

。○濵砂委員 こういう勘定科目を使っているの

そうです。○荒川道路建設課長

それから、住宅供給公社、42ペー○濵砂委員

ジ、資産の部、流動資産中、現金預金16億8,277

万1,334円と負債及び資本の部、長期借入金６

億5,250円、これは銀行なんですか、県なんです

か。

まず、現金預金のほうで○藤原建築住宅課長

ございますが、基本的には宮崎銀行でございま

す。それから、長期借入金のほうにつきまして

も宮崎銀行になってございます。

非常に財務状況がいいんですが、○濵砂委員

にもかかわらず、長期借入金、片方では同じ銀

行に16億8,200万預金をしながら、同じ銀行から

６億5,200万円を借金しているということなんで

すが、長期借入金をここに存在させなくてはい

けないものがあるんですか。

長期借入金の中身につき○藤原建築住宅課長

ましては、現在、倉岡ニュータウンで造成工事

を実施していますが、このときの借入金がおよ
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そ２億ほどございます。これは、先ほど御説明

したとおり、平成20年度をもちまして、現在工

事を行っていますところの業務用地につきまし

ては、一括、宮崎市のほうに譲渡する予定でご

ざいまして、譲渡と同時に宮崎市のほうから入

金されるというふうな状況等もございまして、

一時借り入れを起こしたということでございま

す。それから、その他の残りの部分につきまし

ては、現在、延岡市の九州保健福祉大学の教員

住宅等の要請に基づきまして建設を行っていま

すが、こちらのほうは九州保健福祉大学に100％

一括借り上げということで、収入が安定的に発

生するということでございまして、そういう長

。期的な返済等の計画に基づくものでございます

平成20年までで、宮銀で借り入れ○濵砂委員

したものを宮崎市から宮銀に振り込んで完済す

るということなんですか。

基本的には、住宅供給公○藤原建築住宅課長

社が譲渡いたしますので、宮崎市から住宅供給

公社に一時入ってまいります。

その分の利息負担は宮崎市がする○濵砂委員

ということですか。

この造成事業は、宮崎市○藤原建築住宅課長

、 、からの要請に基づくものでございまして 当然

土地の譲渡価格の中に必要な事務経費として計

上するというふうに聞いております。

わかりました。いわゆる長期借入○濵砂委員

金の６億5,200万何がしの利息については、販売

先、いわゆる住宅供給公社の手から放れた先が

負担するということですね。

６億の中でおよそ２億が○藤原建築住宅課長

倉岡ニュータウンに、いわゆる宮崎市にかかわ

るものでございますので、その部分につきまし

てはおっしゃるとおりでございます。

わかりました。○濵砂委員

先ほどの有価証券売却損○小野用地対策課長

の360万円余でございますけれども、これは、先

ほど申し上げましたように、以前は５年国債を

２本立てで運用しておったわけなんですが、そ

の取得価格が５億3,000万円余でございました。

それを切りかえ時に、そのときの時価で売買し

た結果、５億2,600万ということになりまして、

その差額の360万ぐらいが売却損ということに

なったわけでございます。以上でございます。

そういうことがあるんですかね。○濵砂委員

あくまで原資ですよね、利息も含めて。そのと

きの簿価というか、原資、これを切りかえたこ

とによって損失を発生させたということなんで

すか。

今回の購入時と売却時の○小野用地対策課長

差額なんですけれども、売却する場合は、その

ときの時価になっておりますので、国債の価格

が動いているんですよね。そういうことで購入

時の額と売買したときの時価が違うということ

になっております。

認識不足ですみません。利付のほ○濵砂委員

うですか、割引ですか。

利付です。○小野用地対策課長

わかりました。○濵砂委員

ほか、質疑はありませんか。○横田委員長

、 、○蓬原委員 道路公社 中身じゃないんですが

今度、預け金のこととかありました。いわゆる

通行料を取りますよね。日銭を扱うところです

よね。高速道路は機械から取りますから、恐ら

、 、く 最終的に通った車と入金額の差というのは

もし、間違いがあるか取り損ないがあればわか

ると思うんですけど、ここは領収証でそのまま

もらいますよね。例えば、そこですっと通過し

た場合に、カウントのしようがないのかなと。

例えば、性悪説をとるわけじゃないんですが、



- 86 -

領収証を渡さずにお金だけ取ればカウントでき

ないわけですよね。通った車と入ったお金のカ

ウントというのは、その日その日ちゃんとでき

るるようになっているかどうか。

道路公社の管理の状況で○荒川道路建設課長

、 、ございますけれども 料金徴収につきましては

現在、人間で、そこに立っておりまして、そこ

で徴収をしているわけでございますけれども、

そこで当然、領収証を出しますけれども、その

金額につきましては、レジといいますか、カウ

ントをするようになっておりまして、車の通行

台数、それと料金徴収、そういったものをきち

んとチェックするようになっております。です

から、交通量が何台ぐらいあったか、何という

車種が通ったか それもすべてわかるようになっ、

ております。それをきちんと積み上げて料金と

合わせておるわけでございます。以上でござい

ます。

そのカウントの仕方というのはど○蓬原委員

ういうやり方なんですか。

料金徴収するブースがご○荒川道路建設課長

ざいますけれども、その料金所の中にそういっ

た器械がありまして、その中でお金を払うとき

には当然それがわかるようになりますので、そ

れと最終的なお金の集まったものがわかるとい

うことでございます。

器械が人間とは別にちゃんとカウ○蓬原委員

ントしているということですね。

今、委員のおっしゃいま○荒川道路建設課長

すのは、車が通ったらレーザーか何かでカウン

。トしているんじゃないかということでしょうか

そういうことです。○蓬原委員

それにつきましては、私○荒川道路建設課長

もそこまでは考えておりません。

ですから、人がそこにいて、お金○蓬原委員

を取って領収をやっているわけですよね。それ

が本人のカウントだと、例えば、性悪説をとれ

、 、ば こういう預け金とか今いろいろある時代で

そこまでチェックせんといかん時代ですから、

例えば、領収証を出さずにお金だけ取れば、ほ

かにはバスでもこういうことがありましたよ。

それと同じようなことがあるとまた問題になり

ますから、そこのところはちゃんと通った車の

数と入金した金とのチェックというのはその日

その日、日銭の計算が抜かりなくされています

か、いずれ問題になると大変でしょうというこ

とを言っているわけです。

道路公社でございますけ○荒川道路建設課長

れども、今、委員のおっしゃるように、通行す

るときに、例えば、赤外線か何かでその辺がわ

かるんじゃないかというのは、それはありませ

ん。ただ、車両の台数計測器というのがありま

して、そういったものが料金所のところにあり

まして それと領収証の発行 そういったユニッ、 、

トが一緒になっておりまして、それで通行量、

そして車種ごとの料金徴収、そういったものが

わかるわけです。以上でございます。

参考のために、その計測器という○蓬原委員

のは、レーザーじゃなかったらどうやってカウ

ントするやつですか。

管理事務所に器械そのも○荒川道路建設課長

のが据えつけてあるわけですけれども、車両台

数計測器というのがありまして、その中でカウ

ントする、わかると。

だから、例えば、リミットでけっ○蓬原委員

ているのか 何か映像的にやっているのか 通っ、 。

た台数と車種がわかるんであれば、当然、カウ

ントの方式というのがなきゃいかんわけじゃな

いですか。それが入金のベースになるわけだか

ら、レーザーでなかったら何でやるのかなとい
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う、ついでながら聞いておかないと。

人間の操作でそういった○荒川道路建設課長

ものをカウントしているわけでございます。

その人間のカウントというのが問○蓬原委員

。題じゃないですかということになるわけですよ

だから、それを意識的にカウントせんければ、

それは通らんかったことになるわけじゃないで

すか。高速道路は切符をとって、これは必ずつ

ながっていますから、もし、ぱっと逃げればわ

かるわけですよね。あるいはもし、取り外れが

あればわかる。計算間違いをすれば差額が出る

、 、わけですが 人為的にカウントするというのは

現金を扱うところは、かつて某バス会社でもそ

ういうことがあったですよ。そういうことがな

いようにちゃんとやっておかないと、こういう

御時世ですから、後々、実はそこでそういうこ

とがあったとなるといけませんので、ちゃんと

そこは通った車と入ったお金のチェックはちゃ

んと突合できて、毎日の入金チェックができて

。いるんですかということを聞いているんですよ

その辺のチェックにつき○荒川道路建設課長

ましては、先ほど言いましたように、まず料金

所に人間が立っておりまして、その中で押す、

それが管理事務所とつながっておる、そしてそ

の管理事務所、料金所には防犯監視カメラなん

かも据えつけております。そういうことで管理

事務所と料金所はつながっておるわけです。で

すから、そういった中で台数と料金の徴収とい

うのをやっておるということでございます。

そういうときにえてして間違いが○蓬原委員

出るわけだから、そのカウントの仕方というの

は、監視カメラとかじゃなくて、通った車を人

為的じゃなくてカウントするようなシステムを

ちゃんとされておったほうが私はいいと思いま

すよ。やっぱり南線で５億とか何億とかいうお

金があるわけですから、申し上げておきたいと

思います。別に答弁は要りません。

ほか、ありませんか。○横田委員長

御質問申し上げます。建設技術推○武井委員

進機構についてでございます。まず、確認なん

ですが、19ページ、給料手当が事業費のところ

と管理費のところと両方に記載があるんですけ

れども、これはどういうことで２つのところに

出ているのか。

19ページの支出の事業費○児玉技術検査課長

の給料手当の１億6,300万余でございますが、こ

れにつきましては、職員が27名おりますけど、

そこの中で役員及び管理と言っておりますが、

総務系の方、総務企画課長と総務係員が２人で

３名おるんですが、この方を除いた給料を上の

ほうに、職員21名と委託職員の３名、24名分の

計上、下のほうは管理費の給料手当につきまし

ては、総務企画課長と総務係２名の３名の給料

手当、よろしいでしょうか。

今のお話ですと、上のほうが21名○武井委員

プラス３名分、下の管理費のほうで出ているの

が給料手当は３名分ということの理解でよろし

いんでしょうか。

そうでございます。○児玉技術検査課長

３名分で2,000万というのも非常に○武井委員

高額だと思うんですが、またその上に役員報酬

、 、が3,000万というのがあるんですけれども 一体

役員というのは何人いらっしゃって、どういう

ような方がいらっしゃるんでしょうか。

役員が３名おりまして、○児玉技術検査課長

理事長と常務理事が２名ということでございま

して、その３名の給与及び手当ということでご

ざいます。

３人で3,000万超ということは、平○武井委員

たく言えば１人1,000万取られているというよう
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なことなんですけれども、すみません、これは

どういう方ですか。

県の部長級（県参事）と○児玉技術検査課長

いう方と常務理事は次長級という立場でござい

ます。

、 、○武井委員 ということは 現職の方ではなく

ＯＢさんということですか。

18年度は現職でございま○児玉技術検査課長

す。

３名分、3,000万の報酬が出ている○武井委員

んですが、当然、県の現職の方であれば県のほ

うから報酬といいますか、給与という形で出て

いると思うんですけれども、しかも1,000万円超

と非常に高額だと思うんですが、こちらのほう

でこういう形で計上されるものなんですか。

推進機構のほうに出向と○児玉技術検査課長

いう形で行っておりまして、報酬等の予算計上

はこちらのほうでされているということでござ

います。

、 、○武井委員 ということは 確認ですけれども

この３名さんの分は宮崎県の職員であるけれど

も、宮崎県からではなくて機構のほうから人件

費が支払われているという理解でいいというこ

とですね。

そういうことでございま○児玉技術検査課長

す。

すみません。私ももうちょっと勉○武井委員

、 、強したいと思うんですけれども ということは

１人1,000万当たりぐらいなんですけれども、こ

れは県の給与のベース等を考慮すると、県にこ

の方がいらっしゃればそれぐらいの給与を取っ

ていらっしゃるというようなことの理解でいい

ということですか。それとも、こちらのほうに

行かれて余分に取られているということがある

んでしょうか。

この分については管理課○児玉技術検査課長

長のほうからよろしくお願いいたします。

今、県の派遣というようなこ○持原管理課長

とで公社に出ておる人たちの給料につきまして

は、基本的には県のベースを持っていくという

形になっております。以上でございます。

わかりました。○武井委員

次に移ります。道路公社についてでございま

すが、前から気になっている点を１件お伺いし

たいんですが、シーガイアのところにインター

チェンジができておりまして、ちょうどサミッ

トの前後にできたと思うんですけど、余り利用

状況があるように見えないんですけれども、イ

ンターチェンジの利用状況を教えていただきた

いと思うんですが。

インターチェンジの利用○荒川道路建設課長

状況につきましての御質問でございますけれど

も、その数字を把握しておりませんので、後ほ

ど答えさせていただきます。

後からお願いします。○横田委員長

あわせてなんですが、先ほどの蓬○武井委員

原委員の質問にもありました、今、公団さんな

んかの道路ですと、延岡南道路でもそうですけ

ど、自動収受をされていますけれども、そちら

のほうについての取り組み、これは指定管理者

に多分なっているんだと思うんですけれども、

そういうことについての取り組みをされるとい

うことは御検討があるんでしょうか。

道路公社の料金収受を自○荒川道路建設課長

動でやるということについての御質問でござい

ますけれども、自動でやりますと、ＥＴＣとい

うカードがございますけれども、そういったも

ので自動的にすっと通過できるとか、いろんな

方法があると思いますけれども、こういった自

動収受機につきましては、機械の経費とかが結
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構かかってくると、それともう一つは道路公社

の経営、未償還金がたくさんありますので、そ

ういった中で現在の状況と同じような状況で

やっていくのか、自動収受にするのかという判

断は公社の中で判断していくことになりますけ

れども、現段階においては、今の手法でやって

いくと。それは、今言いましたように、償還の

返済とかを考えた中で今のが一番いいのではな

いかというふうに判断しております。

わかりました。○武井委員

確認なんですが、今、道路公社は指定管理者

になっているんでしょうかね。

指定管理者にはなってお○荒川道路建設課長

りません。

その予定等はあるんですか。料金○武井委員

所管理とか、その辺はある程度民間に任せても

できないことはないんじゃないかとは思うんで

すが。

今のところ民間のほうに○荒川道路建設課長

お願いしております。これは、料金徴収につき

まして、一般競争入札ですけれども、入札等も

やっております。それで今、お願いしていると

ころでございます。

ということは、今、料金所管理は○武井委員

たしか総合警備さんか何かだったんじゃないか

と思うんですけれども、あくまでも料金徴収の

業務の代行というところで、全体として指定管

理業務にするということは予定はないというこ

とでよろしいですか。

指定管理者につきまして○荒川道路建設課長

は、現在、道路公社というきちんとしたものが

、 。ありますので そういうのは考えておりません

わかりました。結構です。ありが○武井委員

とうございました。

ほかに。○横田委員長

先ほど、濵砂委員のほう○児玉技術検査課長

から御質問がありました、21ページの下のほう

の固定資産のその他というところの内訳等の利

、 、子と利率 投資有価証券と申し上げております

この２億円につきましては、利率が年0.2％、40

万円の利息がついているということでございま

す。

先ほどの武井委員のほう○荒川道路建設課長

からの御質問でございましたが、シーガイアイ

ンターチェンジの交通量を言われておりました

けれども、平成18年度が年に２万8,292台でござ

います。収入としましては、541万4,990円とい

う状況でございます。以上でございます。

それでは、午前の部を終了しま○横田委員長

して、午後１時に再開いたします。

暫時休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時３分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

まず、委員会に先立ちましてお願いがあるん

ですけど、発言をされる場合は委員長を通して

から発言をしていただきますようお願いいたし

ます。

。○荒川道路建設課長 道路建設課でございます

午前中の蓬原委員からの質問がありました有料

道路の料金徴収のチェック体制についてでござ

います。それにつきまして補足説明をさせてい

ただきます。

料金徴収業務につきましては、人間による手

、 、作業で行ってはおりますけれども 各料金所に

私は赤外線センサーがないと申し上げましたけ

れども、支払機と連動して赤外線センサーが設

置してあります。これで総台数を自動計測して

おります。大変申しわけありません。以上でご
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ざいます。

それでは、午前中説明がありま○横田委員長

。した分に対しての質疑はほかにございませんか

繰越明許費状況調べというの○外山良治委員

があるんですが、例年どおりこれだけあるんで

しょうか。

額でございましょうか。○持原管理課長

件数も含めて。○外山良治委員

額で申しますと、今年度は200○持原管理課長

億3,900万円、昨年度は454億6,600万円、昨年度

の場合で申しますと、17年災が多かったもんで

すから、額的に非常に多くなっております。

件数で申しますと、昨年度が1,645件、ことし

が507件ですので、昨年度は非常に多かったとい

うことが言えます。

普通に考えて 普通に考え○外山良治委員 ―

、 、ても私は全くわかりませんが 部合計で1,279件

事業費ベースで589億、本年度への繰越額が520

件で約188億、こうなっていますでしょう。

そのとおりでございます。○持原管理課長

これは繰り越しの分だけで○外山良治委員

しょう。例えば、ダブるとは思いますが、19年

度事業というものはどうなるんでしょうか。新

たにカウントされるやつです。

この分はあくまでも18年度か○持原管理課長

ら19年度に繰り越した、議会で承認を得たもの

の結果といいますか、実際に繰り越した件数と

金額ということで御理解をお願いしたいんです

けれども。

次に、繰り越しの主な理由と○外山良治委員

いうのが、用地交渉とか工法検討とかいろいろ

ありますけど、普通でもこういうふうになるん

ですか。

例年の整理の仕方といたしま○持原管理課長

して、用地交渉・契約が難航したというのが例

年一番多いようで、今回も34％ぐらい、それか

ら途中で事業計画が変更になったもの、あるい

は設計変更が行われて、それに時間を要したた

めに繰り越した事例、これが例年ほぼ一緒です

けれども、ことしの場合は32％ですね。３番目

に多いのが、条件整備のおくれと申しますか、

いろんな地下埋設、ＮＴＴとか九電とかござい

ます。そういうところの調整に時間を要したと

か、あるいは保安林がかかっておって、森林部

局との保安林の解除に時間がかかったとか、そ

、 、ういうものが多いようで これが約18％ぐらい

理由としましては例年そんな感じになっておる

ようです。

後でまた質問します。○外山良治委員

道路公社の件でお伺いいたし○田口副委員長

ます。32ページを見ますと、有料道路の交通量

が載っておりますが、その中でも小倉ケ浜有料

道路は、たいえい橋ができてからは極端に減っ

ていますよね。実際、私も延岡におりますけ

ど、10年ぐらい通ったことがないんですよ。昔

は日向が物すごく込んでいたから、みんな走っ

ていたわけですけれども、たいえい橋が抜けて

から非常に流れもよくなったと。今後、この有

料道路はどのようにお考えなのか、まずお聞か

せいただきたいんですが。

小倉ケ浜有料道路につい○荒川道路建設課長

てでございます。小倉ケ浜有料道路につきまし

ては 現在 平成25年までが料金徴収期間になっ、 、

ております。現在、年間約2,000万程度は利益が

上がっております。確かに、委員のおっしゃい

ますように、たいえい橋によってがたっと減っ

たわけではございますけれども、やはり利用者

というのはそれなりの方がいらっしゃるという

ことで、徴収期限は25年でございますので、こ

の小倉ケ浜につきましては、現在のままでやっ
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ていきたいというふうに思っております。

25年までということですけれ○田口副委員長

ども、残っていた10号線の部分が今、４車線化

工事を始めていますよね。おまけに、私はよく

広域農道を通るもんですから、なおさら通らな

くなると思うんですよ。今、2,000万利益がある

と言ったけれども、そう長くないうちにほとん

ど通らなくなるんじゃないか、そういう意味で

早く無料化するか、あるいは日向市に譲渡とか

するようなことのほうが地元の人は喜ぶんじゃ

ないかと思うんですけれども、どうお考えです

か。

小倉ケ浜有料道路につき○荒川道路建設課長

ましては、道路公社全体でも未償還額があるん

ですけれども、この小倉ケ浜有料道路につきま

しても、６億から７億ぐらいの未償還額がある

わけでございます。これを、年間2,000万弱ぐら

いですから、微々たるものではありますけれど

も、やはり返していくというのが必要であると

いうふうに思っております。

わかりました。いいです。○田口副委員長

そのほか、ありませんか。○横田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、続きまして、補正予○横田委員長

算関連議案について説明をお願いいたします。

説明予定時間が50分ということになっておりま

す。全課お願いしたいと思いますので、よろし

くお願いします。

補正予算関連議案につき○野口県土整備部長

まして、その概要を御説明いたします。

先ほどからごらんになっていただいています

お手元の「商工建設常任委員会資料」の49ペー

ジをお開きください 「新みやざき創造計画」に。

よります施策体系図に県土整備部の新規及び重

点事業を記載させていただいております。アン

ダーラインを引いております事業が６月補正予

算案でお願いしているものでございます。県土

整備部といたしましては、これらの事業を積極

的に推進し、県民の「安全で安心な暮らし」を

確保し 「快適で人にやさしい生活空間 、そし、 」

て「経済・交流を支える基盤」となる県土づく

りを目指してまいりたいと考えております。な

お 県土整備部の主要事業については 資料の52、 、

ページ以降に事業概要と予算額を記載しており

ますので、後ほど、ごらんいただきたいと存じ

ます。

次に、資料の60ページをお開きください。県

土整備部の６月補正予算の一覧でございます。

また、資料の68ページ以降に６月補正予算案を

記載しております。公共工事現場点検強化事業

などの新規事業等を掲載しております。その詳

細につきましては、この後、それぞれ担当課長

から説明しますので、よろしく御審議をお願い

いたします。以上でございます。

管理課でございます。補正予○持原管理課長

算について御説明いたします。

お手元の委員会資料に県土整備部関係をまと

めておりますので、委員会資料で説明させてい

ただきます。なお、内容につきましては、歳出

予算説明資料で説明させていただきます。

それでは、まず、県土整備部の予算の概要に

つきまして、委員会資料の60ページをお開きく

ださい。この表は、県土整備部の予算総括表で

ございまして、一般会計と特別会計とを合わせ

ました平成19年度６月補正予算は、右から３列

目のＤ欄、一番下の部予算合計のとおり、455

、億4,655万4,000円の増額補正をお願いしており

補正後の予算額は、その右、太枠で囲んであり

ますＥ欄でございますけれども、903億6,798

万3,000円、前年度当初比90.1％となっておりま
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す。

次に、61ページをお開きください。公共事業

関係予算の補正予算でございます。まず 「補助、

公共事業」でございます。道路事業で62億8,400

万円、河川事業で19億9,090万円、砂防事業で20

億3,200万円など、合計で、一番下の計の欄にあ

りますように、133億8,946万3,000円の増額であ

ります。

、 。 、次に 62ページをごらんください 上段の表

「地方道路交付金事業」でございます。道路事

、 、業で50億9,400万円 街路事業で５億8,400万円

合計で56億7,800万円の増額であります。

下段の「県単公共事業」でございます。道路

事業で34億7,477万円、河川事業で５億3,810万

円など、合計で45億7,268万5,000円の増額であ

ります。

次に、63ページをお開きください 「直轄事業。

負担金」でございますが、道路事業で48億9,236

万円、河川事業で32億6,455万9,000円、また、

下から２段目の高速道の新直轄事業で15億1,800

万円など、合計で106億1,360万4,000円の増額で

。 、 、あります 特に 新直轄負担金につきましては

東九州自動車道の用地買収や工事等の進捗が図

られる見込みでありますことから、昨年度の約

５倍に当たります16億8,000万円余を計上したと

ころであります。

次に、64ページをごらんください 「災害復旧。

事業」でございますが、土木災害の補助と県単

合計で67億6,656万6,000円、港湾災害の補助と

県単合計で６億438万9,000円、合計で73億7,095

万5,000円の増額であります。

以上、６月補正後の公共事業予算額は、合計

で712億7,989万1,000円、対前年度当初比88.6％

となっております。なお、対前年度当初比が新

たな財政改革推進計画の５％を下回った理由と

いたしまして、平成18年度には、いわゆる生活

防災特別枠が設けられたことや、災害復旧事業

費が大きかったためであり、これらを除きまし

た県費ベースでは94.9％となっております。

次に、65ページをお開きください。繰越明許

。 、費についてであります 公共災害関連河川事業

公共土木災害復旧事業の２事業で、合計７

億8,007万2,000円をお願いいたしております。

これは、昨年から地すべりで通行どめいたして

おります串間市大納の小崎地区の国道448号のバ

イパス整備事業に係るものであります。内陸部

にトンネルを抜くものでありますが、用地交渉

、と関係機関との調整に日時を要したことにより

年度内では工期が不足しますことから、繰り越

しをお願いするものであります。

次に、66ページをごらんください。債務負担

行為の追加でございます。建築住宅課の人にや

さしい公営住宅支援事業におきまして、88

万3,000円を計上いたしております。

次に、67ページをお開きください。債務負担

行為の変更であります。先ほど、明許繰り越し

で説明いたしました国道448号のバイパス事業

を、当初予算で２カ年予算として債務負担で計

上していたものでありますけれども、国の予算

が当年度に一括内示されましたことから、変更

するものでございます。

続きまして、管理課の補正予算について説明

いたします。

お手元の歳出予算説明資料の青いインデック

スの「管理課」のところ、237ページをお開きく

ださい。当課の補正予算額は、416万4,000円の

増額をお願いいたしております。補正後の予算

は 右から３列目でございますけれども 25億221、 、

万7,000円となっております。

以下、主なものを御説明いたします。
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239ページをお開きください （事項）建設業。

指導費であります。これは、建設業の許可、入

札参加資格の管理及び指導等を行う事業であり

ますが、今回の補正で建設産業の活性化や経営

革新のための支援経費など、416万4,000円を計

上いたしております。

管理課につきましては、以上であります。

用地対策課であります。○小野用地対策課長

当課の補正予算につきまして御説明を申し上げ

ます。

お手元の歳出予算説明資料の241ページ 「用、

地対策課」をお開きください。当課の補正予算

額は、一般会計で10億3,828万7,000円、公共用

地取得事業特別会計で20億7,699万7,000円の増

額をお願いしております。補正後の予算額は、

合わせまして54億748万円となります。

以下、主なものを御説明いたします。

243ページをお開きください。一般会計であり

ます。まず （事項）収用委員会費であります。、

、 、これは 収用委員会審理に必要な土地の鑑定料

建物の物件調査委託料及び委員会の運営に要す

る経費でありますが、1,957万1,000円の増額で

あります。

、（ ） 。 、次に 事項 用地対策費であります これは

未登記解消のための登記事務の委託に要する経

費等でありますが、525万1,000円の増額であり

ます。

次に （事項）特別会計繰出金であります。こ、

れは、次に説明いたします公共用地取得事業特

別会計の歳入として一般会計から繰り出すもの

でありますが、10億1,342万6,000円の増額であ

ります。

次に、245ページをお開きください。公共用地

取得事業特別会計であります。これは、公共事

業に必要な用地を先行取得するための経費であ

りますが、20億7,699万7,000円の増額でありま

す。説明の欄の１「公共用地取得事業費」につ

きましては、用地先行取得のための用地補償費

及び事務費でありますが、10億1,342万6,000円

の増額であります。同じく、２「一般会計への

繰出金」につきましては、18年度以前に先行取

得した用地を事業課が買い戻すことによる繰入

金を一般会計へ繰り出すものでありますが、10

億6,357万1,000円の増額であります。

用地対策課につきましては、以上でございま

す。

。○児玉技術検査課長 技術検査課でございます

当課の補正予算について御説明申し上げます。

お手元の歳出予算説明資料の247ページをお開

きください 当課の補正予算額は 2,317万6,000。 、

円の増額をお願いしております。補正後の予算

額は２億9,265万9,000円となります。

以下、補正の内容を御説明いたします。

249ページをお開きください。まず （事項）、

土木工事積算管理検査対策費であります。これ

は、新規事業「公共工事現場点検強化事業」で

ありますが、後ほど、委員会資料にて説明申し

上げます。

、（ ） 。次に 事項 設計ＶＥ推進事業費であります

これは、計画・設計段階において必要な機能を

保持しながら、コスト縮減を行う設計ＶＥの推

進事業でありますが、334万4,000円を計上して

おります。

次に、新規事業について御説明いたします。

委員会資料の68ページをお開きください 「公共。

工事現場点検強化事業について」であります。

１の事業の目的であります。入札・契約制度

改革に伴いまして、入札方法が条件つき一般競

争入札に移行することになりますが、落札率の

急激な低下が予想され、手抜き工事や下請業者
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への過度なしわ寄せなどによる公共工事の品質

低下が懸念されることになります。したがいま

して、公共工事の品質確保を図るためには、不

適切な施工を防止することが極めて重要である

と考えております。施工体制監視チームを緊急

に立ち上げ、施工体制の重点点検等を実施し、

適切な品質の確保を図るものといたします。

２の事業の概要でございます （１）の予算で。

ございますが、1,983万2,000円を補正でお願い

しているところでございます。内訳といたしま

しては、施工体制監視に伴う委託料でございま

す。

次に （２）の事業内容であります。①の監視、

の対象工事につきましては、工事の品質低下が

懸念されるものを対象としております。３つほ

ど挙げております。１つ目のポツでございます

が、落札額が予定価格のおおむね80％未満の工

事、２つ目、１次下請の契約額が元請契約額の

過半を占める工事、３つ目、同じ業種の等級上

位または同位の会社が１次下請業者である工事

などを対象といたしております。また、②の監

視チームの行う業務の内容といたしましては、

一括下請の調査や下請業者等からの通報窓口を

設置することなどによる施工現場の監視を行い

ます。２つ目、施工体制台帳の整備状況や現場

、主任技術者の雇用関係を確認する営業所の点検

さらには、不適切な施工状況の改善や技術力の

向上を目的とする発注者に対する助言などを行

うこととしております。なお、この施工体制監

視チームの業務は、請負業者への事前通知なし

の抜き打ちで実施することにしております。

本事業に取り組むことで不適切な施工を防止

し、工事の適正な品質の確保が図られるものと

考えております。以上でございます。

お手元の歳出予算説明資○荒川道路建設課長

料の251ページの「道路建設課」をお開きくださ

い。当課の補正予算額は、144億986万円の増額

をお願いしております。補正後の予算額は237

億763万8,000円となります。

以下、主なものを御説明します。

253ページをお開きください。まず （事項）、

直轄道路事業負担金であります これは 国道10。 、

号など国の直轄道路事業に対する県の負担金で

ありますが、48億9,236万円の増額であります。

次の（事項）スマートインター等可能性調査

事業費につきましては、後ほど、委員会資料の

ほうで御説明いたします。

次に、一番下の（事項）公共道路新設改良事

業費であります。次の254ページにかけてごらん

いただきたいと思います。これは、国の補助を

受けまして県が管理する道路の改築等を行う事

業でありますが、51億7,300万円の増額でありま

す。

次に、その下の（事項）地方道路交付金事業

費であります。これは、地方道路整備臨時交付

金の交付を受けて道路整備を行う事業でありま

すが、39億7,400万円の増額であります。

次に、一番下の（事項）県単特殊改良費であ

ります。次のページにかけてごらんいただきた

いと思います。これは、県管理の国道及び県道

において、国庫補助事業に該当しない局部的な

拡幅等を行う事業でありますが、１億4,500万円

の増額であります。

次に、委員会資料の70ページをお開きくださ

い。平成19年度の新規事業であります「スマー

トインター等可能性調査事業」について御説明

いたします。

スマートインターチェンジと申しますのは、

図―１にありますように サービスエリアやパー、

キングエリア、バスストップなどを利用しまし
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て、高速道路へ乗りおりができるようにしたイ

ンターチェンジのことでありまして、図―２に

そのイメージ図を示しておりますように、一た

ん停止するなどＥＴＣ専用による簡易な料金所

を設置しまして、高速道路を利用できるように

するものであります。

１の事業の目的でありますが、この事業にお

きましては、高速道路の利便性の向上や地域の

活性化等に寄与することを目的としまして、供

用中の九州縦貫自動車道及び東九州自動車道に

つきまして、サービスエリアやパーキングエリ

ア、バスストップなどを利用したスマートイン

ターチェンジ等の候補地を選定するための基礎

調査を行うものでございます。

２の事業の概要でございますが、平成19年度

の予算額は700万円を計上しておりまして、事業

期間は、平成19年度から20年度の２カ年を予定

しております。事業の内容は、先ほど言いまし

たサービスエリアとかパーキングエリアなどの

現地調査や交通量の推計等を行いまして、社会

便益、周辺道路の安全性等の面からも評価した

上で、候補地の検討を行うものでございます。

道路建設課は以上でございます。

道路保全課でございます。○東道路保全課長

。当課の補正予算につきまして御説明いたします

、「 」歳出予算説明資料の257ページ 道路保全課

をお開きください。当課の補正予算額は、54

。億2,230万3,000円の増額をお願いしております

補正後の予算額は124億6,315万5,000円になりま

す。

以下、主なものを御説明いたします。

259ページをお開きください。まず （事項）、

道路管理費であります。これは、県が管理しま

す道路の管理に要する経費でありますが、8,003

万3,000円の増額であります。道路管理費の新規

事業「自転車利用促進基礎調査事業」でありま

すが、後ほど、委員会資料により説明いたしま

す。

次に （事項）公共交通安全施設事業費であり、

ます。これは、交通安全施設等整備事業の推進

に関する法律に基づき、国の補助を得て交通安

全施設の整備を行う事業でありますが、７

億8,300万円の増額であります。

260ページをお開きください。次に （事項）、

公共道路維持事業費であります。これは、道路

法に基づき、国の補助を得て県が管理します一

般国道について、落石対策等の防災対策や橋梁

の耐震対策を行う事業でありますが、３億2,500

万円の増額であります。

次に （事項）県単道路維持費であります。こ、

れは、県が管理します道路のガードレール、排

水溝等の維持補修に要する経費でありますが 10、

億7,640万円の増額であります。

次に （事項）県単舗装補修費であります。こ、

れは、県が管理します舗装道路のうち、平たん

性や強度が低下した部分の補修や全面打ちかえ

等に要する経費でありますが、13億6,600万円の

増額であります。

261ページをごらんください。次に （事項）、

地方道路交付金事業費であります。これは、道

路整備費の財源等の特例に関する法律に基づく

地方道路整備臨時交付金の交付を得て、緊急に

整備が必要と認められる地方道の災害防除等を

行うものであります。11億2,000万円の増額であ

ります。

次に （事項）県単橋梁維持費であります。こ、

れは、県が管理します橋梁のうち、国庫補助等

の要件に該当しない小規模な維持補修等に要す

る経費であります。５億500万円の増額でありま

す。
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それでは、新規事業について御説明いたしま

す。

委員会資料の72ページをお開きください 「自。

転車利用促進基礎調査事業」でございます。

この事業は、県内の都市部における自転車の

走行環境を調査し、自転車が走りやすい道路整

備のあり方について検討を進めるものでありま

す。予算額は400万円、平成19年度から21年度ま

での継続事業でありまして、宮崎市、都城市、

延岡市を対象としております。平成19年度につ

きましては、宮崎市内の国・県・市の道路につ

きまして、歩道の有無など、その整備状況等に

ついて調査し、将来の整備のあり方について検

討するとともに 「自転車走りやすさマップ」を、

作成したいと考えております。

、 。道路保全課につきましては 以上であります

河川課であります。当課の補○児玉河川課長

正予算につきまして御説明いたします。

歳出予算説明資料の263ページをお開きくださ

い。当課の補正予算額は、130億2,433万7,000円

の増額をお願いしております。補正後の予算額

が222億8,145万2,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。

。 （ ）265ページをお開きください 一番下の 事項

公共河川事業費であります。これは、国の補助

を受けて実施します河川改修等を行う事業であ

りますが、18億4,090万円の増額であります。

次に、267ページをお開きください。一番目の

（事項）県単自然災害防止河川改良費でありま

す。これは、河川の堆積土砂の除去等を行う事

業でありますが、１億2,100万円の増額でありま

す。

次に、２番目の（事項）河川受託事業費であ

ります。これは、河川の改修に伴い、橋梁のか

けかえ工事や市町村道の改良工事などをあわせ

て実施するため、市町村から委託を受けて一体

的な整備を図る事業でありますが、２億8,680万

円の増額であります。

（ ） 。次の 事項 直轄河川工事負担金であります

、 、これは 国が大淀川など直轄区間におきまして

通常の河川改修や維持、修繕、また激特事業な

どを行っておりますが、これに対する県の負担

金でありまして、32億6,455万9,000円の増額で

あります。

次に、一番下の（事項）新規事業、浸水被害

「減災対策」実施地域抽出調査・検討事業費に

つきましては、後ほど、委員会資料で御説明い

たします。

次に、268ページをお開きください。中ほどの

（事項）公共海岸事業費であります。これは、

侵食が著しい住吉海岸におきまして、離岸堤の

整備を行う事業でありますが、１億5,000万円の

増額であります。

次に、269ページのほうをごらんください。一

（ ） 。番目の 事項 公共土木災害復旧費であります

これは、道路や河川など、被災した公共土木施

設の復旧を行う事業でありますが、67億2,498

万1,000円の増額であります。

予算関係につきましては以上であります。

次に、委員会資料の73ページをお開きくださ

。 「 『 』い 新規事業であります 浸水被害 減災対策

実施地域抽出調査・検討事業」について御説明

します。

まず、委員会資料の74ページのほうをごらん

ください。これは、国の平成19年度新規事業の

説明資料でありますが、今回お願いしておりま

す新規事業は、この国の事業を包括した内容で

ありますので、まず、こちらで考え方を説明し

ます。従来の河川改修では、堤防を下流から順

に整備することを原則としておりますので、中
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上流部におきましては、幾度となく浸水被害が

発生している箇所でありましても、整備に着手

するまでには長期間を要することになります。

中上流部の浸水対策を早めるためには、緊急的

に対策を図っていく必要がありまして、従来の

「洪水を川からはんらんさせない対策」に加え

まして 「はんらんした場合でも被害を最小限化、

」 、させる対策 を市町村と連携して実施しまして

中上流部の浸水対策を早期に図っていくことを

目的としております。

具体的には、下のほうの整備のイメージ図に

ありますように、例えば、市町村道をかさ上げ

しまして、輪中堤として整備するなどの洪水は

んらん域の「減災対策実施計画」をまず県が策

定しまして、輪中堤などの整備や土地利用規制

策などの減災対策は、国の新規補助事業であり

ます洪水はんらん域減災対策事業により、市町

村が行うことになります。

資料の73ページのほうをごらんください。ま

た、この事業では、あわせまして戦前・戦後に

整備されました一ツ瀬川の堤防のように、洪水

時に漏水が確認されている堤防の漏水箇所の地

質調査や、安全度の解析及び対策工の検討を実

施することにしております。事業期間は２カ年

、 、間としておりまして 今年度は実施地域の抽出

関係市町村との協議、対策方法の概略検討及び

堤防漏水箇所の調査・解析を行います。また、

来年度は、減災対策事業を実施する意向を示し

ました市町村を対象に、施設の設計などの減災

対策実施計画の策定と堤防補強対策工の検討を

行うことにしております。今年度の事業費

は1,600万円をお願いしております。この事業の

効果としましては、施設整備を市町村が行うこ

とで、地域の住民にとってより身近な施設とな

り、防災に対する意識の啓発や水防活動が継続

される基盤形成が図られるものと考えておりま

す。なお、堤防の補強対策工につきましては、

従来どおり、施設の管理者であります県が実施

してまいります。

河川課につきましては、以上でございます。

砂防課であります。当課の補○桑畑砂防課長

正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の271ページ 「砂、

防課」をお開きください。当課の補正予算額

は、23億155万2,000円の増額をお願いしており

ます。補正後の予算額は50億2,503万7,000円と

なります。

以下、主なものを御説明いたします。

273ページをお開きください。まず、上から５

行目の（事項）公共砂防事業費であります。こ

れは、土石流などの土砂災害から人命財産を守

るために、砂防堰堤等の整備を行う通常砂防事

業、霧島火山地域の保全を行う火山砂防事業、

、地すべり防止施設を整備する地すべり対策事業

防衛省所管の障害防止事業、流域単位で整備す

る総合流域防災事業であります。これに要する

事業費といたしまして、10億7,300万円の増額で

あります。

次に、下から２番目の（事項）公共急傾斜地

崩壊対策費であります。これは、がけ崩れなど

の土砂災害から人命財産を守るため、擁壁等の

整備を行う事業であります。これに要する事業

費といたしまして、９億5,900万円の増額であり

ます。

次に、274ページをお開きください。上から２

番目の（事項）県単砂防調査費であります。こ

れは、国庫補助事業として新規に採択してもら

うための事前調査に要する経費でございます。

これに要する事業費といたしまして、4,750万円

の増額であります。
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次に、４番目の（事項）県単公共砂防事業費

であります。これは、国庫補助事業の対象とな

らない小規模な砂防工事を行う事業費でござい

ます これに要する事業費といたしまして 5,490。 、

万円の増額であります。

次に、下から２番目の（事項）県単公共急傾

斜地崩壊対策事業費であります。これは、国庫

補助事業の対象とならない小規模な急傾斜地崩

壊対策工事を行う事業費でございます。これに

要する事業費といたしまして、5,280万円の増額

であります。

275ページをお開きください （事項）直轄砂。

防工事負担金であります。これは、国が直接砂

防堰堤などの整備を行う事業に対する県の負担

金でございます。これに要する負担金といたし

、 。まして １億1,435万2,000円の増額であります

砂防課は以上であります。

港湾課であります。当課の補○竹内港湾課長

正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料、277ページをお開

きください 当課の補正予算額は 一般会計で32。 、

。億9,125万3,000円の増額をお願いしております

補正後の予算額は、一般会計と港湾整備事業特

別会計を合わせまして81億3,331万7,000円とな

ります。

以下、主なものについて御説明いたします。

279ページをお開きください まず 上段の 事。 、 （

項）空港整備直轄事業負担金であります。これ

は、宮崎空港の誘導路改良や照明工事等に係る

国の直轄事業に対する負担金であります

が、9,612万円の増額であります。

次に その下の 事項 港営費の新規事業 港、 （ ） 「

」 、 、湾パトロール強化事業 でありますが 後ほど

委員会資料により御説明いたします。

次に、その下の（事項）港湾維持管理費であ

ります。これは、航路のしゅんせつや係留施設

等の修繕など、港湾施設の維持補修に要する経

費でありますが、１億7,749万7,000円の増額で

あります。

次のページをお開きください。次に （事項）、

直轄港湾事業負担金であります。これは、細島

港の防波堤や宮崎港の耐震岸壁等の整備に係る

国の直轄事業に対する負担金でありますが、５

億7,389万7,000円の増額であります。

次に、下段の（事項）公共港湾建設事業であ

ります。これは、海上交通の強化や効率化、安

全性等を確保するために、国庫補助事業による

港湾整備を行うものでありますが、17億8,394

万7,000円の増額であります。

その下のページをごらんください。次に、下

段の（事項）港湾災害復旧費であります。これ

は、台風等により被災した公共港湾施設の原形

復旧でありますが、６億438万9,000円の増額で

あります。

次に、新規事業「港湾パトロール強化事業」

について御説明いたします。

委員会資料の76ページをお開きください。ま

ず、１の事業の目的でございます。港湾事務所

、に小型船舶・簡易測深器等を配備いたしまして

日常的に港湾の水域施設の点検などを行うこと

ができる体制を整備するものであります。

２の事業の概要をごらんください。予算額

は328万5,000円をお願いしております。内訳と

いたしまして、小型船舶購入費150万円、簡易測

深器購入費120万円などであります。事業内容で

ありますが、中部港湾事務所に、小型船舶及び

水深が測定できる簡易測深器を配備するととも

に、職員に小型船舶免許を取得させ、港湾の航

路や泊地等の適正な管理を行うために、日常的

に点検できる手段を確保するものであります。
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これによりまして、これまでの陸域からの点検

に加えまして、水域からの点検も可能になり、

港湾のパトロール体制を強化するものでありま

す。

港湾課については、以上であります。

都市計画課であります。○河野都市計画課長

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の「都市計画

課 、283ページをお開きください。当課の補正」

予算額は、17億2,754万9,000円の増額をお願い

しております。補正後の予算額は33億1,766

万5,000円となります。

次に、補正予算の内容でありますが、主なも

のを御説明いたします。

285ページをごらんください。上から５段目の

（事項）美しい景観づくり事業費の改善事業で

ありますが、後ほど、委員会資料により御説明

いたします。

次に （事項）公共街路事業費であります。こ、

れは、国の補助を受け、市街地における都市計

画道路の整備を行う事業でありますが、11億800

万円の増額であります。

次に、286ページをお開きください。一番最後

の（事項）地方道路交付金事業費であります。

これは、国から交付金を受けて都市計画道路の

整備を行う事業でありますが、５億8,400万円の

増額でございます。

、 。予算関係につきましては 以上でございます

次に、委員会資料の78ページをお開きくださ

い。改善事業の「美しい景観づくり事業」につ

いて御説明いたします。

まず、１の事業の目的でありますが、平成16

年に景観法が制定され、美しい郷土づくりが全

国各地で展開をされ始めております。本県にお

きましても、県民が地域の自然、歴史、文化等

の価値を再認識し、公民協働で地域づくりに取

り組むことにより、愛着と誇りの持てる「美し

いみやざき」をつくっていきたいと考えており

ます。

次に、２の事業の概要でありますが （１）の、

予算額につきましては、1,094万9,000円をお願

いしております。内訳としましては、景観計画

策定支援事業に666万6,000円、ガイドライン策

定事業に150万9,000円、景観啓発事業に277

万4,000円となっております。

（２）の事業内容でありますが、１つ目とい

たしまして、市町村における景観計画の策定費

用の支援を行うこととしております。景観法で

は、その地域の景観行政を主体的に担う団体と

、「 」 。して 景観行政団体 という制度がございます

この景観行政団体には、住民にとって最も身近

な自治体である市町村がなることが望ましいと

されております。市町村が景観行政団体となら

ない地域につきましては、県が景観行政団体と

なる仕組みとなっております。このため、県と

しましては、市町村に対して、良好な景観の形

成に関する総合的な計画となる景観計画の策定

費用を支援することによりまして、景観行政団

体となる市町村数を増加させ、県内各地で「美

しい景観づくり」活動を推進することとしてお

ります。２つ目としまして、県、市町村が共通

して活用できるガイドラインの整備を行うこと

としており、特に、公共事業は地域の景観に与

える影響が大きいことから、今年度より、景観

に配慮した公共事業を進める指針の整備に取り

組むこととしております。３つ目といたしまし

て、良好な景観形成の必要性や取り組みの内容

をわかりやすく示した資料の作成や、熟度の高

い市町村を中心にして、研究会や座談会を開催

し、行政や県民の意識を高める取り組みを進め
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ることとしております。

これらの事業を進めることによりまして、各

市町村がそれぞれの地域の景観計画を策定し、

その計画を実行することにより、県内各地で美

。しい景観づくりが進展することが期待されます

、 。都市計画課につきましては 以上であります

公園下水道課でありま○冨髙公園下水道課長

。 。す 当課の補正予算について御説明いたします

お手元の歳出予算説明資料、287ページの「公

園下水道課」をお開きください。当課の補正予

算額は、３億4,078万円の増額をお願いしており

ます。補正後の予算額は８億6,841万8,000円と

なります。

以下、主なものを御説明いたします。

289ページをお開きください。まず （事項）、

下水道事業推進費であります。これは、市町村

における下水道事業の促進を図るため、都城市

ほか６市10町１村に対しまして、県独自の交付

金を交付する事業でありますが、１億2,586

万5,000円を計上しております。

、（ ） 。次に 事項 公共都市公園事業費であります

これは、都市公園の機能を十分に発揮するため

に、県総合運動公園を整備するための事業であ

りますが、7,887万円の増額であります。

次に （事項）県単都市公園整備事業費であり、

ます。これは、国庫補助の対象とならない都市

公園の施設の整備を行う事業でありますが、１

億3,140万円の増額であります。

最後に （事項）都市公園管理費であります。、

これは、都市公園を快適に利用していただくた

めに、施設の維持管理等を行う事業であります

が、464万5,000円の増額であります。

、 。予算の説明につきましては 以上であります

次に、委員会資料、79ページをお開きくださ

い。ゼロ予算施策の「県民はなづくり公園の実

施について」であります。

１の概要としまして、県民が家庭で育ててい

る花などを持ち寄りまして、指定管理者などの

アドバイスやサポートのもとに、花づくりを楽

しむものでございます。これは、県民による花

を植栽してもらうとともに、これらの花々を欲

しい家庭に融通するなど、市民相互の花々の栽

培「はなづくり公園」を提供しまして、民間の

活用による都市公園づくりへの県民参画を促進

するものでございます。実施時期としまして

は、19年６月から検討しております （３）の具。

体例は記載のとおりでございます。

期待する効果としましては、県民のアイデア

を生かしまして、自主的に管理する自由な公園

づくりを通しまして、県民との協働や公園の利

用促進、公園愛護などの機運を高め、県民の行

政参画と同時に経費縮減を期待されると思って

おります。

次ページにこれまでの取り組み状況、今後の

予定、広報のやり方といったものを記載してお

ります。

今後の取り組みでありますけど、県立都市公

園では、指定管理者による自主事業などにより

まして、地域住民の触れ合い、公園の愛護、公

園管理への市民参加など、徐々にではあります

が、効果は上がっております。現在は持ち寄り

の花が少なくて、指定管理者主導であります。

花づくりの魅力を自治会などを通じて広報活動

を進めておりますとともに、管理運営に参画す

るボランティアの育成に取り組むつもりであり

ます。以上であります。

建築住宅課であります。○藤原建築住宅課長

当課の補正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料 「建築住宅、

課 、291ページをお開きください。当課の補正」
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予算は、２億431万3,000円の増額をお願いして

おります。補正後の予算額は32億1,388万8,000

円となります。

以下、主なものを御説明いたします。

293ページをお開きください。まず （事項）、

建築物防災対策費であります。これは、地震や

がけ崩れ等による建築物の被災を未然に防止す

るための対策等に要する経費であります

が、1,920万9,000円の増額であります。このう

ち、説明の欄にあります３の「木造住宅耐震診

断促進事業」453万7,000円につきましては、木

造住宅の耐震診断に要する費用を補助する市町

村に対しまして、その費用の一部を補助するた

めの経費であります。

次に （事項）公共県営住宅建設事業費であり、

ます。これは、宮崎市の花ヶ島団地ほか３団地

の外構工事等の県営住宅の整備に要する経費で

、 。ありますが 5,794万6,000円の増額であります

次に、294ページをごらんください。一番上の

（事項）市町村営住宅建設促進費であります。

これは、市町村営住宅の建設促進に要する経費

でありますが、1,755万7,000円の増額でありま

す。このうち、説明の欄にあります１の「人に

やさしい公営住宅支援事業」1,355万7,000円に

つきましては、障がい者世帯向け公営住宅など

の建設または改善を行う市町村に対し、その費

用の一部を助成するための経費であります。

次に （事項）公共優良賃貸住宅供給促進費で、

あります。これは、民間の土地所有者等が建設

する中堅所得者層向けの特定優良賃貸住宅及び

高齢者向け優良賃貸住宅の建設費等に対する助

成に要する経費でありますが、5,380万円の増額

であります。

、（ ） 。次に 事項 住まいづくり対策費であります

これは、良質な住まいづくりや住情報の提供等

に要する経費でありますが、450万3,000円の増

額であります。このうち、説明欄にあります５

の改善事業「住情報提供ネットワーク構築事

業」362万4,000円につきましては、委員会資料

で御説明いたします。

委員会資料の82ページをお開きください 「住。

情報提供ネットワーク構築事業」について御説

明いたします。

まず、１の事業の目的であります。近年、広

告やインターネット、訪問販売などによる住宅

関連業者からの住まいに関する情報がはんらん

する中で、例えば、高齢者の方がリフォームや

契約等に関する知識が乏しいことから リフォー、

ム詐欺に遭われるなどのトラブルに巻き込まれ

るケースが増加しています このため インター。 、

ネットを利用して、県民がこういったトラブル

に遭わないように、住まいづくりのために必要

な設計や工事・契約等に関する正しい情報を、

いつでも、どこからでも、スムーズに入手でき

る住情報提供ネットワークを構築することによ

り、県民の安全で安心できる住生活を支援する

ものであります。

この事業は、平成18年度及び19年度の継続事

業でございますけれども、18年度は、住情報提

供ネットワーク構築のための基本計画を策定し

ておりまして、19年度は、この基本計画に基づ

きまして、次の２の事業を行うこととしており

ます。

まず （１）の予算額でございますけれど、

も、362万4,000円でございます。

次に ２ の事業内容ですが ①のネットワー、（ ） 、

クの拠点となるホームページの作成や関係団体

等のホームページの接続、また、②にあります

ように、ネットワーク利用上のマニュアルの作

成を行うこととしておりまして、③にあります
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とおり、来年１月からの稼動を予定しておりま

す。その他、④に記載していますように、稼動

後のネットワークの維持管理を行うこととして

おります。

次に、下のほうに住情報提供ネットワーク構

築のイメージ図を示しておりますが、県民の皆

さんが各家庭のパソコンから拠点ホームページ

にアクセスしまして、必要な情報を入手すると

。 、いうことになります この拠点ホームページは

設計や融資、建築等の関係団体等とネットワー

クでつながれておりますので、関係団体等の情

報もスピーディーに入手することができるよう

になります。また、インターネットを利用でき

ない県民の皆さんにつきましては、住宅供給公

社や市町村、土木事務所の無料相談窓口にパソ

コンを設置する予定でありますので、こちらか

ら情報を入手することになります。 提供する情

、 、報の内容としましては リフォームや耐震診断

耐震改修、法律、税金、融資、公営住宅の空き

状況など、住まいに関するさまざまな情報を予

定しております。

建築住宅課は以上であります。

営繕課であります。当課の補○藤山営繕課長

正予算について御説明いたします。

お手元の歳出予算説明資料の「営繕課」をお

開きください。295ページになります。当課の補

正予算額は、１億6,398万3,000円の増額をお願

いしております。補正後の予算額は８億1,875

万1,000円となります。

以下、主なものを御説明いたします。

297ページをお開きください （事項）庁舎公。

舎等管理費であります。これは、庁舎公舎等の

維持補修を行うものでありますが、１億6,398

万3,000円の増額であります。

営繕課につきましては、以上であります。

高速道対策局でありま○岡田高速道対策局長

。 。す 当局の補正予算について御説明いたします

「 」お手元の歳出予算説明資料の 高速道対策局

をお開きください。当局の補正予算額は、15

億1,800万円の増額をお願いしております。補正

後の予算額は23億3,630万6,000円となります。

それでは、補正の内容について御説明いたし

ます。

301ページをお開きください （事項）直轄高。

速自動車国道事業負担金であります。これは、

国が実施する高速自動車国道整備事業、いわゆ

る新直轄事業に要する経費の一部を県が負担す

るものでありますが、15億1,800万円の増額であ

ります。

高速道対策局につきましては、以上でありま

す。

執行部の説明が終了いたしまし○横田委員長

た。委員の皆さん方、質疑がありましたらどう

ぞ。

〔 休憩」と呼ぶ者あり〕「

それでは、約10分間休憩いたし○横田委員長

ます。２時10分に再開いたします。

暫時休憩いたします。

午後２時３分休憩

午後２時10分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

委員の皆さん方の質疑を求めます。

公共工事の現場点検強化に関連し○坂元委員

てですが、下請制限は全体の何割までだったで

すかね。丸投げはできないと。

、○持原管理課長 下請の定義といたしましては

、丸投げはいけないことになっているんですけど

かなりな額を下請に出したといたしましても、

元請で十分な施工管理を行っておればいい場合
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もありますので、なかなか率でこれが一括下請

に該当するというのは難しいかと思います。

請負契約約款には決めていたん○坂元委員

じゃないですか。

宮崎県の約款では、下請に出○持原管理課長

した場合は必ず報告しなさいということで、標

準約款の場合は「求めることができる」という

ような規定になっておりますけれども、宮崎県

はそこを非常に厳しくやっておりまして、少し

でも下請に出したら下請通知を出しなさいとい

うことになっております。以上でございます。

その場合、例えば生コンとか鉄筋○坂元委員

とか、あれは下請になるんですか。

やはり請負の形でやったもの○持原管理課長

を下請として出しなさいということで、元請の

業者さんが資材を買ったという場合は、これは

下請負という形には該当しないのかなと思いま

すけれども、別途、宮崎県の場合は特にこれも

また厳しくしておりまして、資材を購入した等

の場合でも、県外から買ったというような場合

にはすべて理由書を出させるというような取り

扱いをしております。以上でございます。

それで抜き打ち検査をしますね、○坂元委員

それのペナルティーはどうなるんですか。

公共三部で県土整備部の○児玉技術検査課長

技術次長をトップにした委員会を立ち上げて、

、 、 、そこの中で 当然 管理課も入っておりますし

、今後のそういった箇所が委員会で選定されれば

建設業法に基づいた何らかのものが、視点と申

しますか、そういったものが出されるというふ

うに考えております。

こういう制度ができると当然、密○坂元委員

告というか、そういうのがありますよね。ペナ

ルティーというのはぴしっといかないと、ただ

口頭注意、そんなのじゃなくて、これはひど過

ぎじゃないか、半年は応札禁止だとか、そこに

はペナルティーをぴしっと決めるべきじゃない

かなと思うんですけどね。

建設業法関連の視点でも○持原管理課長

チェックしますし、当然、ちゃんとした技術者

が配置されているのかどうか、そういう面で建

設業法違反という状態があれば、建設業法に基

づく監督処分なり厳正な対処をしたいというふ

うに考えております。

道路保全課、259ページの道路管理○坂元委員

費の財産収入800万、これ、具体的に場所がわか

りますか。

今、具体的なあれは持って○東道路保全課長

いません。ちょっと調べさせてください。収入

ですね。

財産収入が800万計上してありま○坂元委員

す。この800万円の根拠。どこの土地を売ること

になっているのか。後でいいです。

それでは、後から御報告をお願○横田委員長

いします。

268ページ、ダム施設管理事業費の○坂元委員

中の分担金及び負担金が125万3,000円、諸収入

で3,340万2,000円 両方とも歳入は水防費になっ、

ているんですよね。多分、上の125万3,000円は

企業局かなと思うんですが、下の諸収入の部分

はどこから来ているかわかりますか。

ちょっと調べましてお答えい○児玉河川課長

たします。

景観行政に関してですが、市町村○坂元委員

に助成しますよね。一方ではガイドラインをつ

くるわけでしょう。例えば、日南の場合は油津

に行ったら、シマトネリコの街路樹を行くと飫

肥城に行くということになっているんですよ。

飫肥城から今度はずっとアジサイをたどってい

くと今度は日南ダムに行くような景観をしてい
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るんですよね。今度は、こっちに来ると国道220

は女王ヤシを植えているわけですよ。また、市

役所のほうは今度はクスノキを植えているわけ

ですよ。宮崎県のトータルの景観三法に基づく

景観行政がまずあって、そして、市町村がその

ガイドラインに沿ってやっていくというのが先

であるとするならば、ガイドラインの策定のほ

うが先じゃないんですかね。いわゆる宮崎県の

景観の哲学ですよ。

景観に関しましては、県○河野都市計画課長

の景観の基本方針というものをことしの４月に

つくりました。その中で景観に関しまして、宮

崎県としていろんな景観があると思います。自

然環境を見て、特に宮崎については南国的なイ

メージといいますか、日照時間が長いというこ

、とで南国的なイメージがあるわけですけれども

一方で、山間地域においては、高千穂等でも天

孫降臨、歴史・文化とか、そういうものがござ

いますので、宮崎県の中でもいろんな景観とい

いますか、歴史・文化がございます。地域の方

がいろいろな自分たちの景観というものをつく

るために、それぞれ県と市町村、それから地元

とよく話し合って景観をつくっていこうとして

いるわけですけれども、そういう中で、先ほど

言いましたけれども、先般、景観の基本方針を

つくって、それぞれ地元と市のほうが先に進め

るということにしています。そういう中で、県

としては、県全体はそういうふうな景観といい

ますか、それを決めることはできませんので、

それぞれの市町村をまたぐところについては、

広域的な調整といったものを進めるということ

にしておるところでございます。

最後に、住宅金融公庫融資事業の○坂元委員

審査事業とありますね、２万1,000円ですが、こ

れは具体的にどういうことをするんですかね。

これは、住宅金融公庫が○藤原建築住宅課長

もともと融資をする際に、建物の一つの整備基

準というのを持っていまして、これを具体的に

今のところですと、建築住宅センター等に委託

をして審査をお願いしているということになっ

ておりまして そのための費用ということになっ、

ています。その一部が県のほうにも出てきてい

るということでございます。

つまり、公庫から２万1,000円もら○坂元委員

う、そしてセンターに２万1,000円出すというこ

。 。とですね 歳入で２万1,000円上がってきますね

それはそのまま２万1,000円出していますね。と

いうことは住宅金融公庫から２万1,000円もらっ

て、住宅センターに２万1,000円払っているとい

う意味ですか。

これは基本的には住宅金○藤原建築住宅課長

融公庫から直接センターのほうに審査手数料は

入ってまいりますけれども、その中間取りまと

め等は私どもに生じますので、その分について

手数料をいただくというふうな格好でございま

す。

先ほどお尋ねのありました268○児玉河川課長

、 、ページのダム施設管理事業費の件ですが まず

、分担金及び負担金の125万3,000円ですけれども

これは、県北の祝子ダムと田代八重ダム、それ

ぞれの管理のための経費でして、旭化成と宮崎

市の負担になっております。

それから、諸収入のほうですが、これにつき

ましては、ダムの堰堤改良に要します経費でし

て、企業局の負担となっております。以上でご

ざいます。

先ほどの259ページの財産収○東道路保全課長

入800万ですけど、これは、廃道敷地の収入とい

うことで考えていまして、具体的にここという

、 、 、のではなくて 今 予定として上げていまして
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ちなみに、去年の実績が1,700万余あります。以

上です。

ほか、ありませんか。○横田委員長

今回の予算で、当初、２月と○外山良治委員

、今回で総事業費の中で入札にかける予算と事業

、 。これはどのくらいになるんですか 公共三部で

わかりますかね。まあ、県土整備部だけでも結

構ですから。

委員会資料の60ページの中ほ○持原管理課長

どに括弧書きで公共計というのがございます。

これの補正後の額が712億7,989万1,000円という

ことになっております。これがいわゆる公共事

業費と言われるものになりますけれども、これ

は実際の工事請負費、測量なんかをいたします

測量試験費、公共事務費、公共事務費の中には

一部人件費に充てられるものもございます。そ

ういうことで、なかなかこれがすべて入札執行

に付するというものではございません。ちなみ

に 直接工事請負に付するものとしては 概略409、 、

億4,104万円、それから測量なんかに出す委託料

が104億3,374万円、これが主に入札に付するも

のではないかと思っております。

409億と104億、これを入札に○外山良治委員

かける件数というものは何件ぐらいになるんで

すか。

件数では今、手元に数字がご○持原管理課長

ざいませんけれども。

おおむね。○外山良治委員

失礼しました。まず、工事請○持原管理課長

負費が18年度の実績といたしまして、公共三部

で2,377件、それから業務委託、測量とかになろ

うかと思います、これが1,664件という実績はあ

ります。

約500億ぐらいを小刻みに入札○外山良治委員

にかけると。地域要件、入札制度で8,000万円以

上は宮崎県下を１ブロックにすると それで割っ、

た場合、例えば、4,000万から8,000万を県を３

ブロックに分けるとか、250万円以上を宮崎県下

、 、を６ブロックに分けるとか それで分けた場合

どういうふうになるんですか。

特Ａの対象であります8,000万○持原管理課長

以上の工事で40件、Ａランクでございます4,000

万以上8,000万未満で525件が工事請負のほうで

すけれども、そういう実績はございます。

今後の入札というのは、例え○外山良治委員

ば4,000万から8,000万というのは、これは宮崎

県を３ブロックに分けるわけですね。そしたら

業者数というのはどのくらいあるんですか。

特Ａで申しますと68業者、Ａ○持原管理課長

、 、 、で申しますと 県北が76業者 県中部が57業者

県南部・西部で81業者、こういう数字になって

おります。

６ブロックは。○外山良治委員

Ｃクラスが79業者。○持原管理課長

。○外山良治委員 後で資料をいただけんですか

それでは、後で。○持原管理課長

○ それでは、資料提供をお願いし横田委員長

ます。

入札がどうのこうのというの○外山良治委員

は私、わかりませんから、今回問題になったの

は95.6、それと75、21、その差が云々という問

題になりましたよね。それで、現状の落札率

と、17年度は95.6ぐらいだったと思いますが、

それが例えば全国平均になったと仮定して、こ

の約500億の公共三部の予算が予定価格としてど

のくらい下がるもんですか。

公共三部で試算しましたとこ○持原管理課長

ろ、約68億でございます。

その60数億というのは、執行○外山良治委員

残で残って、そのまま財調に積み立てるのか、
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それとも、その60数億というのは 例えば県―

道の整備率、市町村道の整備率、宮崎県はどの

くらいですか、全国平均からすると。

国県道の改良率は、国県○荒川道路建設課長

道を合わせて63％ぐらいでございます。

。○外山良治委員 県道の場合はどうなんですか

。○荒川道路建設課長 54％ぐらいでございます

市町村道はどうなっています○外山良治委員

か。

市町村道につきまして○荒川道路建設課長

は、49％ぐらいだったと思います。

50とか40レベルですよね。60○外山良治委員

数億のお金をそういった方向に使うのか使わな

いのか、財調に流すのか、それはどういうふう

な考えなんですか。

道路の整備について申し○荒川道路建設課長

上げますと、例えば１カ所の道路整備を発注し

たと、それにつきまして例えば70数％で受注さ

れまして、その残りの額が当然残るわけでござ

います。これにつきましては、道路整備につき

ましては、道路整備をするという目的を持った

予算の中でやっております。そこで、例えば、

、ある地域のある箇所で道路整備をやっておれば

そこで入札残等が出ましたら、その工区の中で

道路整備の促進に充てるというのがまず原則で

ございます。

おおむねわかりました。宮崎○外山良治委員

県といったところは、観光にしても、災害にし

ても、町、村に道路が１本しかないと。災害復

旧も当然ですが、１村に対して２本の道路、安

心・安全確保のために、そういった視点という

ものも大事じゃないのかなというふうな気がい

たしましたから質問をしました。

、 、港湾関係か河川かもわかりません というのは

遊漁船対策、係留施設、これは、小型船舶一部

改正法というのがあって、登録しなければなら

ないと。ところが、登録と、宮崎県400キロ河川

を含めて係留施設というのがほとんどないと。

この割合はどうなっていますか。

17年度末の小型船登録ですけ○竹内港湾課長

れども、4,123になっております。18年に実態調

査をしておりますけれども、このときの隻数

が3,718となっております。以上でございます。

係留施設は。○外山良治委員

今、実態調査を言いましたけ○竹内港湾課長

れども、この3,700が係留施設に係留されている

船舶ということでいいでしょうか。

ということは、遊漁船隻数と○外山良治委員

係留施設は合致しているというふうに理解をし

てもいいんですか。

係留施設についてはかなり不○竹内港湾課長

足しているということでございます。

かなりというのが全然わから○外山良治委員

んでしょう。おたくの答弁であれば。

後ほど、答弁させていただき○竹内港湾課長

ます。

後ほど。ほかをやっておって○外山良治委員

ください。

ちょっと仕組みを教えてくださ○濵砂委員

い。19年度６月補正予算一覧の県土整備部の中

で、いわゆる「預け」が26件あったという話な

んですが、この中の事務費ですかね、この流れ

はどこの部分から出ているんですか。

今、費目等を含めて、正確な○持原管理課長

実態調査をやっている段階ですので、現状では

わかりません。

どこの中から流れるお金かという○濵砂委員

ことなんですよ。いわゆる管理費ですよね。各

土木事務所、出先に流れるお金は、この中のど

こから出ているのかということ。
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大きく公共事業費のうちの公○持原管理課長

共補助事業から出たものなのか、あるいは県単

事業から出たものなのか、あるいは一般的な通

常予算の中から出たものなのか、そういう費目

については、現在、調査している段階でござい

まして、またわかりましたら御報告させていた

だきたいと思います。

といいますと、補助公共からその○濵砂委員

他に至るまで、一般会計の中全部から管理費と

いうのは出ていくということなんですかね。

基本的にはそういうことなん○持原管理課長

ですけれども、当該預けの金がどの費目から出

たかというのはまだ調査をしている段階です。

そういうことじゃなくて、各所轄○濵砂委員

の出先に出ていく事務費というのは、どの中か

ら出ていくのかということなんです。預けとい

うよりも流れるお金。全科目の中から行くんで

すか。

基本的には、すべてから出て○持原管理課長

いくというふうに理解しております。

一部報道で 予算が使い切れなかっ○濵砂委員 、

たら決算委員会で議会からやかましく言われる

からというような放送もあったんですよ。県の

ＯＢが出てきてそういう話もされたんですけど

。 、 、ね テレビで実際あったのを私 見たんですが

事務費を残したからといってそんなことはない

、 、と思うんですけど 恐らくないと思うんですが

事務の管理としては、もし予算が３月で残った

場合、出納閉鎖までにそこを全部ゼロにしてど

こかにつけかえするんですよね。減額補正をし

て、例えば、100万残ったら100万の減額補正し

て、その100万はどこに持っていくんですか。

それぞれの事業で精算をやり○持原管理課長

まして、不用残で残す部分もありますし、ある

いは流用というような形で支出してしまう場合

もあろうかと思います。

単年度会計だからそこには残高を○濵砂委員

残さんわけでしょう。

そういうことではございませ○持原管理課長

、 。んで 不用残という形で残す場合もございます

18年度残額、どのくらいですか。○濵砂委員

決算関係の資料をきょう 持っ○持原管理課長 、

てきておりませんので、また調べまして報告さ

せていただきます。

それと、残額、流用額もわかった○濵砂委員

ら教えてください。そのうちどのくらい回って

いたのか。一緒でいいです。

検討して報告させていただき○持原管理課長

ます。

２つほど、まず１つは教えていた○萩原委員

だきたいんです。仮に10億の国庫補助事業、国

が10分の５、県が10分の５の事業をして、10億

の事業だったけれども、入札残が、今で言う入

札率が低かったために、25％残りましたと、つ

まり、現金で言えば10億ですから２億5,000万残

。 、りましたと ２億5,000万は国にも戻すんですか

２分の１、２分の１だから。国には返さなくて

、 、２億5,000万丸々 後々の県の事業に使えるのか

その辺をちょっと聞かせてください。

例えば100の事業をやりまし○持原管理課長

て80で終わったということになれば、それに相

当する国の額というのも減るということで、80

に対する２分の１が国庫補助ということになり

ます。

結局……。○萩原委員

ちょっと私の説明がまずかっ○持原管理課長

。 、 、たかもしれません 基本的には 我々としては

残った金というのは再投資に向けるということ

になります。

ということは、100の仕事だったけ○萩原委員
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れども、80でしたから、結局、80に対する10分

の５は国からもらえるけれども、県のほうの事

業は予定しておった20が残ったわけですから 20、

の10分の５だから、10％は次の事業に使えると

いうことですよね。

残りの20も基本的には再投資○持原管理課長

に向けると。80で終われば、残りの20も再投資

に向けるということです。

80だったら80の10分の５が国から○萩原委員

。 。来るわけでしょう ２分の１補助事業だったら

ということは、20は残らないということですよ

ね。もともとが100の事業のうちは、予算では10

分の５は国だから、50％が国の補助事業だった

わけだけれども、80で済んだということは国の

補助事業は40で済むということでしょう。

80だけを考えるとそうですけ○持原管理課長

れども 予算としては100あるわけですから 我々、 、

としては残りの20も別のところを工事発注した

り、あるいは延長を延ばしたりすることによっ

て、再投資のほうに振り向けるということでご

ざいます。その結果、例えば、20の部分の10を

また国庫補助がいただけるという格好になりま

すね。

わかりました。○萩原委員

次に、部長か管理課長にお尋ねします。今、

県の方向として 分割発注の方向性 実績があっ、 、

たらそれも踏まえてお話ししていただきたいと

思います。業種別分割発注が幾つかありますわ

ね。

分割発注につきましては、県○持原管理課長

といたしまして例外的に扱うというのが基本的

な考え方でございます。例えば、工事箇所の自

然的条件でありますとか、工事の規模、あるい

は工法から判断をいたしまして、工区を割った

ほうが、工区を分割施工したほうが技術的に有

利だろうというような場合がまず１点目、２点

目といたしまして、発注時期が限られておる場

合に、工区割りをしないと適正な工期が確保で

きない……。

趣旨が違うんです。工区を分割す○萩原委員

るんじゃなくて、１つの事業で、元請が全部そ

の１つのものの事業をすると、例えば、板金と

か、建具だとか、そういうのも全部元請が発注

するわけでしょう。そうじゃなくて、専門的な

分野は業種別で分割するということがあります

がね。例えば橋梁でしたら、ペンキを塗るのは

別発注にするとか、これだけ厳しくなると、業

種別の分割発注がないと、結局、関連産業はな

かなか育たないというところがあっていろいろ

分割しているんですよね。その辺のところを聞

きたかったんですよ。

おっしゃるのは分離発注のこ○持原管理課長

とですか。

分離ですね。○萩原委員

分離発注のことでございます○持原管理課長

ね。分離発注も基本的には以下のような考え方

でやっております。まず１番目に、分離施工を

したほうが経済的に有利であると認められる場

合、２番目が、全体の直接工事費に占める当該

工種の直接工事費の割合が100分の30を超えると

き、あるいはその工種が1,000万円以上であると

、 、き 今の場合は土木工事でございますけれども

そういう場合は分離施工するということになっ

ております。

港湾課でございます。先ほど○竹内港湾課長

のプレジャーボートの件でございますけれど

も、18年の調査結果で隻数が3,718ございます。

それに対しまして係留施設に係留されている船

舶が1,197ございます。そのほかは係留施設外の

ところに泊まっている船舶ということでござい
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ます。

河川課はどうなんですか。○外山良治委員

河川課で把握しておりますの○児玉河川課長

は、赤江のタンポリにありますプレジャーボー

、ト等について把握しておるわけでございますが

あそこにつきましては、許可をしている係留施

設が２つございます。そこに係留している船

が111隻ということで把握をしております。それ

から、河川区域単独でプレジャーボートの数が

どれぐらいあるかということで見てみます

と、847隻ということになっております。以上で

ございます。

、 、○外山良治委員 3,700分の1,100 847分の111

圧倒的多数は不法係留という位置づけでいいん

でしょうか。河川、港湾。

私どもが把握している中で、○児玉河川課長

例えば、タンポリの中に不許可のまま係留施設

をつくっているものもありますが、そういった

ことも含めて、私どもが許可したところ以外に

泊めているものについては不法係留という位置

づけで考えております。

港湾課についても同じことで○竹内港湾課長

ございます。先ほど、3,700と言いましたけれど

も、これは、港湾と河川を含んだ数字でござい

まして、港湾だけの数字を言っておきますと、

港湾区域のプレジャーボートですけれど

も、1,603でございます。そのうち、係留施設に

泊まっていますのが429隻でございます。

不法状態にあると今 おっしゃ○外山良治委員 、

。 。 、いましたよね 不法ですと 不法という意味は

簡単に言うと法律に違反をするということで

しょう。これを放置するということは、行政放

棄ということになるんですか。

まず、河川のほうからお話し○児玉河川課長

いたしますと、実態としてそういう不法係留が

あるわけですが、それを合法的にするように河

川管理者がその係留施設を整備するかといいま

、 、 、すと 河川管理者としましては 治水とか利水

いろんな本来的にやらないかんことがあります

ので、河川管理者として係留施設を整備する気

というのは今のところないわけでありまして、

基本的には、市町村とか第三セクター等の公的

機関が望ましいとは考えていますが、そういっ

たところに整備していただいて、そこにちゃん

と占用許可を与えて、整備してもらうというの

が理想的な姿かなと考えておるところでござい

ます。以上です。

許可艇ですけれども、係留施○竹内港湾課長

設に泊まっていると言いましたけれども、これ

につきましては、漁協さんとか管理組合、管理

者がおりますので、そこで係留を認めた船舶、

これを一応許可艇と言っております。それ以外

の、不法と今、委員が言われましたけれど

も……。

あんたが言ったよ。○外山良治委員

調整がついていないところに○竹内港湾課長

係留している船舶を今、不法と言ったところで

ございます。不法ではない、調整がついていな

いところに泊まっている船舶という意味でござ

います。

不法ではないと前言を訂正さ○外山良治委員

れるんですね。

。○竹内港湾課長 今の表現はそうでございます

なぜ、私がこういったことを○外山良治委員

申し上げるかといいますと、これはずっと前の

国会でも議論になってきました。小型船舶法と

いうものを一部改正して、正確には覚えていま

せん。全国で60万隻あるうちの係留施設は20万

隻しかないと。それで淡路島だったと思います

が、大きな問題が発生をした。また、北朝鮮の
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船舶が来てもわからないと、今のような状況で

は。そういうこともございました。それで、例

えば、タンポリでもしかりです。不法係留かど

うかは別として、自分たちで係留施設をつくっ

、 、て そこでお金を取られるという現状からして

これは何だというトラブルもあっています。で

すから、国のほうは、市町村、都道府県等々に

こういった問題を解決しなさいと。通知、通達

は全く来ていませんか。それはもういいです。

ですから、私が申し上げたいのは、宮崎県とい

うところは400キロの海岸線を持っています。そ

して、海をきれいにしようということで、河川

も当然そうですよ。きょう、ちょっと波風が高

い、例えば、９月になるとエビの漁が始まる。

エビの漁が始まると漁師の方々は少し波風が荒

いほうが漁獲量が上がるから漁に出る、そうす

ると小型船舶 遊漁船が泊まっている こういっ、 、

たトラブルもたくさん起きていると。だから、

係留施設を今後、河川、港湾で、宮崎県は海に

親しむ機会が多い県民ですから、こういったも

のを計画的にやっていく必要があるのではない

のかということを伺いました。港湾、河川、お

願いします。

現状は委員がおっしゃるとお○児玉河川課長

りでございまして、今のまま放置しておいてい

いというわけではございません プレジャーボー。

ト対策につきましては、県下の河川区域、港湾

区域、漁港区域、あわせて対策を講じていく必

。 、要があります そういったこともありますので

関係課でプレジャーボートの対策連絡会議等を

開きまして、ことしの３月に、ちょっと事務局

はわからないですが、プレジャーボート対策の

基本方針も策定したところでございまして、そ

ういうことに基づきまして、今後、また取り組

んでいきたいと考えております。以上でござい

ます。

先ほど質問もあったんですが、68○水間委員

「 」ページの新規事業 公共工事現場点検強化事業

ですが、今回、入札制度改革でこういう流れに

なりました。そして新たな方向で実施方針とい

いますか、ここに来て、書いてありますよ、入

札で落札の率だけで言うと品質を下げたり、手

抜き工事、下請、こういうことがあるので、ど

こかでか監視チームをつくりたいというのがこ

の点検強化事業ですよね。監視チームというの

。 、はどういう状況でつくられますか 何人体制で

どのような人というのをお聞かせください。

監視チームでございます○児玉技術検査課長

が、一応、４名体制ということで今、考えてお

ります。

どういう方をその先頭にされます○水間委員

か。

一応、建設行政に20年程○児玉技術検査課長

、 、度 監督・検査業務等に携わった経験のある人

もしくは土木施工管理技士という国家試験等を

。取得している人というような基準でございます

。○水間委員 そういう方の目星があるんですか

確かに、そういった人が○児玉技術検査課長

、おるのかというと非常に難しゅうございますが

一応、それらしい人たちは今、検討をしている

ところでございます。

それから ４名体制 委託料で1,983○水間委員 、 、

万2,000円ですから、来年３月までの予算という

ことになりますか。

おっしゃるとおり、７月○児玉技術検査課長

から来年の３月までということで、９カ月の単

発予算ということでございます。

ちょっと部長にお尋ねしますが、○水間委員

今、知事が本会議等で落札率がおおむね80％を

切った場合にはこの監視チームで監督みたいな
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形をされるような話ですけれども、部長として

は、先ほどもありましたが、予定価格のうちの

大体何％が適正な落札率とお考えですか。

何％を目的に入札・契約○野口県土整備部長

制度を行っているのではなく、入札・契約制度

の目的としては、公平公正で透明性のある競争

をしていただくということでございます。

そういうことですよ。今、部長は○水間委員

パーセントだけが問題じゃないとおっしゃいま

すけれども、ここに「80％未満の工事」と出て

きたということは、それなりの根拠があるわけ

でしょう。どうでしょう。

根拠はございます。工事○児玉技術検査課長

成績の平均点を見ますと、おおむね80％以下を

とっている人が平均点を下回っているというこ

とでございます。工事成績の平均点は大体77点

ぐらいというデータがございますが、それを下

回っている、それが80％です。

成績の平均点が77点であるので、○水間委員

その上をいったら大体80％という見方をしてい

るということですか。どういうものですか。

そうじゃございません。○児玉技術検査課長

これは、あくまで落札額が80％を下回るという

ことでございますから、工事成績と関連づける

と、77点が平均的な点数だということで、80％

で落札した業者はその77点を下回っていると、

そういうことを根拠に、目安をおおむね80％と

いうふうにしている。最近の入札、非常に下に

寄っておりますので、おおむね80ですけど、か

なりの膨大な数字になってくるのかなという考

え方はございます。

それで、この監視チームの業務の○水間委員

内容を見ましても、丸投げをしちゃいかんと、

あるいは先ほどもちょっとあったんですが、通

報窓口の設置、これは、今の平たい言葉で言え

ば、チクんなさいと、何でもいいから言ってく

。ださいというような言葉だろうと思うんですね

ただ、一番大事なことは、発注者に対して助言

ができる監視チーム体制というのは、発注者と

、 、 、いうのは県でしょう 知事でしょう また所轄

そこらあたりまで助言ができるというのは可能

なんですか。

これにつきまして、公共○児玉技術検査課長

三部で監視委員会というのを立ち上げるという

ことに今、動いておりまして、当然、先ほど申

し上げましたが、県土整備部の技術次長が筆頭

になりますけど、今、案としてはそういった体

制づくり、当然、公共三部の事業課も入ってお

ります。農政、環境森林部。当然、先ほどの建

設業法とも絡みますので、管理課長も入ってお

ります。そういった形で厳正に対処するという

ような形になろうかと思います。

それと入札制度にかかわる質問で○水間委員

もちょっとさわったんですが、最低制限価格の

問題 非常にここらあたり 話がありました70％、 、

あたり、そこに集中してくるということで、

じゃ、70％で仕事が本当に適正なのか、そのた

めに今、監視チームをつくるというんですけれ

ども、いろいろ話があるように、業者の皆さん

方も家族もあり、従業員もあり、赤字を出して

までやるという、しなきゃならないという、こ

ういう現状を見ますと、倒産をしてしまうと何

もならんわけで、そこらあたりを、知事も言葉

で言うと自然淘汰というような表現を使われま

す。これは部長からもお願いをしていただきた

いのは、この言葉は弱肉強食の動物の世界でい

ろいろやるのはやむを得ないことで ただ 我々、 、

が生活する中で一生懸命頑張っている人を自然

淘汰というような表現は私は余り適切じゃない

と思うんですよ。だから、そこあたりはちょっ
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と知事にも、自然淘汰という言葉は適切じゃな

いよということをちょっと言っていただきたい

なと思いますね。

それと、もとに戻りますが、最低制限価格の

引き上げ方、そこに持っていき方、その中で検

討したいということでありましたけれども、ど

うでしょうか、もう一度、部長の見解を聞きた

いんですが。

最低制限価格の検討とい○野口県土整備部長

、 、う話で 答弁もさせていただきましたけれども

今 非常に最低制限価格近傍での落札が多くなっ、

ていると、業者さんによっても違うでしょうけ

れども、その価格ばっかりつなげていたら、何

とか工事を仕上げるだけで精いっぱいになって

くる、そういうのが連続していますとね。そう

しますと、地域の健全な建設産業の発展という

ものはなかなか難しいという点もあるかと思っ

。 、ております この前も２点ございますと言って

１点目は、かなり現在の最低制限価格が推測さ

れているという面がありますので、その辺は推

測されないような形をとっていきたいという話

で あとは実際の業者さんのコストがどうかかっ、

ているのかということを調査、検証しながら、

最低制限価格、どうあるべきかということを検

討していきたいと思っています。

公共工事現場点検強化事業、４名○蓬原委員

体制でそれなりの資格を持った方ということな

、 。んですが 何チームぐらいおつくりなんですか

２チーム。２人１チーム○児玉技術検査課長

という考え方で４名体制と。

先ほど次長をトップにしてどうの○蓬原委員

という話があったんですが、いわゆるこれが目

に入らぬかというお墨つきがないと 現場に行っ、

ても 業者さんはうるさがって 邪魔だからあっ、 、

ち行けと、何の権限で言うんだというようなこ

とになるんじゃないかな。今でさえも、いろい

ろ話を聞いてみますと、技術員の検査体制につ

いてもなかなか不満をお持ちの業者さんも多い

ようでありまして、その場合のその方たちの裏

づけとなる権限、何をもってできるという、そ

の分しっかり裏づけがないと、現地に行って、

指導助言といっても言うことを聞いてもらえな

いとか、そういうことになると思うんですが、

そのあたりのバックアップ体制というのはどう

いう形でやられるんですかね。

、 、○児玉技術検査課長 これにつきましては 今

私、委員会というふうに言っておりますが、決

裁もまだ受けていない状況なんです。はっきり

言って、今、自転車をこぎながらやっているよ

うな感じでございますから、今からもっと具体

的に絵をしっかり定めて、そういった権限のも

とに、委員会で基準に基づいて出された箇所に

ついては、しっかりその監視チームに依頼をし

て、当然、受託は推進機構になると思いますか

ら、そこで知事の命令を受けて監視をしていく

というようなしっかりしたものをつくり上げて

いきたいというふうに考えております。

そうした場合に、今後の落札率と○蓬原委員

いうのは、先ほど件数が出ましたが、何千件と

いう件数が80％以下になるだろうと。というこ

とはほぼ全数だろうとなったときに、全数を２

チームで検査できますかね。

実はそこ辺に非常に大き○児玉技術検査課長

な問題がございまして、実際、先ほど、管理課

長が件数を申し上げましたが、そういった昨年

の2,500～2,600件に対しても、大体300件ぐらい

かなというふうに見込んでおりました。事実、

今、工事をしている箇所でございますが、500件

ぐらい、繰り越し箇所も含めてやっております

が、その500件でも大方24.5％ぐらい、100何件



- 113 -

が80％を切っている工事だということでござい

ます。そうしますと、４件に１件はそういった

箇所が出てくると それを じゃ 先ほどの2,000。 、 、

件ちょっと超えるような数字、工事だけで

も2,000件の４分の１としたときに500件ぐらい

に相当するということで、当初、300件ぐらいか

なと思っていますけど、そういった数字が大き

くなりますと、委員会ですべてをこれまた監視

、 。チームに委託するというのは 人が足りません

当然、今後、いろいろな形で人をお願いするこ

とになるかもしれませんけど、所属長が事業課

に上げて、こういった箇所をこの事業に対して

お願いしますというしっかりした数値が委員会

のほうに上げてくれば 選別 区別して監視チー、 、

ムを行わざるを得ないのかなという考え方はご

ざいます。

ということは、所属長からここは○蓬原委員

危ないかもしれんというものと、ある程度抜き

。打ち的な監視ということになるんでしょうかね

そういうことでございま○児玉技術検査課長

す。

その80％未満をいわゆる監視の対○蓬原委員

象工事とするという、この80％を出されている

、 、ということは 先ほどから予定価格とは何ぞや

、最低制限価格とは何ぞやという話がありますが

ある意味、いわゆる80％以下の最低制限価格と

いうのは、業者さんたちが仕事をする中で必ず

しも最低制限価格は妥当な額ではないねという

ことの証明じゃないんですかね。どうお感じに

なりますか。こういう御時世ですから、絶対量

も減っているわけで、手を抜こうと思う人

は100％でも抜くんですよ。それを99.8％で落と

した人だってもしかしたら抜くかもかもしれん

わけですよ。逆に、80％以下ということを設定

したことで、姉歯さんじゃありませんが、うち

は95％だ、うちには絶対来ないと、見えないと

ころを抜いてしまおうかということだってある

わけですよね。抜く人は抜くわけですよ。だか

ら、そこのところが、この80％というのはいろ

んな意味を含んでいるなと私はさっきから考え

、 。ておったんですが 御感想はいかがでしょうか

おっしゃるとおりでござ○児玉技術検査課長

いまして、あくまで最低制限価格というのは当

然、そういう品質が確保できる最低限の金額を

積み上げておるわけですけど、この工事の質の

低下というのは、今、私、工事成績評点の平均

点未満を大体80％を目安と言っておりますが、

ある程度、その線というのは傾向に見られると

、 。 、いうことで 断定するものじゃない あくまで

おおむねというような表現をさせていただいて

おるんですが、そういうような解釈で、あくま

で事業所の、発注者の所長さんの判断も当然そ

この中には加味されて、すべてがすべて監視す

るものでもないと。そこ辺はまた委員会の中で

選別をしていくんだということでございます。

おおむね理解しました。○蓬原委員

もとに戻していただきました。入○水間委員

札制度、ここに来て業者の皆さん方の倒産もふ

えているんですよね。昨年比を見てみますと。

そこらあたりは把握されておりますか。昨年は

大体このくらい、それから１月から５月は41件

ということで、その中の建設関係は21件だった

、 、が まだそれよりふえているような状況ですが

今現在、わかっている数字がありましたら、

ちょっとお聞かせいただけますか。

年で振り返ってみますと、建○持原管理課長

設業に限定しておりますけれども、16年が50

件、17年が37件、18年が23件、それから19年に

至りまして１月から５月末までが19件という

データになっておりまして、ことしになってか
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らかなり倒産件数がふえている状況は出ており

ます。

その原因はどこらあたりと見てお○水間委員

られますか。

今、いろいろ新聞あたりを含○持原管理課長

めて、一般競争入札導入による直接的な影響と

いうようなとらえられ方もされておりますけれ

ども、建設業をめぐる全国の状況というのが非

。常に大きいのかなというふうに考えております

やはり、全国で54万業者おりますけれども、中

堅市の中でもかなり数が多いという指摘もされ

ておりまして、全国的にもかなり過激な競争の

段階に入っておりまして、大手ゼネコンを含め

て、かなり全国で低入札が進んでおります。そ

れに加えて本県では一般競争入札を導入したと

いうことによりまして、厳しい状況も出ておる

のかなというふうに考えております。

今のお話のように、今度の入札改○水間委員

革によって、250万以上からを一般競争入札に付

したと、このことで倒産がどんどんふえていっ

て、そして、先ほどありましたが、恐らく３万

人の失業者が出るんじゃないかというような表

現もあったんですが、仮にそういうことが想定

されてそうなった場合に、じゃ、責任は一体だ

れがとるのかという問題を言われたら、どう答

えられますか。

今、倒産業者数を私どものほ○持原管理課長

うで想定しているわけではございませんで、非

常に厳しい状況であるなというのは十分認識し

ているつもりでございます。ただ、今回の一般

競争入札導入の動機というのが、御承知のよう

に、昨年来、非常に不幸な事件といいますか、

官製談合という事件を契機として、宮崎県とし

てはそういう入札制度を導入するという大きな

、 、方針が３月末に出たところでございまして 今

それに基づく改革に着手した段階でございまし

て、その状況も十分検証されていない段階でご

ざいますので、その状況を見ながら、十分実証

しながら、対策も打っていき、改善すべきは改

善して、健全な状態に持っていくというのが基

本的な県の考えであります。

先ほど、倒産件数が１月から５月○水間委員

まで19件とお聞きしました 私の手元の資料で21。

件というふうに聞いたんですが、これらのクラ

ス別はわかりますか。

ことしに入りましての倒産業○持原管理課長

、 、 、者のクラス別ですけれども 特Ａが１ Ａが２

Ｂが３、Ｃが３、Ｄが４、あと専門業種が２、

、 、県の資格のない社 許可だけを得ている社が４

以上で19になろうかと思いますが。

やっぱり特Ａ、Ａ、Ｂランクの上○水間委員

位ランクの皆さんがこれで６社ですか、非常に

苦しい状況の中がかいま見えるといいますか、

この方々というのは、我々がよく聞いたのは、

特Ａ、Ａ、Ｂの皆さん方は黙ってても今までは

何らか仕事が回ってくる業者さんというふうに

聞いているんですが、倒産をした理由、放漫経

営じゃなくて売り上げ不振だと思うんですよ。

そこらあたりはどうですかね。

御指摘のように、倒産の原因○持原管理課長

としては売り上げ不振あたりが一番多いようで

ございます。

また話はもとに戻りますが、そう○水間委員

いうことであれば、建設業界の業務委託される

皆さん方も最低制限の問題、あそこだけは最低

制限価格はない、30％にダンピングするような

仕事のとり方、とらざるを得んこともあるのか

もしれませんが、本当、30％台で仕事ができる

とは信じられないんですが、そういうことまで

やりながら仕事を何らかとっていかなきゃなら
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ん状況を生み出しちゃいかんと思うんで、そこ

の最低制限も、知事も、国やら他県やらいろい

ろ調査しながらやるというような答弁もいただ

いたんですが、県土整備部としても、そういう

ものを速やかに、本当に仕事をしてみんながよ

りよい生活ができるような入札制度 落札率ばっ、

かりで追っかけていかないで、建設業界が生き

ていけるような、そのことをひとつ前向きに、

考えておられるでしょうが、部長、もう一回、

そこらあたり、どうでしょう。

今の業務委託関係なんで○野口県土整備部長

すけれども、今まで、工事と違って、各都道府

県、地方は最低制限価格制度をとっていなかっ

たというような形になっています。一方、国の

ほうは低入札調査という制度を工事のほうで

やっていまして、今年度から、国のほうは同じ

低入札調査という制度でもって 予定価格があっ、

て、低入札価格を下回るものについては、本当

にその業務ができるのかどうか調査をして、そ

の上で 業務ができるんだったら契約をしましょ、

うと、業務ができる可能性が少ないんだったら

契約はしませんよというような形になっていま

す。県の今までの工事の流れで言うと、最低制

限価格を設けるということで低入札調査をやっ

てきていない、実質的に測量設計業務で低入札

調査、数が多い中でできるかどうかというと、

かなり難しい面もあるのかなと思っています。

そういう面では、最低制限価格制度というのが

適用できるのかどうか、他県がどういうふうな

やり方をしているのかというのも勉強をしなが

ら、検討させていただきたいと思っています。

ほか、ありませんか。○横田委員長

今の下水道普及率というのは○外山良治委員

どういう状況にあるんでしょう。

現在、17年度で46.6％○冨髙公園下水道課長

です。

一番高いところ、一番低いと○外山良治委員

ころ、どうなんでしょう。

それは県内のですか。○冨髙公園下水道課長

県内。○外山良治委員

今、普及率で一番高い○冨髙公園下水道課長

ところが宮崎、それと一番低いところが諸塚村

です。

。○外山良治委員 宮崎市の場合は何％でしょう

宮崎市が81.3％です。○冨髙公園下水道課長

そして、諸塚村が10％です。

都城市は何％ですか。○外山良治委員

34.1％です。○冨髙公園下水道課長

大淀川をきれいにしようと、○外山良治委員

、 、自然と環境の保持・保全ということが 例えば

大淀川サミット、随分昔の話ですが話題になり

ました。宮崎市の場合には、恐らく90％ぐらい

いっているのと違うかと思うんですけど、都城

市が34％というのは余りにも低いと。今後、下

水道普及の計画、これはあるんですか、ないん

ですか。

、○冨髙公園下水道課長 宮崎市につきましては

合併しましたことによって下がってきたという

ことであります。都城も同じようなことなんで

すけど、基本的には、大淀川の上流域でありま

すので、下水道普及につきましては、なおさら

まだ進めていくと。さらには、都城の広域圏に

、 、おきましては いわゆる船団方式といいまして

今までの合併する前なんですが、処理場と、い

わゆる汚泥の処理の仕方とか、そういったのを

それぞれで持ち寄ってやる方式というのをとら

れています。今後におきましては、農業集落、

漁業集落も、そういったミックス方式等を検討

しながら進めていきたいというふうに考えてお

ります。
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いわゆる下水道を掘るやつと○外山良治委員

か、農排水とか、合併とか、そういったいろん

な方法で下水道普及率を高めようと、そういっ

たことが最近は若干薄いのかなと。ですから、

宮崎県の場合、特に自然を守っていくという視

点から、下水道普及率というものを今後、計画

的に伸ばしていただきたいというふうに思いま

す。

それから、以前から私、興味があるのは、い

わゆる特目住宅、宮崎市の場合には、特目住宅

で車いす用の住宅をずっとつくってきました。

ほか29市町村でどの程度あるんでしょうか。

特目住宅についてのお尋○藤原建築住宅課長

ねでございますが、現在、平成18年度までの特

、 、目住宅の整備率と申しますのは 全体で1,534戸

人にやさしい補助事業を活用してという前提に

、 、 、なりますけれども この中で 御案内のとおり

宮崎市につきましては、障がい者向けの住宅

を115戸整備をいたしておりまして、県全体での

障がい者向けが180戸ございますので、残り65戸

がほかの市町村ということになります。

今、説明がありましたよう○外山良治委員

に、29市町村の実態というものが余りにもお粗

。 。 、末 ほとんどが宮崎市 こういった現状の中で

ノーマライゼーションとか、リハビリテーショ

ンとか、人にやさしい福祉のまちづくり条例、

平成14年から始まったと思いますが、依然とし

てこういう状況。これは早急に課長を先頭にし

て、整備計画なら整備計画を立てていくという

努力をしていただきたいと思います。

それから、高齢社会と随分前から言われてき

た。高齢者向け住宅、母子世帯用住宅、例えば

１戸募集するのに80人とか90人とか来ると、こ

ういった状況の中で、今後の整備というものを

どういうふうにお考えなんでしょうか。

現在は狭小・老朽化して○藤原建築住宅課長

いる建物を中心に、建てかえによって整備を進

めているわけでございますが、建てかえによっ

て整備を進めます中には、当然、バリアフリー

というのが前提になってございます。しかし、

一方では、簡平住宅あるいは簡二住宅等、非常

に古い住宅等もございます。こういった中で、

現在、財政改革推進計画を具体のものとして進

める中で、建てかえ住宅等についても、なかな

か計画どおりに進まないという状況も見えてま

いりましたので、今後は、そういった簡二・簡

平住宅、こういったものについての改善を進め

ていきたいというふうに考えておりまして、そ

の場合に、当然、高齢者向けあるいは障がい者

向けの住宅前提のバリアフリー、そういった改

善を進めていきたいというふうに考えておりま

す。

例えば、宮崎県警の資料によ○外山良治委員

ると、１年間に変死体件数というのが1,402名、

年々これは増加をしていると。こういう状況の

中で、後期高齢者の御夫婦のみが住む世帯とい

うのが急増していると。こういった中で、中山

間地域での高齢者という方々が老後をどこで過

ごすかといったときに、無医村、この前も相談

がありましたが、病院に行くのにお金が3,000円

かかる、往復6,000円だと、そういった場合に、

公営住宅、市町村営住宅があれば、そこに住ん

で十分お医者さんにもかかれると、そういった

環境というものを宮崎県でつくっていかなけれ

ば大変ですよ。例えば、高齢者の自殺、増加し

ています。これも警察発表で平成19年１月から

４月いっぱい、お年寄りの自殺、昨年同期比較

で16名増加をしている。そのほとんどが後期高

齢者。住めない、不安、こういった状況の中で

みずから命を絶っていると。こういった状況を
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十分踏まえて、そういった状況の中での宮崎県

の公営住宅のありようについて、また、母子家

庭も急増している。この前、高崎町で子供たち

とお話をしてきた。１クラス32名中、10名が母

子家庭。びっくりしましたよ。ああいった地方

でもそういうふうな状況ですから、本当に大変

だと。そういったときに、そういった方々の公

営住宅、市町村営住宅のありようについて真剣

に考えいただきたいと。答弁は要りません。以

上です。

ほか、ありませんか。○横田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

、 。○横田委員長 それでは 暫時休憩いたします

午後３時34分休憩

午後３時43分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

お手元に萩原委員から要求の○持原管理課長

ございました平成19年度の公共三部の発注工事

リスト、これは公共三部の数値を出しておりま

すので、契約ベースでございます。契約をした

ものということで それと 平成19年度の倒産・。 、

整理企業の一覧を配付させていただいておりま

す。条件つき一般競争入札が13件、指名競争入

札が110件でありますけれども、お尋ねのありま

した倒産企業の受注は現在のところ発生してお

りません。以上でございます。

先ほど、坂元委員から住○藤原建築住宅課長

宅金融公庫融資事業審査事業の２万1,000円につ

いての御質問がございましたけれども、ちょっ

と私の舌足らずな点がございまして、少し補足

をさせていただきたいと思いますが、これまで

住宅金融公庫の審査業務につきましては、県を

初め、建築住宅センター等で委託によってその

審査業務を実施してきたわけでございますが、

今年４月１日から独立行政法人に移行いたしま

して、基本的には公共団体への委託がなくなり

ました。しかし、災害関連、いわゆる災害復興

住宅の融資にかかわる審査ですとか、こういう

ものは引き続き公共団体へ委託がされることに

なりまして、ここに計上しています２万1,000円

と申しますのは、５件相当分の審査を前提とし

たものでございます。以上でございます。

暫時休憩いたします。○横田委員長

午後３時44分休憩

午後３時45分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

管理課長、11月の決算委員会終了○濵砂委員

後でないとという話が今あったんですが、そう

いうことを言っているんじゃないんです。各事

業に経費がついて回っているもんですから、課

別に、事業ごとに経費がついて回っている。だ

から、その事業を終わらせるときには全部終わ

らせないかんという慣習があるんじゃないかと

いうことを言っていたんですよ。ですから、実

際は会計管理の見直しをするなら、そういうも

のを取り払って、昔はこれに食糧費までついて

。 。いたんですよね それはわかっているんですよ

だから、報道されたように、県議会からやかま

しく言われるから使い切らなくてはいけないん

だと、県のＯＢが出て、テレビで実際にそんな

ことを言っていたもんですから、だから、資金

の流れはどうなっているんですかと。本来であ

れば、今になってまだそういうものが出てこな

いこと自体がおかしい。一般の会社ならすぐわ

かりますよ。ですから、管理は管理として、そ

ういったものを統括してするような管理制度を

つくり上げたほうがいいんじゃないかなという

ものが前提にあったもんですから、そういう発
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言をさせていただきました。だから、資金の流

れはどうなっているのかということを聞きた

かったんです。そういうことなんです。わかっ

ていれば教えてください。

補助事業の事務費につきまし○持原管理課長

ては、出先機関で執行残が生じた場合、これは

本課に引き揚げまして、県単独事業で支弁して

おります人件費を補助事業のほうに振りかえま

して、補助事業のほうは基本的にゼロ精算をす

ると、ゼロということで、県単は執行残として

残して活用する、執行残として県単を残すとい

うことでございます。いずれにせよ、今、調査

をしておりますけれども、国の補助事業の仕組

みとか、県単事業の活用というような観点で、

我々としても、そういう適正な処理ができるよ

うな形で制度の見直しも含めてやりたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

それでは、議案、報告事項以外○横田委員長

、 。のその他で質疑がありましたら お受けします

今、19年度の発注工事リストをい○蓬原委員

ただいたんですが、最終の入札日が６月13日に

なっております。きょうが21日です。一般質問

が19日まであったと思っております。最低制限

価格と同額、１円も違わないという入札の話を

、我が会派の議員のほうからも指摘がありまして

ソフトの流出の問題と、あるいは最低制限価格

が漏えいしているんではないかという、そうい

う問いかけもあったかに思っておりますが、そ

の後行われた入札があって、最低制限価格と同

、 、額という まれに見る確率で入札をするという

そういうものがなかったかどうか、つかんでは

いらっしゃいませんか。

数字で申しますと、平成19年○持原管理課長

度に入りまして落札金額と最低制限価格が同一

であった事案、これは公共三部の話でございま

すけれども、一般競争入札で４件、指名競争入

札で３件、合計で７件生じております。

期日は。○蓬原委員

、○持原管理課長 これは６月15日までですので

１件ふえておるんじゃないかと思います。

その場合の一番最後の端数、ゼロ○蓬原委員

なのか、あとの１から９の数字なのかというの

はわかりませんか。

公共三部の状況を見てみます○持原管理課長

と、県土整備部は円単位で従来からやっており

ます。

円単位ですが、最後の数字がゼロ○蓬原委員

なのか、１から９なのか。

ゼロから９ということでござ○持原管理課長

います。ゼロもあります。

ですから、ゼロと１と９の違い。○蓬原委員

19年の事案で申しますと、末○持原管理課長

尾の数字だけ申します。７、３、ゼロ、ゼロ、

ゼロ、ゼロ、ゼロでございます。

私がなぜ、ゼロか１から９かと聞○蓬原委員

いたかといいますと、ゼロというのは、比較的

人間というのは、数字を丸めるという部分があ

りますよね。１から９というのは紛れもなく、

ソフトか何かのかなり精度の高い計算方法に

よって出した場合というようなことがあるのか

なという一つの見方をしたんですけど、そうで

もないですか そのソフトが丸めるソフトになっ。

ていればゼロで出るわけだから余り当てになら

ないかもしれないけど、そういう見方をちょっ

としたんで、そういう聞き方をしました。

15日以降は行われていないんですね。

あれ以降は、農政水産部の工○持原管理課長

事が１件あるだけでございます。以上でござい

ます。
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その結果は、最低制限価格との関○蓬原委員

係は何もなかったんですね。

農政の工事でございますけれ○持原管理課長

ども、最低制限価格と同額の入札が４社ありま

して、くじ引きで１社が落札という形になって

おります。

なければこれ以上ここに聞いても○蓬原委員

仕方ないんですが、結局、最低制限価格と同額

で入れているところが、これまで議論してきた

ところは１社とか、そういう数字だったんです

よね。今回は同額で４社入っているということ

ですか。その結果が抽せんになったと。

そのとおりでございます。４○持原管理課長

人同額がありまして、くじ引きで１社が落札し

たということでございます。

これは県土整備部ではありません○蓬原委員

から、こちらに言っても仕方ないことですが、

これまで議論していたものは、最低制限価格と

同額というのが１社だけだったですよね。これ

が４社も入ってきているということは、公共三

部としては、共通して何か対策といいますか、

意見交換というか、何かやらないと、いずれ、

この県土整備部の入札においてもこういうこと

は十分起こり得るなということは推測できます

よね。ここではこれ以上議論しても仕方がない

のかもしれんけど、それは未然に検討されるこ

。とを意見として申し上げておきたいと思います

先ほど、前払金保証法の話がありました。そ

、 、の中で 坂元委員からも話が出ましたけれども

生コンクリート工業組合というのがあって、私

。 、 、は一切こことは縁はありません ただ この前

そういう陳情がございまして、一覧表がありま

。 、した ５カ所のブロックに分かれておりまして

不良債権額一覧表、不良債権１億5,723万円、生

コンでですよ。１億5,723万の不良債権が出てお

りまして、要するに不渡りを食らったというこ

。 。とですわね 引っかかったということですよね

一番大きいのが宮崎地区なんですが、5,000万近

いですね。内訳は申し上げませんが、そういう

ふうに１億5,000万もの不良債権があります。そ

れで、私どもが切実な声として聞いたのが、先

ほど、課長の話によりますと、生コンなどの資

材業者等の保護というのは、法律が保護するこ

、とにはなっていないということだったんですが

どうなんですかね。そういう下請の部分を、保

証会社と銀行のほうで密に連絡とりながら、領

収証等を確認して支払いを済ませているんだと

いうことだったんですけれども、ここにも業者

間のからくりもあるようでございまして、実際

、のところはその前払金は流れないまま行われて

結果としてはこういう状態の中ですから、前渡

金欲しさの苦し紛れの入札があって、例えば、

きょう、発注を受けて生コンを納めましたと、

あした行ってみたら、そこは計画倒産しておっ

たということもあるやに聞いておりますが、切

実な問題だと思うんですよ。連鎖倒産がこれか

らどんどん起きていく状況にあるわけですけれ

ども、くくりますと、生コン等の資材業者を、

特に初期の段階で納める人というのはいるわけ

ですよね。そういう人たちを保護する手だてと

いうのは何かないんでしょうかということなん

ですが、何か考えがありますか。

直接のお答えになるかどうか○持原管理課長

わかりませんけれども、今、先ほどから低入札

での落札の問題がいろいろ話題になっておりま

す。そういうことで、私ども、施工点検チーム

で業者のチェックをしようという動きを一つ検

討しております。それ以外にも、全国で行われ

、 、ているような低入札の防止策としては 例えば

前払金を少し下げたらと、２割にしたらとか、
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あるいは入札保証金、契約保証金をもっと高く

したらとか、あるいは入札ボンドを導入したら

とか、入札ボンドというのは、金融機関等が当

該業者の契約履行を保証するような制度ですけ

れども、これは近年出てきている制度で、まだ

国の方でも大きな工事しか導入されておりませ

ん。そういうものを導入したらどうだろうかと

か、いろんな多面的な対策を打ちながら、そう

いうものの防止を図っていこう、建設業者の持

続的な発展といいますか、経営の確保を図って

いこうというような流れにあるのかなと考えて

おります。そういうことで、多面的な検討をし

ていく中で、いろいろ勉強もさせていただきた

いと思っていますので、よろしくお願いしたい

と思います。

恐らく、これから加速度的に倒産○蓬原委員

する企業がふえていくと思いますから、早目に

そのあたりの対応をお考えいただきたい。

最後に、あと一点だけ、知事がこの前、本会

議でこの建設業関連に関して「自然淘汰」とい

う言葉を使っているわけですよ。きのうも商工

観光労働部ではお願いをしたところでしたが、

自然淘汰というのは、引いてみると、揚げ足を

とるところじゃないんですが、進化論の用語だ

、 、そうでございまして 多産の本性を持つ生物で

生存競争の結果、適者が生存して子孫を残し、

劣者は子孫を残さずに滅びることを言うんだそ

うです。だから、いわゆる自然選択と似たよう

な言葉だということなんですが、これができる

のは天地創造の神でしかないわけですよね。と

いうことは、今やろうとしていることは何かと

いうと、強制淘汰だし、政策的淘汰だというこ

とだと思うんです。大きな政策の転換を今やろ

うとしているわけだから、そのためのセーフ

ティーネットワークをちゃんとやらないといけ

ないということだろうと思います。それも政策

だろうと思うんです。

先ほど、自殺の話が出ましたけど、どうかす

ると、こういう急激に政策の転換をやるときと

いうのは、ほとんどといって言いぐらい犠牲者

が出るんですね。もしかすると会社経営者が行

き詰まって、自分で自分の命を縮めるというこ

とになるかもしれないし、あるいは社会的に参

加意欲をなくして、いわゆる何と言うんでしょ

うか、生きてはいるけれども、殺してしまった

ということがあると思うんですね。人は生かさ

、 、ないかんわけで 殺しちゃいかんわけですから

やはりそこは政治の、あるいは行政の基本にし

てやっていかなきゃいけないと思いますので、

ぜひ、セーフティーネットといいますか、この

建設業の皆さんに対するいろんな相談とか、情

報提供、今でもやっていただいております。今

までが足りないとは言っていません。建設業そ

のものの人たちにも責任はあると思うんです。

これまでおんぶにだっこで、10人もおらんよう

な会社の社長さんが、どこかの大会社の社長が

乗っているような大きな物すごい車に乗ってい

いときはやってきたとか、そういう部分もある

でしょう。でも、社員の皆さんというのはどう

しようもない部分もあるんで、そこあたりのこ

とをよく考えていただいて、これは自然淘汰で

はない、強制淘汰だし、政策的淘汰だというこ

とを考えながら、そのあたりのことについては

しっかりフォローをしていただきたいというこ

。とを意見として申し上げておきたいと思います

これも要望ですが、うちの委員会○坂元委員

が所管する商工観光労働部には労働政策課とい

うのがあって、そこはいろいろな技能の継承と

。いうので技能士の養成をやっているわけですよ

ところが、住宅センターとか、今、宅建に指定
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管理者でやらせていますが、やっぱり畳でも何

でも技能士がいないところでもやらせるわけで

すよ。安ければいいと。畳も今、半分は発泡ス

チロールで、上にちょっとイグサが乗っている

だけでしょう。だから、そういう意味では政策

の一貫性がないなと。商工観光労働部は技能士

の育成、住宅政策では安ければいいというぐら

いの、技能士とは無関係のことをやられるとい

うことは、同じ県政としておかしいなと思うん

で、その点はひとつ要望しておきます。

ほか、ありませんか。○横田委員長

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

暫時休憩いたします。○横田委員長

午後４時３分休憩

午後４時４分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

外山委員から御要求のありま○持原管理課長

した地域ごとの業者数につきましては、明日、

委員会で配付させていただきますので、よろし

くお願いいたします。

その場合の説明とかもやっぱり○横田委員長

要りますか。配付だけでよろしいですか。

いいです。○外山良治委員

配付だけでいいということです○横田委員長

ので、委員全員に配付をお願いいたします。

それでは、以上をもって県土整備部を終了い

たします。執行部の皆さん方、お疲れさまでご

ざいました。

暫時休憩いたします。

午後４時４分休憩

午後４時７分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

まず、採決についてですけど、委員会日程の

、 、最終日に行うことになっておりますので あす

行いたいと思います。開会時刻は13時としたい

のですが、よろしいでしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、13時ということで決○横田委員長

定をいたします。

その他、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

何もないようでしたら、本日の○横田委員長

委員会を終了いたしたいと思います。よろしい

でしょうか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上をもちまして本○横田委員長

日の委員会を終わります。

午後４時８分散会
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平成19年６月22日（金曜日）

午後１時５分開会

出席委員（９人）

委 員 長 横 田 照 夫

副 委 員 長 田 口 雄 二

委 員 坂 元 裕 一

委 員 蓬 原 正 三

委 員 水 間 篤 典

委 員 濵 砂 守

委 員 萩 原 耕 三

委 員 外 山 良 治

委 員 武 井 俊 輔

欠席委員（なし）

委員外議員（なし）

事務局職員出席者

総務課主任主事 児 玉 直 樹

議事課主任主事 古 谷 信 人

委員会を開会いたします。○横田委員長

まず、きのう、請求がありました資料を配付

しておりますので、御確認ください。

次に、議案の採決を行います。

議案につきましては、議案ごとがよろしいで

しょうか。一括がよろしいでしょうか。

〔 一括」と呼ぶ者あり〕「

それでは、一括で採決いたしま○横田委員長

す。

議案第１号、第２号、第８号、第12号、第15

号及び第18号について、原案のとおり可決また

は承認することに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

異議なしと認めます。よって、○横田委員長

議案第１号、第２号、第８号、第12号、第15及

び第18号については、原案のとおり可決または

承認すべきものと決定いたしました。

次に、請願の取り扱いについてであります。

請願第２号についてでありますが、この請願

の取り扱いはいかがいたしましょうか。

「 」 、○坂元委員 下から３行目の施行者の 行 は

これは工事の「工」ですね。

、 、それと できれば県土整備部だけではなくて

公共三部、トンネルの場合は。ですから、議長

のほうで分割付託してもらうようにお願いする

ということはできんですかね。中山トンネルと

かいうのは環境森林部がやるんでしょう、ふる

さと農道トンネルは農政がやっておったからで

すよ。やっぱり県土整備部でそれができるのか

どうかということだったから、発注者別という

ことになると 公共三部で農林との分割付託じゃ、

ないかという話があったもんで、この間、和解

のあれもあったようですが、その辺で、継続し

てもらえませんか、議長に差し戻しますという

部会の意見でしたので。

外山委員、いかがでしょうか。○横田委員長

言われるお話は一応、わかる○外山良治委員

ことはわかります。継続ということですか。継

続はもちろん優先されますから、でも、継続を

していたら恐らく和解が成立 そのことがお―

、わかりになって言っておられると思うんですが

今、坂元委員がおっしゃるように、継続の動議

が出た場合は、先議されるのは、継続が優先さ

れますから、動議を勘弁してくれというわけに

はいきませんから、一応わかりました。

念のために、付託した議長がいか○坂元委員

んですよ。ちゃんと分割して付託されるように

なっていますね。特に議運が怠慢。

それでは、そういうことでよろ○横田委員長
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しいですか。

もちろん、動議が優先ですか○外山良治委員

ら。

それでは、お諮りいたします。○横田委員長

請願第２号につきましては、継続審査とする

ことに御異議ございませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

御異議ありませんので、請願第○横田委員長

２号につきましては、継続審査とすることに決

定をいたしました。

次に、閉会中の継続審査についてお諮りいた

します。

「商工観光振興対策及び土木行政の推進に関

する調査」につきましては、継続審査といたし

たいと思いますが、御異議はありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

、 、○横田委員長 御異議ありませんので この旨

議長に申し出ることといたします。

次に 「委員長報告骨子（案 」についてであ、 ）

ります。委員長報告の項目として、特に御要望

等はありませんか。

今まで委員会で、あるいは本会議○水間委員

でもいろいろ出たんですが、入札制度、ここに

来て新たな流れの中で倒産件数がふえていると

いうこの状況の中で、執行部としても入札のあ

り方、倒産が出ないような方向を何か考えてい

ただきたい。例えて言うと、県土整備部で倒産

件数は19件と、私が調べた中では21件なんです

よ。そこらあたりの押さえ方の違い、そしてま

た、今、倒産がまたふえている。どこも業界の

皆さん方は今、発注の仕方も、地域枠、地域要

件をと言いながら、なかなか今度は地域要件が

生かされていないような話も出ているんで、だ

から そこらあたりが一つの倒産の引き金になっ、

ているような気がしますから、そこらあたり、

委員長報告の中で倒産防止対策も考えていただ

きたいということを含めていただくとありがた

いと思います。

そのほか、ございませんか。○横田委員長

できれば、これから予定価格の公○萩原委員

表は中止の方向に。国は予定価格を発表してい

ないんですよ。そういうことで、職員のほうで

も予定価格は公表しないほうがいいんじゃない

かなというような話もかなり出ていますから。

例の知事ブランドの話なんですけ○武井委員

れども、きのう、総務委員会のほうに知事が出

られて、報道だけなんですけど、若干踏み込ん

だ発言もそこではされているようです。こちら

でもずっと議論がありましたので、ぜひ、知事

ブランドの件については、非常に現場等、混乱

しているので、県としても、しっかりと問題の

重要性をかんがみて対応するように望みたいと

いうことはぜひ入れていただければと思ってお

ります。似顔絵、イラストの件です。

そのほか、ございませんか。○横田委員長

イラストの件でちょっと関連です○水間委員

が、新聞記事で知ったんだけれども、１年前に

なると公職選挙法に抵触するとか、そんなこと

まで出ているんですかね。そんな論議がありま

すか。だから、イラスト、だれでも使っていい

ですよと知事はこの前の本会議で言われました

ね。そう言いながら、ある部分、後援会のほう

と相談をしてくれということも言われておるで

しょう。

公職選挙法に違反するかどうかは○坂元委員

選挙に出てからのことだから。

。 、 、○水間委員 それはそうですわね そこは 今

イラストでだれでも使っていいということだっ

たから、表現としてはどういう使い方がいいん

でしょうかね。
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その取り扱いを総合的に整理づけ○蓬原委員

るというか、整理するというか、それが必要だ

ろうなということですよね。いわゆる粗悪な品

物までそれを張ることでブランドが傷つくこと

とかいうこともあるし、自由に使っていただく

ことのデメリットがある。一部の人が使うこと

による、いっぱい使いたい人がいるのに、ほか

のブランドがあるのに一部の人が握ってしまっ

て使わせない、自由にとは言いながら、どこか

、で制約してしまっているという不都合さもある

いろいろあるから、いわゆる公職選挙法の問題

もあるんですね。今のところ抵触しないような

ことですが、だから、そういうことを含めて総

合的に、ブランド化ということと似顔絵、それ

をうまく使うということをちゃんと整理つけな

さいということの意見書、言葉としてはそうし

かならないんじゃないかなと。

公職選挙法の抵触は、我々の委員○坂元委員

会では何もないんです。武井委員が言われたよ

うに、ブランドの認証と見まごうことがありま

すよね。これがくっついているから、これは保

証書かというふうに思うかもしれないから、品

質の確認の上にそういうものはつけさせるよう

に、ある程度お考えになったほうがいいんじゃ

。ないかということをつけるということでしょう

それでは、委員長報告につきま○横田委員長

、 、しては ただいまの御意見等を参考にしながら

正副委員長に御一任いただくということで御異

議ありませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

では、そのようにいたします。○横田委員長

次に、高速自動車国道建設促進宮崎県期成同

盟会総会についてであります。今年度は７月24

日（火曜日）に開催を予定しております。当同

盟会は、当委員会が主体となって活動を行うこ

とになっており、昨年の総会以降の経過を中心

に委員長が報告を行うこととなっております。

この報告に当たって、お手元に配付の「委員長

報告骨子（案 」をもとに行いたいと思っており）

ますが、御意見はございませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、総会における委員長○横田委員長

報告につきましては、詳細につきましては正副

委員長に御一任いただくということで御異議ご

ざいませんか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのようにいたしま○横田委員長

す。

なお、総会当日は、午前11時から総会におけ

る委員長報告を協議するための「全員協議会 、」

午後１時半から「基調講演 、午後２時10分から」

「総会」となりますので、よろしくお願いいた

します。

次に、閉会中の委員会についてであります。

７月は、高速自動車国道建設促進宮崎県期成

同盟会総会の直前、20日（金曜日）に高速道路

の整備等についての説明を受け、質疑を行った

後、総会における委員長報告について協議を行

いますので、よろしくお願いいたします。

暫時休憩いたします。

午後１時17分休憩

午後１時18分再開

委員会を再開いたします。○横田委員長

次に、県外調査についてであります。

県外調査につきましては、８月27日から30日

にかけて、入札制度、まちづくり三法の成功事

例、自動車産業などの工業振興対策等について

実施することとし、詳細については正副委員長

に一任いただくということで御異議ございませ
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んか。

〔 異議なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、そのように決定いた○横田委員長

します。

、 、 、なお 具体的な行程等につきましては 後日

御連絡いたしますので、よろしくお願いいたし

ます。

そのほか、何かありませんか。

〔 なし」と呼ぶ者あり〕「

それでは、以上で委員会を終了○横田委員長

いたします。

午後１時18分閉会




